
巻
頭
言
圈
環
境
に
配
慮
し
た
道
路
づ
く
り
に
思
う

福
岡
大
学
法
学
部
教
授

浅
野

直
人

　
　
　
　　　

　
　

　

英
国
の
道
路
事
情
-
道
路
行
政
に
ひ
と
こ
と
-

日
本
長
期
信
用
銀
行
公
務
室
長

松
尾

泰
一
5

特

集
/
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
閣
議
決
定

勿
第
n
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
ら

“
‘

“
“
罨

覊

箆
“
“
“
“

-
“

'

ゾ

第
ゆ
次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
の
概
要

道
路
局
企
画
諜
道
路
防
災
対
策
室

お

第
8
次
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
の
策
定
並
び
に
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
第
二

労

条
第
三
項
の
地
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
改
正
及
び
奥
産
道
路
の
路
線
指
定
に
つ
い
て

“

道
路
局
路
政
課
総
務
裏

門
間

勝
･
同
路
政
課
調
査
係
長

平
湖

敏
郎
･
同
地
方
道
課
改
良
第
二
係
長

恒
石

和
義

20

｢道
の
日
｣
行
事

｢ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
｣

中
国
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課
行
政
第
三
係

斜

｢道
路
則
番
｣
の
試
行
に
つ
い
て

東
北
地
方
建
設
局
道
路
管
理
課

符

｢県
の
花
の
輪
づ
く
り
｣
事
業

実
行暴
女員
会
事
務
局

33

平
成
三
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

鱒

防
音
工
事
助
成
通
達
(団
通
達
)
の
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
環
境
対
竺章
課
長
補
佐

鴨
下

和
義

50

囮
法
令
ニ
ュ
ー
ス
圏

道
路
法
令
研
究
会

%′
吶瀰藤鱗繃琺御謄邨盤徽征爾発議潴掛倣う瀞女改郎する法律｣について
54

箒
、

｢特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
一に
つ
い
て

聡

壽移転

=

｢道
の
日
二
八
月

一
0
日
)
に
つ
い
て
=

道
路
已赫置
酩総
務
課

59

　
　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　　
　
　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

l 本誌の掲載文は、執筆者が個人の責任において自由に書く建前をとっております。 したがって意見にわたる部分は個人の見 i
i 解です。 また肩書等は原稿執筆時及び座談会等実施時のものです。



特 瀞

第
鮒
次
溝

穰

五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

集
路
聽

第 11次道路整備
五箇年計画閣議決定

建
設
省
道
路
局
企
画
課
企
画
第
一
係
長

村
山

一
弥

は
じ
め
に

我
が
国
の
道
路
整
備
は
、
昭
和
二
九
年
の
第
1
次
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
く
道
路
整
備
に
よ
っ
て
本
格
的

に
開
始
さ
れ
、
以
来
m
次
に
わ
た
る
道
路
整
備
五
箇
年
計

画
が
策
定
さ
れ
、
着
実
な
道
路
整
備
が
推
進
さ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

去
る
五
月
二
八
日
に
平
成
五
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第

11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
、
第
め
次
積
雪
寒
冷
特
別
地

域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
、
第
8
次
奥
地
等
産
業
開

発
道
路
整
備
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
の
で
、
以
下
に
そ

の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一

第
竹
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
概
要

本
計
画
に
お
い
て
は
、
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
九
年
度

の
五
ヵ
年
間
に
総
額
七
六
兆
円
円
を
投
じ
、
｢生
活
者
の

豊
か
さ
を
支
え
る
道
路
整
備
員

｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り

翻

の
た
め
の
道
路
整
備
L
｢良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
適

度
靴

表1 第= 次道路整備五箇年計画 (平成 5年度~ 9年度)

区 分

第10次五箇年計画 第1l次五箇年計画

額画
①

… 撤

額
~
績

臨

実
計
率捗

累
進

額画
②

計 率
①/

倍
② 讓

麓鸚辯
鋤

猟緘
麟

蜆
廊
鮖
劇

麟
緘

翅
鮒
劔
蝋

螂
螂
鵬
螂

計 517
,
000 542

,
458 煕 鴛 雄 螂

調 整 費 13
,
000 ー 鋤 螂 -

合 計 530
,
000 542 4 58 蝸 ㈱ 閲 螂

路
整
備
｣
の
三
つ
を
主
要
な
柱
と
す
る
と
と
も
に
、
｢維

持
管
理
の
充
実
｣
を
図
り
つ
つ
道
路
の
計
画
的
整
備
を
進

め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

前
計
画
は
総
事
業
費
が
五
三
兆
円
で
あ
り
、
総
額
は

一
･
四
三
倍
に
増
加
す
る
。

投
資
の
内
訳
等
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

｢生
活
者
の
豊
か
さ
を
支
え
る
道
路
整
備
｣
で
は
、
歩

道
等
を
二
万
六
、
0
0
0
臘
整
備
し
、
設
置
済
延
長
を
約

一
四
万
六
、
0
0
0
如
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
、交
通
安
全
対
策
、渋
滞
対
策
の
推
進
、
駐
車

場
整
備
、
物
流
対
策
、
電
線
類
の
地
中
化
等
を
推
進
す
る
。

｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
｣
で
は
、



凡 例
開 通 区 間
平成S~ 9年度開通手定区間
事業中区開く整備計画を含む) にの中から引続き開通していきます。〕
事業準備中区間(基本計画等) (実施のための調査を進め、遊次事業に蒲手しますの‘元老′:●:心し"ゞ ¥℃

.･･'‐'‘‐℃℃し.･ ℃‐--調査区間(予定路線等) {基礎調査を鑿えたものから、事業準備にとりか力･孵す。〕

国土開発幹線自動車道 約=‘520馬
うち撥難加分 期瑠嬉 うち擬夏覇礬道路約聡okm

グ 濯ぎ睫

真岡 ･、 ,.ノ‐ ‐、, .ノ. 我#;

字 ,縢松本

図 1 高規格幹線道路網図 (平成 5年 4月現在の状況)



高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
、
計
画
期
間
中
に
約
一
、
八

八
〇
臘
の
供
用
を
図
り
、
す
で
に
供
用
済
の
区
間
と
併
せ
、

平
成
九
年
度
末
に
は
、
約
七
、
八
〇
〇
如
の
延
長
と
し
、

こ
れ
に
必
要
な
事
業
費
一
五
兆
三
、
○
○
0
億
円
を
投
資

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
二
一
世
紀
初
頭
の
全
線
供
用
を
め
ざ

す
高
規
格
幹
線
道
路
網
計
画
一
万
四
、
○
○
○
如
に
対
し

五
六
%
の
完
成
を
図
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
域
相
互
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
の
地

域
高
規
格
道
路
の
整
備
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
宅

地
の
供
給
の
た
め
の
土
地
区
画
整
理
事
業
等
を
推
進
す
る
。

｢良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
道
路
整
備
｣
で
は
、
道

路
交
通
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
向
上
を
図
り
、
地

球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
渋
滞
対
策
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
生
態
系
と
の
共
生
を
図
る
な
ど
自
然
環
境

と
調
和
の
と
れ
た
道
路
の
整
備
、
生
活
環
境
の
保
全
･
形

成
を
図
る
た
め
、
環
境
施
設
帯
、
緑
化
、
遮
音
壁
等
の
整

備
等
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

｢維
持
管
理
の
充
実
｣
で
は
、
安
全
で
円
滑
か
つ
快
適

な
道
路
交
通
の
確
保
と
多
様
な
道
路
機
能
の
向
上
の
た
め
、

維
持
管
理
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二

第
簡
次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通

総
額
一
兆
三
、
九
〇
〇
億
円

(う
ち
一
般
公
共
事
業
分

八
、
七
〇
〇
億
円
)
を
投
じ
、
雪
国
の
生
活
の
向
上
を
図

る
た
め
、
除
雪
、
防
雪

(雪
崩
対
策
、
消
雪
施
設
な
ど
の

確
保
五
箇
年
計
画
の
概
要

鰤□"

心円
分
ち
霰
公
共
事
業
分

灘

、
雪
国
の
生
活
の
向
上
を
図

ヨ崩
対
策
、
消
雪
施
設
な
ど
の

表

項 目 指 標 平成4年度末
路
年
標

輻
目

=
億
画

第
整
計

想
標
ゆ

ヨ
頂

ず

珠
り
婿

彙
腿

長
く
@

くらしの利便性向上

溌睾
“
糘蹴褒 22km/h 皺 縄18km/h 20km/h 鰡主要な新幹線駅･空港･港湾への直結率 %QU 眺 約5割

平均バス表定速度 聖
大
方
都
都
市
霞 鰔皺 鰔彎 緘

駅 前 広 場 等 整 備 率 鰔 跳 約8割

駐 車 場 充 足 率 約50% 約65% 概ね充足

くらしの安全性向上 交 通 事 故 死 者 数 l1,451人/年 1万人を下回る 翔
くらしの快適性向上

幅 の 広 い 歩 道 等 の 設 置 率 12%･ 眺 約5割

電 線 類 地 中 化 延 長 上290km 約 2,9ookm 約 8,0ookm

の

実

クノー羽淋交
充

の

率

等路

担

道線

分

幹格

通

規高

交

地 方 圏 %･ワ′ %QU 泌
三大都市圏 眺 眺 23%

全 国 眺 眺 %

地域集積圏の形成

1 時 間 圏 カ バ ー 率

圏方地 % 翳 割り!約

嬬 聯 皺 ば半台割QU
国全 鰔 %れ 割RU約

の
率

格
備

規
整

す
の

成
等

形
路骸樋

の
環

市
い

都
高 % 胱 割約

率絡運分3 0市都心中活生 眺 聯約 割QU約

率成形の地街市たり好良 繃 銘 割ワ!約

と
る
備

△□競

整

地
を

宅
も
錢

宅
オ

任
そ
道

娘数鰹
総

鱗飜鱗
幟

檄繍楓蹴孃離

セ
新
)
な
に
地
期

ク
な
(
案
業
宅
長
J

ア
質
(
事
事
住
(
る

囲方地 -
戸
戸

万
万

節
"

約
約 霧幻惚約

約

蝋 ー
戸
戸

万
万

脚
旭

約
約 霧都118約

約

国全 一
戸
戸

万
万

330
150

約
約 署関知約

約

地球温暖化の防止 率費消料撚るよに上｣同度速行走 "･ 郭○̂… ㈱鞠
環境との調和 率裁植面勝りの 眺 %れ 贓

境

成

環

形

活

･

姓
全

好

保

良

の
緑 化 率

道国般一 % 跳 割月悼約

緘縦 眺 眺 割QU約

計 挑 眺 割hD約

本
五
箇
年
計
画
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
指
標
に
よ
る
整

整
備
目
標

整
備
)、
凍
雪
害
防
止

(路
盤
改
良
、
流
雪
溝
な
ど
の
整

備
)
な
ど
の
雪
寒
事
業
を
行
う
も
の
で
、
総
額
は
、
第
9

次
計
画
に
比
べ
一
･
四
四
倍
の
増
加
と
な
る
。

三

第
8
次
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備

る
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
地
域
間
の
交
流
に
も
配
慮

し
た
産
業
の
総
合
的
な
開
発
の
基
盤
と
な
る
べ
き
道
路
を

整
備
す
る
も
の
で
総
額
は
第
7
次
計
画
に
比
べ
一
･
四
三

倍
の
増
加
と
な
る
。

総
額
二
、
九
六
〇
億
円

(う
ち
一
般
公
共
事
業
分
二
、

二
八
〇
億
円
)
を
投
じ
、
山
間
･
奥
地
等
の
地
域
に
お
け

標日
一

計
画
の
概
要

四

第
匐
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の



備
目
標
を
設
定
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
表
2
の
と
お
り

で 備
あ 目
る 票大阪市~ 和歌山市

中鱒加勢鞠分) ＼

幽霊ツ
近畿自動車道紀勢線(堺~岸和田和泉)の開通

神戸市~洲本市
ト

=劫分瞬間鍵鋤 ＼
野洲旧聞"㈱/

明石海峡大橋の開通

広島市~ 岡山市

l 180のし一U," ＼
l 120分し町-リ ノ

山陽自動車道(徳山西~河内)の開通

岡山市~松江市

l 鱒n斜(3時間50分) ＼
l 160分(2時間40分) /

中国横断道自動車道岡山米子線(岡山総社~北房J)の開通

松山市~大阪市

l 婆聯事務鱒; /
、 ＼

明石海峡大橋,四国縦貫自動車道の全通

高松市~須崎市

l170分(2時間50分) ＼
l130分(2時間10分) /

四国横断自動車道(南国~須崎)の開通

熊本市~鹿児島市
人

l 180分(3時間) ＼
l 150分し一 治公)/

し
九州縦貫自動車道(人吉~えびの)の開通

鳥栖市~ 大分市
人

困惑"覇繍 /
＼

九州横断自動車道長崎大分線(日田~湯布院)の開通

東風平町役場 ~沖縄自動車道西原IC

研
那覇空港自動車道(西原J~山川･東風平)の開通等

ま
た
、
各
地
域
に
お
け
る
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
供
用

に
伴
う
時
間
短
縮
効
果
の
例
は
図
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

札幌市~ 帯広市

I 280分国時間40分) ＼
- 240分(4時間)

▼
/

北海道横断自動車道(千歳J~夕張,清水~池田)の開通

秋田市~仙台市

l 250分(4時間lo分)
/

＼
190分(3時間lo分)

し
東北横断自動車道釜石秋田線Gと上J~横手)の開通

新潟市~ いわき市

l 290分“時間50分) ＼
I 膨れ …′ /
東北横断自動車道いわき新潟線の全通

仙台市~石巻市

= 20鉈鯛) ＼

膣墜ツ
三陸縦貫自動車道(仙台港北~利府中嶋瀬興松島~河北)の開通

横浜市~ 木更津市

ー
即分解

“
) ＼

節分○賤副

東京湾横断道路の開通

長野市~前橋市

lまる8枇"!“
＼

y
開題自動車道上越線(佐久~更埴J)の開通

新潟市~ 仙台市

I Rnn分を ÷-,. ＼
1 230分[ ･1分) /

y ^

東北横断自動車道いわき新潟線の全通

富山市~ 名古屋市
ト

i “8繊;潴:鱈; /
、

y
東海北陸自動車道(美濃~清見等)の開通

名古屋市~高山市

1 210分し円,一.30分) ＼
1 18。のく" ~‐~) /

東海北陸自動車道(一宮J~岐阜各務原,美濃~清見)の開通

名古屋都心~名古屋空港

岼
名濃道路(楠~豊山),名古屋高速2号線(萩野~東新町)の開通

図 2 五箇年計画による時間短縮効果の例
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参
考
l

現行暫定税率 税制改正後税率

揮発油税① /RU嫡 彫鰤
地方道路税② クルル& クル彫【ぬ
ガソリン税(① + ②) /00臨 ル鞠

""“膨中ルI柊繃翻

平
成
五
年
度
道
路
特
定
財
源
関
係
税
制
改
正
の
概
要

①

揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
自
動
車
重
量
税
、
自
動

車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期
限

(平
成
五
年
三
月
三
一
日
、
自
動
車
重
量
税
に
つ
い
て

は
平
成
五
年
四
月
三
○
日
)
を
五
年
延
長
し
た
う
え
で
、

②

軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
を
七
･八
円
/
“
引
き
上
げ
、

③

揮
発
油
税
の
暫
定
税
率
を
三
円
/
“
引
き
上
げ
、
地

方
道
路
税
の
暫
定
税
率
を
三
円
/
“
引
き
下
が
る
。

(結
果
的
に
ガ
ソ
リ
ン
税
の
税
率
は
不
変
)

④

②
及
び
③
の
実
施
時
期
は
平
成
五
年
=
一月

一
日
と

す
る
。
(平
成
五
年

一
一
月
三
〇
日
ま
で
は
現
行
の
暫

定
税
率
を
適
用
)

お
わ
“り
に

道
路
は
最
も
根
幹
的
な
社
会
資
本
で
あ
る
が
、
そ
の
整

備
水
準
は
、
都
道
府
県
道
以
上
で
五
0
%
、
四
車
線
以
上

の
道
路
は
国
道
で
も
一
0
%
と
ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
お
り
、

ま
た
、
道
路
整
備
に
対
す
る
国
民
の
要
望
は
極
め
て
強
い
。

従
っ
て
、
第
虹
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
い
て
道

路
整
備
を
強
力
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
そ
の
完
全
達
成

が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
計
画
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
所
要
の
財
源
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
一
般
財
源
の
投
入

拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
揮
発
油
税
、
軽
油
引
取
税
等
の

道
路
特
定
財
源
を
堅
持
･
拡
充
す
る
税
制
改
正
が
行
わ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
路
整
備
に
あ
た
っ
て
は
国
民
各
層
の
理
解

を
得
な
が
ら
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

関
係
各
位
の
ご
理
解
、
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る
oな

お
、
参
考
と
し
て
、
道
路
特
定
財
源
関
係
の
税
制
改

正
の
概
要
及
び
閣
議
決
定
文
を
以
下
に
示
す
。

参
考
2

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

(平
成
五
年
五
月
二
八
日
閣
議
決
定
)

道
路
整
備
緊
急
措
置
法

(昭
和
三
三
年
法
律
第
三
四

号
)
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

1

道
路
の
整
備
の
目
標

国
民
生
活
の
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る

た
め
、
国
の
経
済
及
び
国
土
総
合
開
発
に
関
す
る
長
期
計

画
に
即
し
て
、
日
常
生
活
の
基
盤
と
し
て
の
市
町
村
道
か

ら
国
土
構
造
の
骨
格
を
形
成
す
る
高
規
格
幹
線
道
路
に
至

る
道
路
網
を
、
適
正
な
道
路
空
間
の
確
保
を
図
り
つ
つ
、

計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
交
通
の
安
全
の

確
保
と
そ
の
円
滑
化
及
び
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
と
と

も
に
、
交
流
と
連
携
に
よ
る
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
、
輸

送
の
合
理
化
に
寄
与
し
、
も
っ
て
均
衡
あ
る
国
土
の
発
展

と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
こ

と
を
今
後
の
道
路
整
備
の
基
本
的
な
方
針
と
す
る
。

こ
れ
に
必
要
な
事
業
の
う
ち
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
つ

い
て
、
平
成
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
地
方
公
共
団
体
の

行
う
単
独
事
業
を
含
め
て
総
額
七
六
兆
円

(調
整
費
一
兆

四
、
○
○
0
億
円
を
含
む
。)
を
道
路
整
備
に
投
資
す
る

も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
国
が
行
う
道
路
の
整
備
及
び
国
の

負
担
金
そ
の
他
の
経
費
の
交
付
又
は
資
金
の
貸
付
け
に
係

る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
と
し
て
、

道行セ 93.7 IZ



調
整
費
を
充
当
す
る
も
の
を
除
き
、
総
額
四
九
兆
四
、
0

0
○
億
円
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、

こ
の
計
画
は
、
今
後
の
社
会
･
経
済
の
動
向
、
財
政
事
情

等
を
勘
案
し
つ
つ
、
弾
力
的
に
そ
の
実
施
を
図
る
も
の
と

す
る
。

こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
生
活
者
の
豊
か
さ
を
支
え
る

道
路
整
備
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備

及
び
良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
道
路
整
備
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
維
持
管
理
の
充
実
等
を
図
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
道
路
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
の

保
全
、
土
地
利
用
と
の
調
和
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

以
上
の
方
針
に
基
づ
き
、
計
画
期
間
中
に
お
け
る
道
路

整
備
の
目
標
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の

生
活
者
の
豊
か
さ
を
支
え
る
道
路
整
備
の
推
進

く
ら
し
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
バ
イ
パ

ス
･
環
状
道
路
の
整
備
及
び
連
続
立
体
交
差
事
業
等
に

よ
る
渋
滞
対
策
、
新
幹
線
駅
、
空
港
、
港
湾
等
と
の
連

絡
強
化
を
図
る
た
め
の
道
路
の
整
備
、
バ
ス
路
線
及
び

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

･
新
交
通
シ
ス
テ
ム
に
係
る
道
路
の

整
備
、
駐
車
場
の
整
備
、
物
流
対
策
、
道
路
情
報
サ
ー

ビ
ス
の
高
度
化
等
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
く
ら
し
の
安

全
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
歩
道
･
自
転
車
道
の
整
備

及
び
踏
切
道
の
改
良
等
の
交
通
安
全
対
策
、
幅
の
広
い

歩
道
等
の
高
齢
者
等
に
も
配
慮
し
た
道
路
の
整
備
、
防

災
対
策
、
震
災
対
策
、
避
難
路
の
整
備
、
積
雪
寒
冷
特

別
地
域
に
お
け
る
冬
期
交
通
の
確
保
を
図
る
た
め
の
事

業
等
を
推
進
す
る
。
歩
道
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
置

道
路
延
長
を
お
お
む
ね
一
四
万
六
、
0
0
0
蝿
の
水
準

に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
途
に
整
備
を
推
進
す
る
。
さ

ら
に
、
く
ら
し
の
快
適
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
共
同

溝
の
整
備
、
電
線
類
の
地
中
化
、
休
憩
施
設
の
整
備
、

自
転
車
駐
車
場
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

②

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
の
た
め
、
高
規
格
幹
線

道
路
網
に
つ
い
て
計
画
期
間
中
に
既
供
用
区
間
を
含
め

約
七
、
八
〇
〇
如
の
区
間
を
供
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
地
域
相
互
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
地
域
高

規
格
道
路
の
整
備
、
交
通
不
能
区
間
の
解
消
、
奥
地
等

産
業
開
発
道
路
の
整
備
、
離
島
、
山
村
、
過
疎
･
半
島

地
域
等
に
お
け
る
道
路
の
整
備
等
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
都
市
機
能
の
向
上
と
広
域
的
な
都
市
圏
の
形
成
に

資
す
る
都
市
高
速
道
路
、
湾
岸
道
路
、
環
状
道
路
等
の

整
備
を
推
進
す
る
。
さ
ら
に
、
良
好
な
住
宅
宅
地
の
供

用
を
図
る
た
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
住
宅
宅
地
、
公
共
公
益
施
設
等
に
関
連
す

る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

③

良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進

道
路
交
通
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
向
上
を
図

り
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
渋
滞
対
策

等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
生
態
系
と
の
共
生
を
図
る

な
ど
自
然
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
道
路
の
整
備
を
推
進

す
る
。
ま
た
、
良
好
な
生
活
環
境
の
保
全
･
形
成
を
図

る
た
め
、
良
好
な
市
街
地
の
形
成
に
資
す
る
道
路
の
整

備
、
環
境
施
設
帯
の
整
備
、
道
路
の
緑
化
、
遮
音
壁
の

設
置
、
沿
道
整
備
事
業
等
を
推
進
す
る
。

④

維
持
管
理
の
充
実
等

安
全
で
円
滑
か
つ
快
適
な
道
路
交
通
の
確
保
と
多
様

な
道
路
機
能
の
向
上
の
た
め
、
維
持
管
理
の
充
実
等
を

図
る
。

2

道
路
の
整
備
の
事
業
の
暈

こ
の
計
画
に
お
け
る
道
路
の
整
備
の
事
業
の
量
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の

施
策
別
事
業
の
量

①
生
活
者
の
豊
か
さ
を
支
え
る
道
路
整
備
の
推
進

約
三
六
兆
円

②
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進

約
三
五
兆
円

③
良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進

約
三
二
兆
円

④
維
持
管
理
の
充
実
等

約

八

兆
円

(施
策
別
事
業
の
量
は
、
重
複
を
含
む
)

②

道
路
種
類
別
事
業
の
量

道
路
種
類
別
事
業
の
量

①
高
規
格
幹
線
道
路

イ

高
速
自
動
車
国
道

口

本
州
四
国
連
絡
道
路

ハ

一
般
国
道

九
七
、
六
〇
〇
億
円

一
二
、
四
〇
〇
億
円

四
三
、
0
0
0
億
円

一
五
三
、
0
0
0
億
円

計



(新
規
供
用
延
長
｢

八
八
〇
如
)

②
一
般
道
路
会
同規
格
幹
線
道
路
及
び
有
料
道
路
を
除
く
)

イ

新
設
及
び
改
築

一
一〇
一
、
0
六
〇
億
円

供
用
延
長

･
一
般
国
道

四
、
0
二
〇
皿

･
主
要
地
方
道

三
、
九
二
〇
蝿

･
主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道

三
、
七
七
○
如

･
主
要
地
方
道
以
外
の
市
町
村
道

ロ

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

維
持
修
繕
等

機
械
の
整
備

調

査

計

二
五
七
、
四

③
有
料
道
路

(高
規
格
幹
線
道
路
を
除
く
)

イ

日
本
道
路
公
団
の
行
う
道
路
の
整
備

ホ ニ ハ

ニ
ニ
、
五
二
〇
億
円

三
一
、
八
六
〇
億
円

一
、
二
五
〇
億
円

七
一
〇
億
円

二
五
七
、
四
〇
〇
億
円

七
、
三
〇
〇
億
円

合
計

三
一
、
九
〇
〇
億
円

ハ

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
行
う
道
路
の
整
備

一
九
、
五
〇
〇
億
円

ワ　

二

東
京
湾
横
断
道
路
株
式
会
社
の
行
う
道
路
の
整
備

↓

八
･

十6

0
億
円

蕗

ホ

国
の
助
成
を
受
け
て
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方

道
路
公
社
等
の
行
う
整
備
一
六
、
三
〇
〇
億
円

計

八
三
、
六
〇
〇
億
円

四
九
四
、
○
○
0
億
円

= . 閣議提出参考資料

1. 道路整備五箇年計画事業別事業費内訳
(単位 ;億円)

区 分
画

~
)

5

度

計
成
昨

平
成

新
(
平

画

~
)

選
度

十
酢
年

≧｣ロ
テ女川-
バq

昭
成

旧

(

平

道
路
道
計

国
道

路

車
絡

国
道

連

線

動
5

,

国

幹

目
四
般

格

遠
州

規

高
本

一
高

緘
緘

臓
㈱

業
道
道
道
道
道
業
業
査
業
路
理
発
査
備
械
械
資
計

融
業

蘇
継嗣
を

ぞ
賤
き

一
方
地
鱗
篇

言

開
“
“
“
“
蠣

“
、
1

廉

鰍
ず

1

械
般
寒
整

道

道
-睾

蚕

調
街
街
鶉

機
辱
藁

肋
鵺
抑
鋤
脚
即
靴
680
480
抑
卸
即
刻
230
250

230

020

150

400

鰡
鰤
隠
れ
邱
残
れ
Z

孔
乳
贓
3

L

L

芻

捌
聞
知
830
130
卿
酬
加
知
530
副
働
閻
即
節
加
捌
50
酬

跳
れ
穢
れ
蔦
四
螂
6

琥
嫡
賂
2

L

滋
団
団
団
社
資
路
路
金
計

公
醗
酵
凝
道
資
業

路
道
道
路
路
高
料
発
事

精嚢
驫謂犠

自
首
阪
東
有

道
有

捌
伽
即
酬
鱒
細
300
200

600

z

軋
脇
&

邱
5

z

6

臨

酬
即
100
脚
側
600
400

000

400

尾
崎
脇
3
9

3

5

4

弘

高 規 格 ･ 一 般 ･ 有 料計

蠣 幼業
費

事独
整

単方地
調 幼纖 鱒蹴合 計

㈱ 纖(注) 1 . 開発資金の新計画の6,200億円には、 東京湾横断道
路株式会社への融資予定額3,000億円を重複計上し

ている。

八
、
一
三
○
如

ロ

首
都
高
速
道
路
公
団
の
行
う
道
路
の
整
備



2 . 道路整備五箇年計画実施後の道路整備状況見込

① 高規格幹線道路
(単位 :kの

区 分
供 用 延 長

平成5年3月末状況 平成10年 3月末状況

高速自動車国道

本州四国連絡道路
一 般 国 道

計

5,404

( 285)

108

132

5,929

6,723

( 486)

147

450

7,806

② 都市高速道路
(単位 :kの

区 分
供 用 延 長

平成5年 3月末状況 平成10年 3月末状況

高速自動車国道

阪神高速道路
指定都市高速道路

計

220

158

93

471

279

237

131

647

(注) ( ) 書きは、 国土開発幹線自動車道に並行する一般国

道の自動車専用道路で外書きであり、高規格幹線道路の

総計には含まれる。

③ 一般道路

(1) 整備率

(単位 :km、 % )

区 分
計画対象
延

(A )
長

平成5年3月末状況

改良区間
延 長

改良区間のうち混
雑度1,0未満(B )

整備率
(B)/(A)

一 般 国 道
主 要 地 方 道
主要地方道以外
の都道府県道

計

53,190

56,560

66,420

176,170

46,690

37,870

34,140

118,700

30,510

28,300

30,070

88,880

57

50

嫡

即

区 分
平成10年 3月末状況

改良区間
延 長

改良区間のうち混
雑度1.0未満(C )

整備率
(C)/(A)

一 般 国 道

主 要 地 方 道
主要地方道以外
の都道府県道

計

48,580

43,070

40,020

L31,670

31,920

31,580

33,600

97,100

60

56

51

55

(注) 1 . 計画対象延長は、 平成 3年 4月 1日現在の実延長であ

る。
2 . 一般国道、 主要地方道の追加指定後の見込み延長であ

る。
3 , 混雑度1.0未満とは、 交通量が道路交通容量を下回る

状態をいう。

(2) 改良率 (改良区間 ･車線数別状況)
イ. 平成 5年 3月末状況

(単位 : km、 % )

区 分
計画対象
延 長

(A )

改良済区間 ･車線数区分延長

柔‐5 m
満

2 車 線
(55 m以上
~13rn莉㈲

4車線以上
(13m 以上)
(B ) 4車化率

(B )/ (A )

合 計
(C )

改良率
(C )/ (A )

4車化率
(B )/ (A )

改良率
(C )/ (A )

一 般 国 道
主 要 地 方 道
主要地方道以外
の都道府県道
主要地方道以外
の 市 長 村 道

53,190

56,560

66,420

939,420 305,720

41,390

35,740

32,800

126,140

5,300

2,130

1,340

4 240

10.0

3.8

2.0

0.5

46,690

37,870

34,140

436,100

87,8

67.0

51.4

46.4

合 計 1,115,590 305,720 236,070 13,010 1.2 554,800 49.7



m

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保

五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

(平
成
五
年
五
月
二
人
日
閣
議
決
定
)

積
雪
寒
冷
の
度
が
特
に
甚
だ
し
い
地
域
に
お
け
る
道
路

の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
五
年
度
以
降
五
箇
年
間

に
地
方
公
共
団
体
の
行
う
単
独
事
業
を
含
め
て
総
額
一
兆

三
、
九
〇
〇
億
円

(調
整
費
三
〇
〇
億
円
を
含
む
)
を
当

該
地
域
内
の
道
路
整
備
に
投
資
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

う
ち
国
が
行
う
道
路
の
整
備
及
び
国
の
負
担
金
そ
の
他
の

経
費
の
交
付
に
係
る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
積
雪
寒
冷
特

別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置

法

(昭
和
三
一
年
法
律
第
七
二
号
)
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画

と
し
て
、
調
整
費
を
充
当
す
る
も
の
を
除
く
八
、
七
〇
〇

億
円
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
事
業
の

量
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
般
国
道
に
係
る
事
業

雪　

除

一
〇
0
、
八
五
〇
如

防

雪

五
六
〇
如

凍
雪
害
防
止

二
二
〇
臘

2

主
要
地
方
道
に
係
る
事
業

除

雪

九
0
、
六
五
〇
蜘

除

雪

三
四
〇
如

凍
雪
書
防
止

五
〇
〇
如

3

主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道

に
係
る
事
業

除

雪

除

雪

凍
雪
害
防
止

除
雪
機
械
の
整
備

一
〇
八
、
四
四
〇
如

七
九
〇
如

二
、
一
0
0
如

一
、
0
二
〇
億
円

y

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
に
つ
い
て

(平
成
五
年
五
月
二
八
日
閣
議
決
定
)

奥
地
等
に
お
け
る
産
業
の
総
合
的
な
開
発
の
基
盤
と
な

る
べ
き
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
格
差
の
是
正
に
資
す
る
と
と
も
に
、
民
生

の
向
上
と
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
平
成
五

年
度
以
降
五
箇
年
間
に
地
方
公
共
団
体
の
行
う
単
独
事
業

を
含
め
て
総
額
二
、
九
六
〇
億
円

(調
整
費
六
〇
億
円
を

含
む
。)
を
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
に
投
資
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
う
ち
国
の
補
助
金
そ
の
他
の
経
費
の
交

付
に
係
る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
奥
地
等
産
業
開
発
道
路

整
備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
一
一
五
号
)
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計

画
と
し
て
、
調
整
費
を
充
当
す
る
も
の
を
除
く
二
、
二
八

〇
億
円
に
相
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
事
業

の
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
係
る
事
業

改

築

五
七
五
蝋

平成10年 3月末状況
(単位 ;km、 % )

区 分
象
長

対

)

画

(

計
延

改良済区間･車線数区分延長

君踊
満 灘 埣

の鍼
摯
め 囃改の

計
(C
)

A
□

埣
の鍼 囃改の

道
道
外
道
外
道

方
以
県

以
寸

玉

7
道
団
道
本

地
方
朝
方
長

般

要
地
撻

地
肓

舅
要
割

要
白

一
主
土
の

主
の

緘
鰡

=

一
閲

緘
総

剱鰡
脚
涌

鯲
僻
獨
邨

㈱鰡
纖

鰯
嵐
鰈
瓣

合 計

螂幼獄 鞠 蛎 彌 激
(注) 1 . 計画対象延長は、 平成 3年 4月 1日現在の実延長である。

2 . 一般国道、 主要地方道の追加指定後の見込み延長である。
3 , 改良区間とは、 改良時の道路構造令に基づいて改良が行われた区間をいう。

但し、 都道府県道以上については、 車道幅員5.5m 以上の区間とする。



特 集
はき第 11次 道 路 整 備
が 五箇年計画閣議決定

集

第
健
次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
週
廃
棄
週
確
保

五
箇
年
計
画
の
概
要

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

一

雪
寒
事
業
の
目
的
と
経
緯

積
雪
の
多
い
地
域
で
は
、
冬
期
に
道
路
に
積
雪
が
あ
る

と
道
路
交
通
が
途
絶
し
て
交
通
マ
ヒ
が
発
生
し
、
寒
冷
の

度
が
甚
だ
し
い
地
域
で
は
路
面
の
凍
結
に
よ
る
道
路
の
被

害
が
発
生
し
て
、
生
活
･
生
産
活
動
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
。

こ
の
よ
う
な
積
雪
寒
冷
の
甚
だ
し
い
地
域
に
お
け
る
道
路

の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
地
域
内
の
道
路
に
つ
き
、

除
雪
、
防
雪
、
凍
雪
害
の
防
止
に
関
す
る
特
別
な
措
置
を

定
め
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
と

民
生
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
三

一
年
四
月
一
四
日

｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路

交
通
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(以
下
雪
寒
法
と
略

称
ど

(法
律
第
七
二
号
)
が
制
定
さ
れ
た
。

雪
寒
法
に
お
い
て
は
、
道
路
交
通
の
確
保
が
必
要
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
道
路
を
指
定
し

(雪
寒
法
第
三
条
)、

約
二
三
%
が
こ
の
地
域
内
に
居
住
し
て
い
る

(表
1
)。

そ
の
道
路
に
関
す
る

｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確

保
五
箇
年
計
画

(以
下
雪
寒
五
計
と
略
称
)｣
を
策
定
し

(雪
寒
法
第
四
条
)、
こ
れ
に
基
づ
き
雪
寒
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二

雪
寒
地
域
に
つ
い
て

積
雪
寒
冷
の
度
が
特
に
甚
だ
し
い
地
域
は
雪
寒
法
施
行

令
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

①

二
月
の
積
雪
の
深
さ
の
最
大
値
の
累
年
平
均
が
五

○
伽
以
上
の
地
域

②

一
月
の
平
均
気
温
の
累
年
平
均
が
摂
氏
零
度
以
下

の
地
域

に
該
当
す
る
地
域
で
あ
り
、
北
海
道
、
東
北
、
北
陸
な

ど
を
中
心
に
国
土
面
積
の
約
六
一
%
を
占
め
、
総
人
口
の

三

雪
寒
事
業
の
経
緯

雪
寒
事
業
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
を
も
と
に
今
ま
で

に
様
々
な
工
種
が
追
加
さ
れ
、
そ
の
主
要
な
施
策
課
題
も

変
化
し
て
き
た
。
昭
和
三
0
i
四
〇
年
代
に
か
け
て
は
、

除
雪
対
象
路
線
と
除
雪
延
長
の
拡
大
、
消
雪
施
設
、
流
雪

溝
の
整
備
促
進
を
中
心
に
事
業
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、

昭
和
五
〇
年
代
に
な
る
と
市
町
村
道
の
雪
寒
対
策
や
歩
道

除
雪
の
拡
大
な
ど
、
よ
り
き
め
の
細
か
い
対
策
へ
と
変
化

し
て
き
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
〇
年
代
後
半
か
ら
豪
雪
が

つ
づ
き
交
通
遮
断
や
雪
崩
等
の
災
害
が
多
発
し
た
た
め
、

｢積
雪
時
に
も
安
全
に
通
れ
る
道
路
｣
へ
の
要
請
が
強
ま

り
、
除
雪
や
雪
崩
対
策
へ
と
主
要
な
施
策
が
変
化
し
て
き

た

(表
2
)。

“ 道行セ 93,7



表 1 積雪寒冷地域の市町村 ･面積 ･人口

市町村数
全国比

面 積
全国比

人 口
全国比

備 考
全国比 全国比 全国比

積雪地域
市町村
1,047

%
32.4

k話
204,910

%
54.2

千人
21,721

%
17.6

寒冷地域 982 30,3 198,189 52.5 2L O03 17,0

雪寒地域 1,326 41.0 232,492 61.5 27,551 22,3

備 考
人口 :平成 2年度国勢調査 (全国 :123,611千人)

面積 :十和田湖を除く (全国 :377,737姉)

雪寒法施行令第1条

＼

% 〆＼
〆“/

/
/ /

ク ‐
‐

‐ ‐ ※
N淺
‐

/
/

/

　　
　　　

　
/
/

,..

/ / / /

ノノ
/
/ノ

ノノ
"
0

さも

雪寒地域 脛 圏 積雪地域のみ

園 圏 寒冷地域のみ

積雪寒冷特別地域略図

道イテセ 93.7 "



四

積
雪
寒
冷
地
域
の
現
況

･
全
国
土
の
約
六
割
を
占
め
る
雪
国
の
地
域
振
興
に
よ

り
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

･
雪
国
に
お
い
て
様
々
な
社
会
変
化
が
進
行
し
て
い
る
。

@
都
市
人
口
の
拡
大
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
の
進
展
、

核
家
族
化
、
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
雪
に
対
す
る

対
応
力
が
低
下

⑮
市
街
地
の
拡
大
に
よ
り
雪
処
理
が
困
難
化

⑯
高
齢
者
や
女
性
の
社
会
参
加
が
拡
大

⑭
モ
ー
タ
･リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
急
速
な
進
展
と
冬
期

道
路
交
通
確
保
の
進
展
に
よ
り
除
雪
に
よ
っ
て
交

通
が
遮
断
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
経
済
生

活
が
一
般
化

@
労
働
力
不
足
に
よ
り
作
業
に
頼
る
雪
寒
対
策
は

次
第
に
困
難
化

五

第
笹
次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路

交
通
確
保
五
箇
年
計
画

国
土
面
積
の
約
六
割
、
人
口
の
約
二
割
を
占
め
る
積
雪

寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
生
活
の
安
定
を
確
保
し
、
地
域

の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
に
広
く
諸
活
動
の
場
を

提
供
す
る
た
め
、
雪
国
社
会
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
冬
期
道
路
交
通
対
策
を
推

進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
第
め
次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確

脇 道行セ 93.7

表 2 雪寒事業の大きな流れ

年 代
長
移
)

正

道
推
県

。

国

除
の
(

地 域 の 要 求 主要な施策課題
(新たな拡大)

備 考
(社会の背景)

昭和30年代

幼ね
幹線道路の除雪
路盤の泥滓化対策 )

◎
笠
雪

G
除

大
雪
道
施

拡
除
県
実

の
道
道
の

長
国
国
良

延
轄
助
改

雪
直
補
盤

除

･
･
路

冬期間
｢閉ざされた地域｣ の時代

昭和40年代

鰐
補助幹線道路
への除雪拡大 ⑳助補

)
械
幻
)

機
G
鵜

大
雪
備
6

拡
除
整
備

の
道
の
整

長
村
設
の

延
町
施
溝

雪
市
雪
雪

除
･
消
流

昭和50年代

鍔
歩道の除雪
市町村道の雪対策 大

)
拡
盤

策
6

対
助

始
雪
捕

開
の
等

の
へ
設

雪
道
施

除
村
雪

道
町
防

歩
市
･

増へ贓た

=
===凡

れ間

昭和60年代
平成時代 纖

〉蹴

の
鰐
ゆ

鷲
供

大
性
い
イ

化
期
提

拡
頼
高
夕

巧
冬
の

の
信

ク

老
の
報

構
で

イ

の
姉
情

雪
全

パ
止
設
顕
通

流
安

ス
禁
施
錠
交 鰄

隊

弘

備

の

ス

整

場

新
シ

的
保

脱

更
報

面
確

着

の
情

の
の

ン

設
象

溝
幅

一

施
気

雪
雪

ェ

雪
路

流
堆

チ

消
道

行
行
進
目

進
の
着

の
1
一の

｣
化

へ

化
族
源

齢
家
資

高
核
･

･
･
然

化
化
目

疎
市
な

過
都
か

｢
｢

豊



保
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
雪
寒
施
策
の
拡
充
強
化
を
図

る
。計

画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
一
般
国
道
か
ら
市
町
村

道
に
い
た
る
道
路
網
に
お
い
て
よ
り
効
率
的
な
対
策
を
行

う
た
め
、
新
た
に
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た
総
合
的
な
計

画
と
し
て
策
定
す
る

(表
3
)。

投
資
規
模

(表
4
)

2

主
要
課
題
と
施
策

印

全
国
的
な
交
流
の
拡
大
に
対
応
で
き
る
幹
線
道
路
の

冬
期
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

積
雪
時
に
も
道
路
幅
員
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
消

雪
施
設
、
流
雪
溝
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

特
に
堆
雪
幅
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
雪
崩
や
地
吹
雪
に
よ
る
交
通
遮
断
等
を
防

止
す
る
た
め
、
要
対
策
箇
所
の
解
消
を
促
進
す
る
。

さ
ら
に
、
急
坂
路
区
間
の
対
策
と
し
て
チ
ェ
ー
ン
着

脱
が
容
易
で
休
憩
所
等
の
機
能
も
有
す
る
多
機
能
型

チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
等
や
急
カ
ー
ブ
区
間
に
お
け
る
冬

期
の
安
全
対
策
を
推
進
し
、
冬
期
交
通
の
ネ
ッ
ク
箇

所
の
解
消
を
進
め
る
。

惚

人
に
優
し
い
冬
期
歩
行
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

通
学
路
な
ど
、
日
常
生
活
に
お
い
て
頻
繁
に
利
用

さ
れ
る
路
線
を
中
心
と
し
て
早
急
に
安
全
な
冬
期
歩

行
者
空
間
を
確
保
す
る
た
め
、
歩
道
除
雪
の
拡
充
を

図
る
と
と
も
に
、
無
散
水
消
雪
施
設
、
流
雪
溝
等
の

整
備
を
促
進
す
る
。

倦

情
報
化
の
推
進
と
維
持
管
理
の
充
実
･
強
化

除
雪
の
効
率
化
、
道
路
利
用
者
の
利
便
向
上
に
資

す
る
道
路
気
象
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
促
進
す
る

と
と
も
に
、
消
雪
施
設
等
の
施
設
の
維
持
、
修
繕
、

更
新
を
促
進
す
る
。

表 4 積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画
(単位 :km、 億円)

区 分
第10次五箇年計画 第9次五箇年計画

A / B
事 業 量 事業費A 事 業 量 事業費B

路
雪
雪
止
械

業

道

動
機
計
獲

寒
除
防
楮
雪
小
弾

雪

除

地

臓
緘

剱
期
硼
憊
画
欄
戦

【郷
邱
幻
聴

280
桝
即
040
920
200
搬

笈
川
鞘
銘
11
21
蜷

11
艦上
1上
十且
惟上
1晶
り乙

計
調 整 費 蹴測 欄 燭
合 計 蹴 鰔 鰍

(注) 1 , 第 9次計画における地方単独事業を除く事業は、
7,400億円である。

2 . 除雪の事業量は五箇年間の累計除雪延長である。

積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画
旧
定

画
明
決

計
年
叢

年
5
諄

箇
成

五
平
閣

　
　
　

　
　
　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

ロ
ロ
ゆ

め
ゆ
め

肺
の
の
め
円

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

琉
鷁
即

県
製
鵺
10

02

Q

府
8

2

L

就

業
9

道
m

　

　

係

外

備

に

以

整

雪
雪
止

道
雪
雪
止

道
雪
雪
止

の

3 . 主要地方道以外の都道府県及び市町村道に係る事業

積雪寒冷の度が特に甚だしい地域における道路の交通を確
保するため、 平成 5年度以降五箇年間に地方公共団体の行う
単独事業を含めて総額 1兆3,900億円 (調整費300億円を含
む。) を当該地域内の道路整備に投資するものとする。 この
うち国が行う道路の整備及び国の負担金その他の経費の交付
に係る道路の整備に関し、 積雪寒冷特別地域における道路交
通の確保に関する特別措置法 (昭和3l年法律第72号) 第 4条
第 1項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画
として、 調整費を充当するものを除く8,700億円に相当する
事業を行うものとし、 その事業の量は次のとおりとする。

翫
筋

勘
紡

割
纖

　　　　　　
　
　

雪

要

雪

妻

雪

雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

係る事業



, 、
特 集

、
" 第 11 次 道 路 整 備ゞ

. 五箇年計画閣議決定 ＼

第
8
次
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
の
策
定
並
び
に
奥
地

等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
第
二
条
第
三
項
の
地
域
を

指
定
す
る
政
令
の
一部
改
正
及
び
興
産
道
路
の
路
線
指
定
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局

路
政
課
総
務
係
長

門
間

勝

同

路

′

′

#阻
バ

“P

課

、

和敏
義郎勝

同

う
。)
の
路
線
を
指
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る
興
産
法
第

二
条
第
三
項
の
地
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

(平
成
五
年
政
令
第

一
八
四
号
)
(以
下

｢地
域

指
定
政
令
｣
と
い
う
。)
が
六
月
二
日
公
布
さ
れ
、
次
い

で
六
月
三
日
に
奥
産
道
路
の
路
線
を
指
定
す
る
告
示
が
行

わ
れ
た
。

路
政
課
調
査
係
長

平
瀬

敏
郎

地
方
道
課
改
良
第
こ
係
長

恒
石

和
義

地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
す
る

(法
第
四

条
)。
さ
ら
に
、
同
計
画
を
達
成
す
る
た
め
、
一
定
の
新

設
又
は
改
築
に
係
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
の

補
助
率
を
、
二
分
の
一
か
ら
一
〇
分
の
五
･
五
に
嵩
上
げ

し
て
い
る

(法
第
五
条
第
二
項
、
令
第
四
条
)。

な
お
、
今
回
か
ら
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
と
し
た
主
要
地
方
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第

五
六
条
に
よ
る
補
助
を
興
産
法
第
五
条
第
一
項

(努
力
義

務
規
定
)
に
基
づ
き
優
先
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
効
果
的

な
投
資
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
補

助
率
嵩
上
げ
の
対
象
か
ら
除
く
こ
と
と
さ
れ
た

(令
第
四

鯰

条
)。

セ

一

は
じ
め
に

去
る
三
月
三
一
日
に
公
布
さ
れ
た
道
路
整
備
緊
急
措
置

法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部

せ
改
正
す
る
法
律

(平
成
五
年
法
律
第
一
六
号
)
に
よ
り
、

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法

(以
下

｢奥
産

誉

と
い
う
。)
の
有
効
期
限
が
平
成
一
〇
年
三
月
三
一

口
ま
で
五
年
間
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
日
法
施
行

宦
第
三
条
が
改
正
さ
れ

(平
成
五
年
政
令
第
九
四
号
)、

半
成
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
け
る
奥
地
等
産
業
開
発

迫
路
整
備
計
画
を
策
定
す
る
根
拠
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
去
る
五
月
二
八
日
に
第
8
次
奥
地
等
産

未
開
発
道
路
整
備
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
計
画
の
策
定
と
前
後
し
て
そ
の
整
備
対
象
た

ゐ
奥
地
等
産
業
開
発
道
路

(以
下

｢興
産
道
路
｣
と
い

二

興
産
法
の
体
系

奥
産
法
は
奥
産
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
山
間
へ
き
地
の
未
開
発
資
源
を
開
発
し
、
地
域

格
差
の
是
正
と
民
生
の
向
上
･
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

(法
第

一
条
)。
こ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
当
該
未
開
発
資
源
の
開
発
に
必
要
な

奥
産
道
路
を
具
体
的
に
指
定
し
、
こ
の
路
線
に
お
い
て
行

わ
れ
る
道
路
の
新
設
及
び
改
築
を
計
画
的
に
行
う
た
め
奥

セ行

(参
考

フ
ロ
ー
ト
チ
ャ
ー
ト
参
照
)

道　



三

興
産
法
第
二
条
第
三
項
の
地
域
の
指
定

興
産
道
路
と
は
、
奥
地
等
に
お
け
る
興
産
法
第
二
条
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
主

要
な
道
路
と
を
連
絡
す
る
地
方
的
な
幹
線
た
る
道
路
で
、

当
該
奥
地
等
に
お
け
る
産
業
開
発
の
総
合
的
効
果
を
発
揮

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
る

(法
第
二

域

の

る
な

地

模

れ
い

い

規
域
さ
て

な

当
地
想
れ

い

相
る
予
わ

て

な
れ
が
行

れ

要
さ
展
に

わ

必
特
発
分

行

が
期
の
十

分

等
が
て
が

十

発
果
し
発

が

開
効
と
開

発

の
発
地
の

開
城
て
閑
散
そ

の
地
し
の
集
で

源
農
と
源
の
地

資
酪
地
資
物
適

林
約
用
下
壷
光

森
集
農
地
水
観

しての開発等が必要な相当規模の開発適地
開発効果が期待される地域

色散地としての発展が予想される地域
いその開発が十分に行われていない地域
工業開発地区、産炭地域等

(参考) 奥地等産業開発道路整備臨時措置法のしくみ

S 2①、 令 S 1 )
一般国道等から 1時間以内に到達することができない地

或の面積が、 当該市町村の 2分の 1以上を占めていること
農林漁業等に係る産業別分類就業者の割合が0.568超又

　　　　

　　　　　

　　
　　
　

　　　　　

①
般
面
林
口
)

2

一
の
膿
人
③

s

域

は
2

(
①

②

S

義
r
l
l
l
k

(

定
凖

定

　　

　

　　

　

燠

産
は人口密度が119人未満の市町村

(2) 奥産地域の指定 (S 2③)

｢奥地等産業道路｣ の指定

｢奥地等産業道路｣ の定義 (S 3①、 S 2③)
興産地域と主要な道路とを連絡する地方的な幹線たる道路

で当該奥地等における産業開発の総合的効果を発揮するため
に必要なものとして指定されたもの

関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見 (S 3①)

奥地等産業開発道路整備計画 (閣議決定)

･奥地等産業開発道路の新設及び改築に関する計画 (S 4①)

道路審議会の意見 (S 4②)

関係都道府県知事への通知 (S 4⑧)

③
森
集
農
地
水
観
低

S
①
②
③
④
⑥
⑥
⑦

条
第
三
項
)。

従
っ
て
、
奥
産
法
第
二
条
第
三
項
の
地
域
は
、
奥
産
道

路
の
一
方
の
連
絡
先
を
確
定
す
る
機
能
を
果
た
す
わ
け
で

あ
る
が
、
同
地
域
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
同
法
は
、
ま
ず

奥
地
等
の
地
域
を
定
め
更
に
そ
の
中
か
ら
同
地
域
を
選
定

す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
奥
地
等
の
地
域
と
は
、
の
交
通
条
件
が
き
わ
め
て

補助率等の特例

･政府による必要な資金の確保等 (S 5①)
･国の補助率を5.5/loとする (ただし、 主要地方道は嵩上げ対象としない) (S 5②)
･関係行政期間の長及び関係地方公共団体の協力 (S 6①)
･関係行政機関の長及び関係地方公共団体の林道等の整備との適切な調整への配慮義務

②

悪
く
、
②
産
業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
山
間

地
、
奥
地
そ
の
他
の
へ
ん
ぴ
な
地
域
で
政
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
地
域
と
定
義
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
条
第

一
項
)。
こ
れ
を
受
け
て
奥
産
法
施
行
令
第
一
条
で
は
、

①
②
の
奥
地
等
の
基
準
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

①

一
般
国
道
等
や
鉄
道
の
駅
か
ら
通
常
の
交
通
の
方

法
及
び
経
路
に
よ
り
一
時
間
以
内
に
到
達
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
地
域
の
面
積
が
、
当
該
市
町
村
の
区
域

の
面
積
の
二
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

②

公
表
さ
れ
た
最
新
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当

該
市
町
村
の
一
次
産
業
就
業
者
比
率
が
○
･
五
六
八

を
超
え
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
市
町
村
の
人
口
密
度

が
-
-
九
人
/
蝸
未
満
で
あ
る
こ
と
。

0
の
交
通
条
件
が
極
め
て
悪
い
状
況
の
基
準
と
し
て
国

道
等
の
主
要
な
交
通
施
設
へ
の
到
達
時
間
を
採
用
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
迅
速
性
、
安
全
性
、
快
適
性
、
随
意
性
、

経
済
性
と
い
っ
た
人
と
物
の
輸
送
に
お
け
る
基
本
的
な
必

要
条
件
の
う
ち
、
｢産
業
開
発
L
と
い
う
法
律
の
趣
旨
に

合
致
す
る
迅
速
性
と
経
済
性
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
一
時
間
と
い
う
時
間
帯
は
、
農
林
水
産
物
の
輸

送
実
熊
と
自
動
車
の
平
均
走
行
速
度
と
の
関
係
、
自
動
車

に
よ
る
短
距
離
輸
送
の
採
算
性
と
積
み
下
し
時
間
等
を
考

慮
し
た
一
日
の
実
稼
働
時
間
と
の
関
係
を
勘
案
し
て
設
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
の
産
業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
を

示
す
基
準
と
し
て
一
次
産
業
就
業
者
率
及
び
人
口
密
度
を

道々テセ 93,7 2!



採
用
し
た
の
は
、
未
開
発
地
域
は
人
口
密
度
が
低
く
、
し

か
も
農
林
水
産
業
と
い
っ
た
一
次
産
業
が
地
域
住
民
の
主

た
る
職
業
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
特
徴
に
着
目
し
た
も

の
で
あ
る
。
人
口
密
度
及
び
就
業
者
率
は
昭
和
三
五
年
度

国
勢
調
査
の
全
国
郡
部
平
均
値
を
用
い
て
い
る
。

次
に
、
地
域
の
指
定
に
際
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
奥
地
等
の
地
域
の
う
ち
か
ら
、
興
産
法
第

二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
を
政

令
で
指
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
北
海
道
に

お
い
て
は
開
発
道
路
の
制
度
が
あ
り
、
沖
縄
県
、
離
島
振

興
対
策
実
施
地
域
及
び
奄
美
群
島
に
お
け
る
道
路
整
備
に

つ
い
て
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
に
基
づ
き
、
別

途
の
整
備
計
画
で
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
て
い
て
、
い
ず
れ

も
高
率
の
補
助
率
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
の
地

域
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
地
域
指
定
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。

法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
い
ず
れ
も

開
発
す
べ
き
種
々
の
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
類
型
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
奥
産
道
路
の
整
備
に
よ
り
こ
れ
ら
の
資

源
の
開
発
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一

森
林
資
源
が
豊
富
に
存
在
し
、
か
つ
そ
の
開
発
が

十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域

二

酪
農
振
興
法
、
(昭
和
二
九
年
法
律
第
一
八
二
号
)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
集
約
酪

農
地
域

三

農
用
地
と
し
て
の
開
発
及
び
整
備
が
必
要
と
さ
れ

る
相
当
規
模
の
開
拓
適
地
そ
の
他
の
地
域

四

地
下
資
源
が
豊
富
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
開
発

の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
地
域

五

水
産
物
の
集
散
地
と
し
て
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る

地
域

六

観
光
適
地
で
そ
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
地
域

七

低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法

(昭
和
三
六
年
法

律
第
二
一
六
号
)
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
、
産
炭
地
域

振
興
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
六
年
法
律
第
二
一
九

号
)
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
炭
地
域
そ
の
他

の
工
業
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る
地
域

こ
れ
ら
の
う
ち
、
既
に
法
律
の
規
定
で
明
確
に
な
っ
て

い
る
二
号
と
七
号
を
除
き
、
同
政
令
制
定
時
に
お
い
て
関

係
各
省
庁
と
の
協
議
上
作
成
さ
れ
た
内
部
基
準
に
従
っ
て

選
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
市
町
村
単
位

で
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
般
は
、
第
8
次
の
整
備
計
画
の
策
定
に
あ
わ
せ
て
、

平
成
二
年
度
国
勢
調
査
の
結
果
等
を
ふ
ま
え
、
各
地
域
の

地
域
指
定
の
要
件
へ
の
準
拠
性
を
見
直
し
た
結
果
、
奥
地

等
の
地
域
に
該
当
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
二
一
町

村
が
奥
地
等
の
地
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
奥

地
等
の
地
域
は
二
六
八
市
町
村
と
な
っ
た
。

四

奥
産
道
路
の
路
線
指
一定

奥
産
道
路
は
政
令
指
定
地
域
と
の
主
要
な
道
路
と
を
連

絡
す
る
の
地
方
的
な
幹
線
道
路
で
、
産
業
開
発
の
総
合
的

効
果
を
発
揮
す
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
建
設
大
臣
が

指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
条
第
三
項
)。

路
線
指
定
は
、
建
設
大
臣
が
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及

び
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聞
い
て
指
定
す
る
が
、

奥
産
道
路
の
路
線
名
、
道
路
の
種
類
及
び
区
間
を
官
報
で

公
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
三
条
、
令
第
二

条
)。今

回
の
指
定
に
よ
り
、
新
た
に
指
定
さ
れ
た
主
要
地
方

道
を
含
め
三
五
九
路
線
、
四
、
六
三
八
如
が
指
定
さ
れ
た
。

前
回
指
定
と
の
比
較
は
、
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

表

f‐画における
定 路 線

第 8 次計画における
指 定 路 線

区 分 路線数 延長(Km) 路線数 延長(Kの

彌槽計
榔帳小

215
郷

300
猟遼

174
観

258
幼議

主要地方道 - 皿 鰡
合 計 300 滋 359 鰤

22 道行セ 93,7



　　　表 (単位 :km, 億円, % )

区 分

第8次奥産
整備計画

第7次興産
整備計画 率

B/

倍

A

定

長

指

延

平成4年度末 平成9年度末
事業量 費業

A
事 事業量 費業

B
事 増改延 改良率 済

度恐 改良率

都 府 県 道
市 町 村 道

455
120 癇 545

125 翳 燭 鰡 轆 鰡 癈 麗
計‐

地方単独事業
575 檄 670 遜燭 纖 即 渕 榔 激

計
調 整 費 鰡 啼 燭
合 計 鰡 碗 鷆

(注) 1 . 第 7次計画における地方単独事業は実績である。
2 , 第 7次計画における地方単独事業を除く事業費は、上930億円である。

五

第
8
次
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画

第
8
次
計
画
に
お
い
て
は
、
奥
産
道
路
と
し
て
指
定
さ

れ
た
道
路
の
う
ち
一
般
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
つ

い
て
は
、
平
成
九
年
度
末
の
改
良
率
を
概
ね
五
0
%
に
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
と
一
体
的
に
機
能
す
る
主
要
地
方

道
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
に
全
国
の
主
要
地
方
道
の
整
備

水
準
に
達
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
必
要
な
事
業
費
を
確

保
し
て
い
る
。

平
成
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
地
方
公
共
団
体
の
行
う

地
方
単
独
事
業
費
を
含
め
て
総
額
二
、
九
六
〇
億
円
を
奥

産
道
路
に
投
資
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
国
の
補
助
金

そ
の
他
の
交
付
に
係
る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
第
8
次
奥

地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
と
し
て
、
調
査
費
を
充
当

す
る
も
の
を
除
く
二
、
二
八
〇
億
円
を
も
っ
て
五
七
五
如

を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る

(表
2
)。

六

お
わ
り
に

第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
均
衡
あ

る
国
土
の
発
展
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
国
民
生
活
の
実

現
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り

の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進
｣
が
三
本
柱
の
一
つ
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
地
域
の
中
心
と

な
る
都
市
等
を
核
と
し
て
、
周
辺
地
方
部
を
含
め
、
地
域

が
広
域
的
に
連
携
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
こ
の
た
め
に
は
圏
域
内
外
と
の
広
域
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
併
せ
て
、

地
方
部
に
暮
ら
す
人
々
が
、
地
域
に
誇
り
を
も
ち
、
安
心

で
安
定
し
た
生
活
を
営
む
う
え
で
必
要
な
基
盤
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
が
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
う
え
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

興
産
地
域
は
、
特
に
定
住
条
件
の
厳
し
い
地
域
が
多
い

が
、
豊
か
な
自
然
、
潜
在
資
源
に
恵
ま
れ
、
交
通
条
件
の

改
善
に
よ
り
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
発
揮
す
る
こ
と
が

大
い
に
期
待
さ
れ
る
地
域
で
あ
り
、
当
該
地
域
に
お
い
て

道
路
整
備
の
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。
現
に
、
過

去
7
次
に
わ
た
る
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
に
よ

る
道
路
条
件
の
改
善
に
よ
り
、
地
域
が
活
性
化
さ
れ
、
興

産
地
域
か
ら
卒
業
し
て
い
っ
た
も
の
も
数
多
く
見
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
興
産
道
路
の
整
備
が
、
地
域
振
興
を
強
力

に
後
押
し
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
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中
国
地
方
で
は
、
昭
和
六
一
年
に

｢道
の
日
｣
が
八
月

紙
面
で
昭
和
六
一
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
実
施
し
ま

一
〇
日
と
制
定
さ
れ
た
こ
と
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
同
年
七

し
た
。

月
四
日
建
設
省
中
国
地
方
建
設
局
･
鳥
取
県
･
島
根
県
･

｢
『道
の
日
』
ク
イ
ズ
｣
と
と
も
に
広
く

一
般
の
人
々

岡
山
県
･
広
島
県
･
山
口
県
･
広
島
市
･
日
本
道
路
公
団

に
道
路
に
対
す
る
関
心
を
高
め
て
も
ら
う
と
い
う
目
的
で
、

広
島
建
設
局
･
同
管
理
局
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
第

中
国
地
方
の
道
路
を
対
象
に
し
た

｢中
国
地
方
道
路
写
真

二
管
理
局
並
び
に
同
第
三
管
理
局
の
三

機
関
で

｢道
の

コ
ン
テ
ス
ト
｣
を
昭
和
六
二
年
度
か
ら
実
施
し
ま
し
た
。

日
｣
中
国
実
行
委
員
会
を
組
織
し

(会
長
…
建
設
省
中
国

地
方
建
設
局
道
路
部
長
、
事
務
局
…
同
局
道
路
部
路
政

｢中
国
地
方
道
路
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
｣
に
つ
い
て
は
、

課
)、
各
種
道
路
に
関
す
る
広
報
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
、

平
成
二
年
度
か
ら
四
年
度
ま
で
の
最
近
三
年
間
は
毎
年
｢

昭
和
六
一
年
度
か
ら
活
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

○
○
○
点
以
上
の
応
募
作
品
が
あ
り
、
作
品
の
内
容
も

当
初
の
活
動
と
し
て
は

｢道
の
日
L
が
八
月
一
〇
日
と

年
々
充
実
し
て
き
て
い
ま
す
。

制
定
さ
れ
た
こ
と
･
･道
の
日
｣
中
国
実
行
委
員
会
が
組

ま
た
、
応
募
者
も
中
国
地
方
だ
け
で
な
く
近
畿
、
四
国

枇

織
さ
れ
た
こ
と
及
び

｢道
の
日
L
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
キ
ャ

地
方
等
の
広
い
地
域
に
わ
た
り
道
路
に
対
す
る
関
心
を
高

道

ラ
ク
タ
ー
が
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
と
な
っ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
の
、

め
る
上
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
と
と
も
に

｢道
の
日
｣

%

広
報
と
い
う
目
的
か
ら

弓
道
の
日
』
ク
イ
ズ
｣
を
新
聞

中
国
実
行
委
員
会
の
恒
例
行
事
と
し
て
広
く
定
着
し
て
き



て
お
り
、
平
成
五
年
度
も
引
き
続
き
実
施
す
る
こ
と
を

｢道
の
日
｣
中
国
実
行
委
員
会
で
決
定
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
年
度
か
ら
は
当
初
の
目
的
か
ら
一
歩
飛
躍
さ
せ

て
一
般
の
人
々
に
道
路
を
実
際
に
利
用
し
な
が
ら
道
路
に

対
す
る
関
心
を
よ
り
高
め
て
も
ら
お
う
と
い
う
目
的
で
、

｢
ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
L
が
企
画
さ
れ

近
年
、
我
が
国
は
国
民
皆
免
許
時
代
と
い
わ
れ
女
性
や

高
齢
運
転
者
の
増
加
に
つ
れ
て
、
道
路
も
目
的
地
へ
行
く

手
段
と
し
て
の
位
置
付
け
か
ら
余
暇
時
間
の
増
加
と
と
も

に
余
暇
活
動
の
中
心
的
役
割
を
担
い
つ
つ
、
走
る
こ
と
を

楽
し
む
目
的
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏

近己
年 た

圏

園二薊
中国地方の道路
　　　
①トンネル、橋など道路そのものの美しさや、力
強さを現した作品

② 道路の掃除、レンガ舗装の歩道など、道路美化
への取組みや、都市景観に配慮した道づくりが
行われている事例を紹介した作品

⑧不便な道路や狭い道路、工事中の道路など道路
整備の必要性を訴える作品

④ 不法駐車、不法駐輪などをなくし、道路を正しく
利用する必要性を訴える作品

⑤ 地域のコミュニティの場として人々 がふれ合う道
路を対象とした作品

⑥ ○ 0 街道など、その地域の特色が現れている
道路を対象とした作品

⑦自然と道路が調和した詩情豊かな作品

　　 　　　　 　 　　　　　
彩 ★応募開始 平成 5年5月 1 日 錢
馨 貴応募締切 平成 5 年 6 月 3 0 日 謎
盟 ★発 表 平成5年 8月 中旬 □
攝 (入賞者本人に逓担…フィルム鯉供なき場難す失格) □
澄 女サ イ ズ 白黒･カラープリントとも 證
留 キャビネ以上 囮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

麗し“金 瓣 ･点 歎賞金'万円邇“
′ @銀 賞… 3点機状、賞金3万円、當品

の銅 當… 6点賞状、賞金2万円、賞品
が地域の道J費…60点賞状、賞金 l万円、富品

薄佳 作 .“散点富品 !
- …【一-- 応募上の注意-- - - - -
⑦q人同点でも応募司能です。
②未発表の自作品に限ります。
③応募作品は返却しません。
④入賞作品の版権及び髯作煙は主鑑者に帰国します。
◎入選者にはネガフィルムの提出を求めますのでご用
撤下さい。提出きれない場合は失陥とします。

◎応募作品には裏面応募票を貼付して下さい。
(自作されても結構です)

一一- - ･作品の送り先･十--‐… ---□翹面蘇 輻上八丁堀鱒o建設省中国地方建設局道路部内 ｢中国地方道路霊園室證]藝回
紬主 催｢道の日｣中国実行委員会健穀省中国地方建設局鳥取県･島根県岡山県･広島県･山ロ県広島市

･日本道路公団広島建設局同広島管理局･本州四国連絡橋公団第二管理局･同第三建設局)
等後 援伜刻日本土木工業協会中国支部･閥日本道路建設業協会中国支部樅幻日本建設機械化協会中国支部･間日本

道路協会中国ブロック会酸･鰯海洋架橋調査会水島事務室･脚本州四国連絡道路管理協会･NT T中国支社
･中国電力事幻日本ガス協会中国地方部会･問中国建設弘済会

黛協 賛日本コダック臘)･コニカ㈱ '富士写真フイルム(株)
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ま
え
て
、
中
国
地
方
の
美
し
い
景
勝
地
や
文
化
施
設
、
そ

の
地
域
な
ら
で
は
の
か
く
れ
た
名
勝
、
史
跡
な
ど
一
度
は

行
っ
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
観
光
資
源
と
景
観
の
す
ぐ
れ

た
快
適
な
道
路
と
を
組
み
合
わ
せ
た
、
特
色
あ
る
自
慢
の

で
き
る
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
を
広
く
募
集
し
ふ
る
さ
と
の
再

発
見
と
道
路
へ
の
親
近
感
を
深
め
、
道
路
の
機
能
と
役
割

を
認
識
し
て
も
ら
お
う
と
企
画
さ
れ
、
平
成
二
年
度
か
ら

四
年
度
ま
で
の
三
年
間
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

｢
ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
｣
の
実
施
に

あ
た
っ
て
の
応
募
要
件
は
下
記
の
四
点
で
し
た
。

①

中
国
地
方
の
道
路
を
利
用
し
た
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス

に
限
る
。

②

応
募
作
品
は
日
帰
り
コ
ー
ス
ま
た
は
一
泊
二
日
コ

③
ー
ス
に
限
る
。

(平
成
四
年
度
は
日

帰
り

コ
ー

ス
に
限

る
)

3

コ
ー
ス
の
テ
ー
マ

は

｢名
勝
、
史
跡
巡

り
｣
、
｢快
適
ド
ラ
イ

ブ
コ
ー
ス
｣
等
自
由

に
設
定
で
き
る
o

④

応
募
作
品
に
は

テ
ー
マ
、
み
ど
こ
ろ
、

コ
ー
ス
、
所
要
時
間

等
を
記
入
す
る
。

さ･るさとめぐり中国路コンテスト応襲用鰕

財 , .
開
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応
募
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
の
六
月
一
日
ー
七
月

三
〇
日
と
し
、
応
募
方
法
は
チ
ラ
シ
の
裏
側
の
応
募
用
紙

を
使
用
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
ま
し
た

(自
作
の
応
募
用

紙
で
も
可
)。

実
施
し
た
結
果
は
、
平
成
二
年
度
二
三
五
点

(日
帰
り

コ
ー
ス

一
二
三
点
、

一
泊
二
日
コ
ー
ス

-
一
二
点
)、
三

年
度
二
二
七
点

(日
帰
り
コ
ー
ス
一
一
三
点
、
一
泊
二
日

コ
ー
ス

一
一
四
点
)、
四
年
度
二
八
九
点

(日
帰
り
コ
ー

ス
の
み
)
計
三
年
間
で
七
五
一
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
な
か
か
ら
平
成
二
年
、
三
年
の
両
年
度
は
二
二
点

(両
コ
ー
ス
、そ
れ
ぞ
れ
会
長
賞

一
点
、優
秀
賞
一
〇
点
)、

四
年
度
に
つ
い
て
は
一
六
点

(会
長
賞
一
点
、
優
秀
賞
一

五
点
)
の
入
賞
作
品
を
選
び
、
年
度
毎
に
入
賞
作
品
に
つ

い
て
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
、
関
係
機
関
に
配
布
す

る
と
と
も
に

一
般
の
人
々
へ
の
ピ
ー
ア
ー
ル
も
行
い
ま
し

た
。ま

た
平
成
四
年
度
に
つ
い
て
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
新
聞

等
の
報
道
機
関
に
提
供
し
た
と
こ
ろ
新
聞
紙
面
で
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
、
入
賞
作
品
を
シ
リ
ー
ズ

で
掲
載
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
か
な
り
の
反

中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
集

県
内
か
ら
5
コ
ー
ス
紹
介

百
八
十
九
点
か
ら
審
査
で
十
五

-
ス
】
萩
ー
秋
±虫
ロー
長
門
峡

点
が
入
賞
し
た
。
こ
の
う
ち
、

菫
佐
々
並
川
ダ
ム
(広
島
県
福

県
内
か
ら
の
応
募
は
五
県
で
最

山
市
、
吾
郷
浩
喜
さ
ん
)

多
の
九
十
二
点
で
、
四
コ
ー
ス

〔橋
に
こ
だ
わ
る
ド
ラ
イ
ブ

が
入
賞
し
た
。
冊
子
に
掲
載
さ

コ
ー
ス
]
下
関
市
の
関
門
橋
-

中国路のドライブコースを集めた冊子

建
設
省
中
国
地
方
建
設
局
や
れ
た
県
内
コ
ー
ス
は
こ
の
四
コ

彦
島
大
橋
-
秋
穂
町
の
秋
穂
大

中
国
五
県
な
ど
で
組
織
す
る
ー
ス
と
、
広
島
県
か
ら
応
募
の

濡
事
岩
国
市
の
錦
帯
橋
(下
関

｢
『道
の
日
』
中
国
実
行
委
員
作
品
。
コ
ー
ス
ご
と
に
二
弁
見

市
、
木
村
房
子
さ
ん
)

会
｣
が
、
自
然
、
文
化
、
歴
史

開
き
と
な
っ
て
お
り
、
見
ど
こ

【親
子
で
思
い
出
づ
く
り
!･

に
接
し
な
が
ら
郷
土
再
発
見
に
ろ
の
写
真
と
コ
ー
ス
の
地
図
で

ふ
る
さ
と
探
訪
山
口
】
県
児
童

役
立
つ
中
国
地
方
の
ド
ラ
イ
ブ
分
か
り
や
す
く
紹
介
。
問
い
合

セ
ン
タ
ー
-
21
世
紀
の
森
ー
K

コ
ー
ス
を
集
め
た
冊
子
を
作
っ
o
8
3
9
･2
2
･3
1
l
1
、

D
D
山
口
(光
市
、･丸
山
智
之

た
。
昨
年
の
｢道
の
日
｣
(八
内
線
3
6
8
1
か
3
6
8
4
)

さ
ん
)‐

月
十
日
)
に
ち
な
ん
で
行
っ
た

へ
。

【大
庭
園
と
露
天
ぶ
ろ
&
グ

｢ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
｣

県
内
関
係
の
コ
ー
ス
は
次
の

ル
メ
の
旅
】
船
方
総
合
農
場
ー

コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
作
品
集
通
り
。(カ
ッ
コ
内
は
応
募
者
)

須
佐
ホ
ル
ン
フ
ェル
ス
1
阿
武

で
、
十
五
の
入
賞
コ
ー
ス
の
う

【山
陰
の
小
京
都
と
万
葉
の

町
｢道
の
家
｣
(山
口
市
、
太

ち
県
内
関
係
で
は
五
コ
ー
ス
が
旅
】
津
和
野
I
山
陰
の
海
岸
線

田
英
夫
さ
ん
)

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ド
ラ
イ
ブ
(下
関
市
、
木
村
茂

作
品
募
集
は
昨
年
六
月
一日
艇
さ
ん
)

か
ら
二
カ
月
間
。
応
募
総
数
二

【山
口
の
大
自
然
と
秘
境
コ

山口新聞 (平成 5年 3月 9日)

r道の日｣中国実行委員会 ･会長賞

“やまたのオロチを探しに

斐伊川の源流をたずねる旅"
　　　　　　 　

①オロチループ②総原記念館⑨鬼
の舌震④奥出雲多様自然博物館

①オロチループ
一般国道314号の県境部島根県横田町三井野原から坂
根間の高低差170mを全国でも数少ない2重ループで結
び、平成4年に完成。

やまたのオロチ伝説で名高い奥出雲地方には、 それにちなんだ史跡が多い。
それらをたずねて古代のロマンにひたるのはいかが。 斐伊川の最下流から源流
までのそれぞれの姿もおもしろい。(入賞者 :出雲市 ･坂根 勝男)
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熱
の
国
･ス
ペ
イ
ン
の

香
り
が
い
っ
ぱ
い
の
レ
ジ

ャ
ー
ラ
ン
ド
｢
呉
ポ
ー
ト

ピ
ア
ラ
ン
ド
｣

春
風
に
誘
わ
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
遠
く
ま
で
ド
ラ
イ
ブ
を
、
と
い
う
季
節
に
な
っ
た
が
、
今

回
か
ら
十
回
シ
リ
ー
ズ
で
山
陽
酪
の
行
楽
ガ
イ
ド
を
紹
介
す
る
。
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
は
い
ず

れ
も
本
年
度
の
･｢ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
｣
(主
催
･
｢道
の
日
｣
中
国
実

行
委
員
会
)
の
入
賞
コ
ー
ス
。
豊
か
な
自
然
、
歴
史
、
文
化
な
ど
に
接
し
、
中
国
地
方
の
良

さ
を
再
発
見
し
て
み
て
は
い
か
が
。

五日市 IC

廿日市 IC

言

登
戸の瀬
戸
公
園
一

平
清
盛
が
開
い
た
音
戸
の
瀬

戸
に
か
か
る
美
し
い
赤
い
橋
。'

毎
年
、
平
戸
ツ
ツ
ジ
の
咲
く
季

節
は
、
最
高
の
華
や
か
さ
を
見

せ
て
く
れ
る
。

一
解

盛

塚
一

元
暦
元
年
(三
人
四
)
に

言
桂
浜
神
社
二

奈
良
時
代
の
創
始
で
、
本
殿

は
文
明
十
二
年
(一四
八
0
)

の
建
立
、
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

言
万
葉
集
藤

一

松
原
の
続
く
桂
浜
に
は
、
今

も
昔
な
が
ら
の
風
建
を
操
り
て

い
る
。
万
葉
葉
巻
十
五
に
あ
る

大
石
襄
膣
の
歌
な
ど
八
百
が
、

歌
碑
に
載
せ
ら
れ
ト
建
立
さ
れ

て
い
る
。

響
が
あ
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
事

務
局
を
は
じ
め
各
県
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

｢道
の
日
｣
中
国
実
行
委
員
会
と
し
て
も
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
に
つ
い
て
は
広
報
活
動
に
役
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
た

こ
と
、
新
聞
報
道
等
で
反
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
等
か
ら

平
成
五
年
度
に
三
年
間
の
集
大
成
と
し
て
入
賞
作
品
六
〇

点
の
総
集
編
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
、
広
報
活
動
を

行
っ
て
紹
介
し
募
集
を
つ
の
り
、
三
、
0
0
0
部
程
度
を

応
募
者
に
配
布
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
印
刷
部
数
の
関
係
で
直
接
個

人
へ
配
布
す
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
か

な
り
の
ピ
ー
ア
ー
ル
効
果
が
期
待
で
き
る
と
お
も
わ
れ
ま

す
。ま

た
、
配
布
に
あ
た
っ
て
は
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
つ
け

て
道
路
及
び
道
路
行
政
へ
の
意
見
、
道
路
に
親
し
み
を
持

つ
方
法
等
を
回
答
し
て
も
ら
い
、
今
後
の
道
路
行
政
の
参

考
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

｢ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
中
国
路
コ
ン
テ
ス
ト
｣
は
応
募
作

品
七
五
一
点
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
た
ち
で
趣
向
を

こ
ら
し
、
そ
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
す
ば
ら
し
い
手
作

り
の
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
で
し
た
が
、
今
回
集
大
成
し
た
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
は
そ
の
中
で
も
気
軽
に
楽
し
く
ド
ラ
イ
ブ
が

で
き
る
コ
ー
ス
で
あ
る
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

中
国
路
を
旅
行
す
る
時
に
は
ぜ
ひ
、
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
。
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蕁
』、ふ
も
グ
7
ラ
ノ
ご
ふ

本
格
的
な
ア
ミ
ュー
ズ
メ
ン
ト
,と

こ
ろ
で
、
旧
海
軍
の
資
料
が

元
暦
元
年
(三
人
匹
)
に

l
砦
、オ
ー
ト
ヒ
ア
ラ
ン
ト
一

･パ
r
ク
。

展
示
さ
れ
て
い
る
入
船
山
記
念
築
か
れ
、
枝
ぶ
り
の
見
事
な

こ燬メヌ多の掴雑僞沙"獄一
②入‐船
山公園
-鱒訛ざ観衆雌蘂難布端麺篇
淺飜舟潴徳松靜跳錆舵物

イ
メ
ー
ジ
し
て
、
つ
く
ら
れ
た

"軍
部
･呉
"
を
象
徴
す
る
館
な
ど
が
あ
る
。.

そ
の
美
し
い
影
を
写
し
て
い

広
島
市
↓
呉
市
↓
音
戸
の
瀬
戸
･音
戸
大
橋
↓
桂

浜
↓
音
戸
町
↓
呉
市
↓
広
島
市

広
島
東
I
C

トー
.

　



一

は
じ
め
に

第
n
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
初
年
度
に
あ
た
る
平

成
五
年
度
重
点
施
策
の
一
つ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

“道
路
に
関
す
る
相
談
等
の
総
合
的
な
窓
口

(道
路
110

番
)“に
つ
い
て
、
東
北
地
方
建
設
局
で
は
平
成
五
年
度
に

先
だ
ち
、
平
成
五
年
一
月
三

日

(月
)
か
ら
管
内
二
箇

所
に
お
い
て
、
『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
首

を
試
行
的

写真1 道路相談室 (道路ー幡) 設置 数

の看板掲げを行う郡山国道工 #藝
事事務所所長(H 5.L 11朝) 白･

こ
糞
毅
省

郡
山
関
訟
上
被
r争
議
所

　
　　
　
　
　
　

に
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

本
稿
で
は
主
に

『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
首

を
試

行
開
始
す
る
ま
で
の
過
程
及
び
、
平
成
五
年
五
月
末
ま
で

の
相
談
状
況
等
を
紹
介
し
ま
す
。

二

『道
路
相
談
室

(道
路
側
番
)』
設
置
の

背
景
と
目
的

こ
れ
ま
で
は
、
道
路
に
関
し
て
の
苦
情
や
通
報
を
す
る

人
が
、
本
来
の
道
路
管
理
者
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
別
の

機
関
に
電
話
を
し
た
り
、
同
じ
行
政
機
関
で
も
対
応
す
る

課
に
い
き
つ
く
ま
で
、
い
わ
ゆ
る

『電
話
の
た
ら
い
ま
わ

し
』
に
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り
、
そ

の
こ
と
が
道
路
管
理
者
へ
の
不
満
、
不
信
を
高
じ
さ
せ
た

り
、
対
応
が
遅
れ
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
踏
ま
え
、
よ
り
適
切
な
道
路
利
用

者
サ
ー
ビ
ス
を
図
る
観
点
か
ら
、
住
民
か
ら
の
苦
情
や
通

報
等
に
対
し
て
、
迅
速
か
つ
的
確
に
対
処
す
る
と
と
も
に

今
後
の
道
路
の
管
理
や
整
備
の
あ
り
方
の
参
考
と
す
る
た

め
に
、
道
路
に
関
す
る
相
談
等
の
窓
口
を
一
本
化
し
た
、

『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
ざ

を
開
設
す
る
こ
と
と

な
っ
た
も
の
で
す
。

三

『道
路
相
談
室

(道
路
削
番
)』
の
設
置
概
要

『道
路
相
談
室

(道
路
則
番
ざ

の
設
置
場
所
と
し
て
、

東
北
地
方
建
設
局
管
内
の
北
端
で
あ
る
青
森
市
と
南
端
で

あ
る
福
島
県
郡
山
市
の
二
箇
所
に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
設
置
概
要
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で

す
。①

窓
口
設
置
場
所

①
建
設
省
青
森
工
事
事
務
所

『道
路
鱒
番
』
⑫
試
行
に
つ
い
て

建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
道
路
管
理
課



②
建
設
省
郡
山
国
道
工
事
事
務
所

②

対
象
地
域

(図
ー
)

①
青
森
"
主
と
し
て
青
森
県
内
全
域
の
道
路
を
対
象

②
郡
山
…
主
と
し
て
福
島
県
内
県
南
、
会
津
地
区
の

道
路
を
対
象

③

受
付
け
専
用
電
話
番
号ニ

コ
ニ
コ

ハ
シ
ロ
ウ

①
青
森
…
○
一
七
七
-
ニ
ニ
ー
八
四
〇
〇

ハシ
ロウ

イ
イ
ド
ウ
ロ

②
郡
山
…
○
二
四
九
ー
四
六
-

=
○
○

④

窓
口
対
応
時
間

(青
森
、
郡
山
共
通
)

･
八
時
三
〇
分
ー
一
七
時
0
0
分
ま
で

(土
、
日
、
祝

祭
日
を
除
く
)

(上
記
以
外
は
、
留
守
番
電
話
に
よ
る
対
応
と
し
、
緊

急
の
場
合
の
連
絡
先
と
し
て
道
路
情
報
連
絡
員
の
電
話
番

号
を
案
内
)

四

『道
路
相
談
室
(道
路
側
番
)』
の
運
用
体
制
の
整
備

『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
言

の
試
行
開
始
に
あ

た
っ
て
そ
の
運
用
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
、
連
絡
体
制

や
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
等
を
整
理
し
た

『運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

(案
芦
を
作
成
し
ま
し
た
。

『運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

(案
膚

の
概
要
に
つ
い
て
、
以

下
に
紹
介
し
ま
す
。

①

連
絡
体
制

相
談
者
か
ら
相
談
電
話
を
直
接
受
け
る
担
当
者

(以
下

｢対
応
者
｣
と
い
う
)
か
ら
の
連
絡
体
制

(案
)
に
つ
い

て
は
以
下
の
図
2
に
示
す
と
お
り
で
す
。

②

対
応
者
の
業
務
内
容
及
び
対
応
の
ポ
イ
ン
ト

　

所

局

鰭

張

適

出

本

勘

　　　　
　
　

u

務
理
建

　　
　
　
　

　
　

注 1…対応者は事務所内関係課への連絡、 調整を含む

注 2…他の道路管理者は、 直轄他事務所、 日本道路公団管理事務所、
県の土木 (建設)事務所、市町村の担当課等

談

.---L-------‐

　　
　　　

　
:‐---道路交通情報センター

　
　

　
　
　
　

図

注
注

①
ソ
フ
ト
で
親
切
な
対
応
に
心
が
け
る
。

②
相
談

(苦
情
)
の
内
容
の
聞
き
と
り
を
確
実
に
行

う
。
(道
路
地
図
、
管
内
図
、
都
市
地
図
、
住
宅

地
図
、
規
制
情
報

一
覧
、
工
事
箇
所

一
覧
を
準

備
)

③
相
談
内
容
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
判
断
、
回
答
を
正
確
に

行
う
。
(即
答
を
行
う
も
の
と
、
確
認
し
て
回
答

す
る
も
の
を
即
座
に
判
断
)

④
相
談
者
の
氏
名
、
連
絡
先
を
確
認
す
る

(相
手
が

拒
否
す
る
場
合
は
除
く
)

⑤
記
録
の
作
成

(特
に
緊
急
の
有
無
を
判
断
)

⑥
相
談
を
処
理
す
る
担
当
課

(以
下

｢処
理
者
｣
と

い
う
)
の
確
認
及
び
処
理
者
へ
の
連
絡

⑦
相
談
等
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー

(処
理
の
確
認
、
催

促
、
結
果
の
記
録
)

③

道
路
相
談
室

｢対
応
/
処
理
シ
ー
ト
｣
の
作
成

②
の
②
!
⑦
の
受
付
け
か
ら
処
理
結
果
に
至
る
ま
で
の

一
連
の
作
業
を
、
一
枚
の
シ
ー
ト
で
処
理
が
可
能
な
よ
う

に
す
る
た
め
に

｢対
応
/
処
理
シ
ー
ト
｣
を
作
成
し
ま
し

た
。

五

『道
路
相
談
室

(道
路
側
番
)』
の
試
行
経
過

の

開
設
に
あ
た
っ
て
の
広
報

『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
芦

を
試
行
開
始
す
る
に

あ
た
り
、
広
く
住
民
に
衆
知
さ
せ
る
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
を

活
用
す
る
こ
と
が
効
果
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
青
森
県
、

30 道垳〒セ 93.7

図 1 対象地域



表 1 道路相談受付件数

青 森 郡 山 A□

直 轄 19 29 僻

県 蘂 20 弱

市町村 第 19 雙

その他 14 1上

合 計 80 鯛 148

福
島
県
の
県
政
記
者
ク
ラ
ブ
に
記
者
発
表

(投
げ
込
み
)

を
行
い
ま
し
た
。
地
元
新
聞
も
協
力
的
で
あ
り
、
平
成
五

年
一
月
六
日
、
七
日
、
八
日
、
一
〇
日
、
三

日
と
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
試
行
開
始
の
翌
日

(平
成
五
年
一

月
一
二
日
)
に
福
島
民
報
で
初
日
の
相
談
件
数
が
紹
介
さ

れ
た
他
、
平
成
五
年
一
月
一
三
日
付
福
島
民
報
朝
刊
に
は
、

『｢道
路
相
談
室
｣
が
好
評
、
苦
情
な
ど
に
直
接
対
応
(郡

山
と
と
大
き
な
見
出
し
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

②

関
係
機
関
等
へ
の
周
知

対
外
的
な
広
報
と
と
も
に
、
都
内
も
含
め
た
関
係
機
関

j%

へ
の
周
知
も
必
要
で
あ
り
、
『道
路
相
談
室

(道
路
110

表 2 道路相談内容項目別件数
平成 5年 5月31日現在

醗 Ju郡 ムー･1
-=-口

A□

関

報

に

通

路

る

道

す

道路欠壊 ( ) ( ) ( )

土砂崩れ等 ( ) 1 ( ) ( ) 1

路面欠損 ( 1) 12 ( ) 4 ( 1) 16

わ だ ち 等 ( ) ( 5) 5 ( 5) 5

附属物損傷 ( ) 4 ( 1) 5 ( 1) 9

交通事故 ( ) 1 ( ) ( ) 1

渋 滞 ( 1) 3 ( 1) 2 ( 2) 5

そ の 他 ( 1) 5 ( ) ( 1) 5

計

銚嫌⑲行政相談 行政相談

銚窃鑓
要望･苦情

騒 音

似鋭鱗振 動

鎚鯛銚排 水

鋭銚鋭除 雪

餓觴鋤路面凍結

鱗伽窃そ の 他

釧窃鰔計

嬬鰄鰔そ の 他 意 見 等

釧伽餓合 計

鱗鰔鏡( ) 内は直轄道路関係

番
)』
の
設
置
に
つ
い
て
事
務
所
内
各
課
･
出
張
所
、
各

鱒

県
土
木

(建
設
)
事
務
所
、
管
内
市
町
村
等
の
道
路
担
当

者
間
で
の
打
合
せ
･
説
明
会
、
県
警
へ
の
連
絡
等
を
行
い

ま
し
た
。

、{

、沙
然
バ
ム
"
鰡

な
お
、
青
森
工
事
事
務
所
で
は

｢ど
う
ろ
そ
う
だ
ん
ポ

)

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　

　

もミ
淡
ぺ
薹
灘
礬
沁遭
織
讓
"
ぶ
趨
蠣

の
け

ク
“
ト
フ
“
“

を
ね
威
し

上
託
機
謨
並
ひ
に
道
路
情

斂

吻

め
"
簑
ザ溝
醸
さ
蝨
曖
燃
盪

"

"
砺

報
モ
ニ
タ
ー
、
道
路
の
愛
護
団
体
等
へ
の
配
布
を
行
い
周

猟

煎

　　

　　
　
　

　

　
　　

図3 道路相談受付件数道路管理者別割合

写真 2 電話相談室デスク
(青森工事事務所)

　

　
　

　

知
に
努
め
ま
し
た
。

③

相
談
状
況

(中
間
報
告
)

　

平
成
五
年
一
月
一
一
日

(月
)
i
平
成
五
年
五
月
三
一

9

日

(月
)
ま
で
の
相
談
件
数
は
･

青
森
･

郡
山
の
二
箇
所

鞠

合
わ
せ
て
一
四
八
件
あ
り
ま
し
た
(表
1
)。そ
の
う
ち
直

市



轄
国
道
に
関
す
る
も
の
は
、
約
三
二
%
で
、
建
設
省
の
工

事
事
務
所
に
相
談
窓
口
を
設
置
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
低

い
値
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
り
は
県
関
係
約
三
七
%
、

市
町
村
関
係
約
三
0
%
と
な
っ
て
い
ま
す
(図
3
)。

相
談
内
容
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
問
い
合
わ
せ
は
少
な

く
、
何
ら
か
の
改
善
等
を
要
望
し
て
い
る
も
の
が
圧
倒
的

に
多
く
、
路
面
の
わ
だ
ち
掘
れ
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
損
傷
等
、

道
路
の
状
態
に
関
す
る
こ
と
が
約
三
○
%
、
騒
音
、
振
動

等
の
沿
道
の
環
境
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
が
約
三
○
%
、

除
雪
の
要
望
や
路
面
凍
結
の
対
策
等
雪
に
関
す
る
こ
と
が

約

一
三
%
等
と
な
っ
て
い
ま
す
(表
2
･
図
4
)。

ま
た
、
相
談
に
対
す
る
対
応
と
し
て
は
、
路
面
の
段
差

　

　

　

　

鰍

檄

　

　

%

%

　

　

　

　

の
解
消
や
凍
結
防
止
の
た
め
の
薬
剤
の
散
布
等
す
ぐ
に
実

施
で
き
た
も
の
が
約
三
あ
り
、
予
算
等
の
事
情
で
す
ぐ
に

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
次
年
度
等
に
実
施
の
予
定
を
た
て

た
も
の
が
約
三
分
の
一
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
残
り
の

三
分
の
一
は
バ
イ
パ
ス
の
整
備
を
要
す
る
な
ど
抜
本
的
対

策
が
必
要
で
あ
り
、
対
応
す
る
た
め
に
は
か
な
り
の
時
間

を
要
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

計
画
等
を
説
明
し
て
相
談
者
に
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
(表
3
･
図
5
)
。

表 3 相談等に関する対応状況 (件数)

離 饑 計

① 電話で事情説明する事などで了解されたもの 互 QJ 第

② 実施が容易で、
直ちに対応処理出来たもの 蟷 M 32

③ 概擾鰯姻枌
象
砒弼騙

料
で搦翳

査
月

調
箇鸚訃 16 21 幻

④ ≧"~沁当
U楡燠知

劫
す
な

で
能

要
可

必
施

が
実

等
は

置
に

措
内

算
年

予
近 M u 25

⑤ な｢ら纜疏
の

な
も

た
な

待
要

を
必

備
が

整
応妙枇

パ
的

イ
期

バ
長

ば

、
概
溝 第 13 盤

合 計 卸 鰓 148

六

お
わ
り
に

『道
路
相
談
室

(道
路
110
番
言

を
試
行
開
始
し
て
か

ら
五
カ
月
ほ
ど
経
過
し
ま
し
た
が
、
道
路
利
用
者
を
は
じ

め
多
く
の
方
か
ら
通
常
の
パ
ト
ロ
ー
ル
等
で
は
、
な
か
な

か
つ
か
み
切
れ
な
い
様
々
な
問
題
が
寄
せ
ら
れ
道
路
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
が
大
き
い
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
ま

し
た
。

す
ぐ
に
対
応
で
き
る
こ
と
も
結
構
あ
り
、
効
果
が
あ

が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
相
談
者
か
ら
お
礼
の
電
話
や
手

紙
を
い
た
だ
い
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

東
北
地
方
建
設
局
で
は
、
試
行
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の

結
果
を
分
析
し
、
『運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

(案
ど

の
改
訂
を

行
い
今
後
の
進
め
方
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

図5 相談等に関する対応状況

32 道行セ 93.7

③く25‐0 % )

(16,9 % )

)

剱

　

　

鋼

　

　

道

【日機談

　

　

)

拗

4

%

2

図



｢県
の
花
の
輪
づ
く
り
｣
事
業

実
行
委
員
会
事
務
局

道行セ 93.7 33

9誇誇開誇誇鴎誇誇誇袋紅* * *
は
じ
め
に

平
成
五
年
一
月
二
五
日
全
国
部
長
会
議
を
終
え
た
後
、

新
潟
県
會
田
部
長
よ
り
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の

記
念
事
業
を
行
お
う
と
い
う
こ
と
で
全
員
が
合
意
し
、
そ

の
効
果
が
一
番
発
揮
で
き
る
た
め
に
は
五
箇
年
の
閣
議
決

定
と
御
成
婚
の
時
期
が
一
番
で
あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、

皇
太
子
妃
雅
子
さ
ま
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
新
潟
県
が
最
大

の
努
力
を
し
よ
う
と
の
話
し
が
つ
た
え
ら
れ
動
き
だ
し
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

事
業
自
体
が
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
り
建
設
省
国
道
一
課

の
指
導
の
下
、
東
京
都
内
で
行
わ
れ
て
い
る
業
務
を
中
心

に
関
東
地
建
、
東
京
国
道
工
事
事
務
所
の
暖
か
い
協
力
を

得
て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
工
事
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を

配
る
こ
と
に
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
皇
居
周
辺
景
観
整
備
計
画
と
の
調
整
で
幹
事

長
の
東
大
篠
原
教
授
、
道
路
法
二
四
条
で
道
路
管
理
者
で

あ
る
建
設
省
、
東
京
都
、
千
代
田
区
、
ま
た
道
路
交
通
法

七
七
条
の
許
可
の
た
め
、
警
視
庁
、
丸
ノ
内
署
、
麹
町
署

等
の
打
合
せ
を
乗
り
越
え
完
成
を
見
た
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
私
た
ち
に
と
り
地
域
、
仕
事
に
お
い
て
も
新
し
い
分

野
を
手
掛
け
た
こ
と
で
あ
り
、
大
変
有
意
義
な
仕
事
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
経
過
を
主
体
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

事
業
の
趣
旨

第
虹
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
は
、
生
活
者
の
豊
か
さ
、

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
、
良
好
な
環
境
創
造
を
主
要
課
題

と
し
て
お
り
、
地
方
が
中
心
と
な
っ
て
地
方
版
五
箇
年
計

画
を
と
り
ま
と
め
る
等
の
取
組
み
を
行
っ
て
き
た
。

平
成
五
年
度
は
、
こ
の
五
箇
年
計
画
の
ス
タ
ー
ト
の
年

に
あ
た
り
、
地
域
が
一
致
協
力
し
て

｢人
に
優
し
く
良
好

な
環
境
づ
く
り
｣
を
テ
ー
マ
と
し
た
記
念
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
は
、
道
路
整
備
へ
の
理
解
を
求
め
る
上
で
極
め
て

有
意
義
で
あ
る
。

事
業
化
へ
の
検
討

1

背

景

の

皇
居
周
辺
道
路
に
つ
い
て
は
、
学
識
経
験
者
及
び

関
係
行
政
機
関

(東
京
都
、
千
代
田
区
、
宮
内
庁
、

環
境
庁
、
文
化
庁
、
警
視
庁
、
建
設
省
)
か
ら
な
る

｢皇
居
周
辺
道
路
景
観
整
備
計
画
委
員
会

(委
員
長

…
中
村
良
夫
東
工
大
教
授
ど

に
お
い
て
策
定
さ
れ

た

｢皇
居
周
辺
環
境
整
備
計
画
｣
に
従
っ
て
逐
次
修

景
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

内
容
…
･
老
朽
化
し
た
照
明
灯
等
の
更
新
と
車
道
路



面
の
整
正

･
ジ
ョ
ギ
ン
グ
利
用
を
考
慮
し
た
歩
道
舗
装

打
ち
換
え
と
五
0
m
毎
の
距
離
帯

(御
影

石

W
=
三
九
凹

及
び
五
〇
0
m
毎
に

距
離
標

(黒
御
影

h
=

一
五
伽
W
=

三
九
伽
)
設
置
。

･
そ
の
他

｢参
考
｣
皇
居
周
辺
ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス

L
=
四
、
九
四
0
m

管
理
者

建
設
省

L
=

一
、
二
六
0
m

東
京
都

L
=
二
、
二
五
0
m

千
代
田
区

L
=

一
、
一
一
0
m

環
境
庁

L
=
三
二
0
m

②

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
で
は
、
皇
居
周
辺
整
備

事
業
と
し
て
、
平
成
四
年
度
補
正
予
算
に
よ
り
国
道

二
〇
号
半
蔵
門
~
祝
田
橋
間

(L
=
-
･
五
如
)
に

つ
い
て
、
平
成
五
年
七
月
の
東
京
サ
ミ
ッ
ト
ま
で
の

完
了
を
目
途
に
工
事
を
実
施
中
。

2

県
の
花
の
輪
づ
く
り
事
業
の
誕
生

各
県
等
の
寄
贈
に
よ
り
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス
の
歩
道

に
一
〇
0
m
毎
の
距
離
帯
を
設
置
し
、
そ
の
中
に
県
の
花

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
原
石
象
嵌
を
埋
め
込
む
。

･
距
離
帯

幅

…
約
九
八
m

材
質

…
白
御
影
石

･
原
石
象
嵌

サ
イ
ズ

…
七
六
釦
×
七
六
伽

程
度

周
囲
に
保

護
緑
石
(
一
○
伽

×

-
○
伽
)

材
質

…
御
影
石
ま
た
は
各

県
の
特
産
石

色

“
多
色
可
(あ
ま
り

細
か
い
彩
色
は
困

難
)

文
字
の
書
き
込
み

…
花
の
名
及
び
県
名

を
彫
込
み

費
用

…
約
九
〇
万
円
程
度

(据
付
工
事
費
を
含

む
)

工
期

…
約
四
か
月
弱

実
施
体
制
等

①

受
入
れ
側
は

｢皇
居
周
辺
道
路
景
観
整
備
計
画
｣

と
整
合
を
図
り
つ
つ
、
皇
居
周
辺
の
関
係
道
路
管
理

者
等
に
よ
る
調
整
の
場
を
設
け
る
。

②

各
都
道
府
県
が
共
同
し
て
事
業
を
行
う
た
め
、
各

都
道
府
県
か
ら
成
る
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
各
種

調
整
を
進
め
る
o

3

事
業
の
細
部
検
討

の

原
石
象
嵌
の
設
置
位
置

コ
ー
ス
延
長

五
･
○
○
獅

(@
-
○
o
m
)

四
九
個
の
設
置

発 道行セ 93.7



二
、
○
○
o
m
地
点
の
竹
橋

(千
代
田
区
が

施
工
中
で
あ
り
、
こ
の
三
月
完
成
で
三
色
混

合
石
張
り
舗
装
と
な
っ
て
い
る
)
に
つ
い
て

は
完
成
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
将
来
区
が
設

置
を
す
る
事
で
除
く
。

環
境
庁
管
理
の
○
、
一
〇
〇
に
つ
い
て
は
、

許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
国
道
側
の
祝
田

橋
、
桜
田
門
間
の
歩
道
と
す
る
た
め
、
象
嵌

数
は
四
九
個
と
な
り
正
面
通
路
を
は
さ
む
位

置
に
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
も
の
を
入
れ
る
。

ノ
ノ

□に磁廿

｢
警覇 U I I = l

コ
ニ
三
一
一
ヲ“濃

=
=
ニ
ニ

ニ

′!
===俄

保護緑石(1ocm x locm )

原石象嵌

、可

m

、元

6

虻

‐/

×　

⑭

原
石
象
嵌
の
製
作
と
設
置

①

大

き

さ

七
六
伽
×
七
六
皿

②

デ
ザ
イ
ン

各
県
の

｢花
｣
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、

各
県
が
指
定
さ
れ
た
日
ま
で
に
原
案

を
作
成
し

(既
に
図
案
化
さ
れ
て
い

る
県
は
そ
れ
を
用
い
る
)
専
門
会
社

で
、
象
嵌
に
マ
ッ
チ
し
た
デ
ザ
イ
ン

に
し
て
各
県
に
提
示
し
て
決
定
す

る
。
)

③

製

作

デ
ザ
イ
ン
の
理
解
や
出
来
形
の
仕
上

り
状
態
の
統
一
を
考
え
て
一
括
製
作
。

④

原

石

原
則
と
し
て
御
影
石
。
た
だ
し
各
県

の
石
材
使
用
に
つ
い
て
は
、
工
程
、

運
搬
等
困
難
も
予
想
さ
れ
る
が
石
材

の
材
質
や
工
程
が
遵
守
さ
れ
れ
ば
可

能
で
あ
る
。

◇

発
注
方
式

各
都
道
府
県
が
、
実
行
委
員
会
に
負
担
金
を
支
払
い
、

実
行
委
員
会
事
務
局
の
県
が
一
社
に
一
括
発
注
す
る
。

国

法
的
手
続
き

･
道
路
法
二
四
条
で
代
表
県
が
一
括
で
道
路
管
理
者

の
承
認
を
受
け
る
。

･
道
路
交
通
法
七
七
条
で
所
轄
警
察
の
許
可
を
受
け
る
。

原
石
象
嵌
の
検
討
項
目

①

大
き
さ

七
六
釦
×
七
六
伽
(七
六
兆
円
満
額
決

定
を
!
)



･
歩
道
の
最
小
舗
装
幅
員
が
一
五
0
m
(二
、
三
〇

○
地
点
は
現
在
一
〇
〇
伽
で
あ
る
が
平
成
六
年
七

月
発
注
予
定
で
拡
巾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
)

の
と
こ
ろ
が
あ
り
歩
道
幅
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
七

六
皿
と
す
る
。

②

材

質

原
則
と
し
て
御
影
石

(た
だ
し
、
各
県

が
別
の
も
の
を
希
望
す
る
場
合
は
、
機

能
性
及
び
耐
久
性
、
工
期
、
全
体
と
の

調
和
の
条
件
が
あ
え
ば
可
。)

③

デ
ザ
イ
ン
と
仕
様
の
作
成

･
県
の
花
の
デ
ザ
イ
ン

御
影
石
を
素
材
と
し
、
各
県
の

｢花
｣
を
デ
ザ

イ
ン
し
た
象
嵌
と
す
る
。

･
県
名
花
名
の
明
記

イ

文
字
の
内
容
と
大
き
さ

県
名
は
、
読
み
や
す
さ
か
ら
、
漢
字
使
用
と

す
る
。

花
名
は
各
県
の
花
名
の
字
体

(ひ
ら
が
な
、

ま
た
は
カ
タ
カ
ナ
)
と
す
る
。

文
字
の
大
き
さ
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
決
定

す
る
。
(原
則
と
し
て
、
縦
七
凹

ロ

文
字
の
位
置
及
び
方
向

な
お
、
各
県
の
名
称
を
右
下
、
花
の
名
称
を

左
上
と
す
る
。

ハ

彫
字
の
方
法

各
県
の
代
表
者
が
書
い
た
彫
字
を
、
原
石
に

彫
り
込
む
も
の
と
す
る
。

④

象
嵌
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
で
の
す
べ
り
対
策

絵
柄
及
び
彫
名
を
除
く
部
分
は
、
バ
ー
ナ
ー
仕
上

げ
を
行
い
す
べ
り
防
止
を
行
う
。

絵
柄
に
つ
い
て
は
、
色
調
を
出
す
た
め
み
が
き
を

か
け
る
必
要
が
あ
り
、
絵
柄
の
中
で
す
べ
り
対
策
を

行
う
。

事
業
概
要
の
決
定

皇
居
周
辺
は
、
日
本
の
中
心
と
し
て
、
全
国
か
ら
多
く

の
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
、
東
京
を
訪
れ
た
人
の
散
策
や

ジ
ョ
ギ
ン
グ
の

｢道
｣
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

｢県
の
花
の
輪
づ
く
り
｣
事
業
は
、
こ
の
皇
居
一
周
の

歩
道

(約
五
キ
ロ
)
の
路
面
に
、
各
都
道
府
県
が
参
加
し

て
設
立
し
た

｢県
の
花
の
輪
づ
く
り
実
行
委
員
会

(会
長

新
潟
県
土
木
部
長

會
田

正
)｣
が
主
体
と
な
り
、
距

離
標
を
兼
ね
た
県
の
花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
象
嵌
を
配
置

し
、
人
に
優
し
い
道
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
御
成
婚
前
に
完
了
し
、

36 道ネテセ 93,7



よ
り
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
実
施
す
る
。

②
デ
ザ
イ
ン

各
都
道
府
県
の
花

0

象
嵌
の
設
置
位
置

③

設
置
完
了
予
定

平
成
五
年
五
月
下
旬

皇
居
周
辺

(別
紙

｢配
置
図
｣
参
照
)

コ
ー
ス
延
長
約
五
･
0
如
に
一
〇
0
m
ピ
ッ
チ

で
四
九
個
設
置

塾
嶬

.‐･･
｢

76o

,
辱&

…
　　 　　

　　　
　　

　　
　　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　

･
四
七
都
道
府
県
の
花

･
｢さ
く
ら
｣
ニ

②

象
嵌
の
製
作
と
設
置

①
大
き
さ

九
八
釦
×
九
八
飢

÷薹
き

曰
回
国
園
四
国
圏
図
中

記
｢

こ
ぎ
=ぐ＼

=

-
トミ
スこ
そ

、

′′=＼
〒

原石象嵌構造図

0塀
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花 名 一 覧

北海 道 はまなす 滋 賀 県 しゃくなげ

青森 県 りんごの花 京 都府 しだれざくら

岩手 県 h"ン
しき 大 阪府 さくらそう ･うめ

宮 城 県 みやきのはぎ 兵 庫 県 のじぎく

秋田 県 ふきのとう 奈 良 県 ならやえざくら

山形 県 べにばな 和歌山県 め}つ

福 島県 ネモトシャクナゲ 鳥 取 県 二十一世紀なしのはな

茨城 県 つりば 島根 県 ぼたん

栃 木 県 やしおっつじ 岡 山県 ･も1も

群 馬 県 れんげつつじ 広 島 県 もみじ

埼 玉 県 さくらそう 山 口 県 夏みかんの花

千 葉県 甑効 県島徳 廳のちだず

東京 都 ゆよいめそ 県.‘‐""‐、.･香 ブ一=リォ

神奈川県 掛りゆま
い

や 県媛愛 花のんかみ

新潟 県 プ虜-ユチ 県知高 もも轄
富 山県 プ虜一ユチ 県岡福 め)つ

石川 県 =リュロ｣ク 県賀佐 蟯劫
福 井県 羸蜥彩 県大川凸制が

長 いしつつ仙雲

山 梨 県 5りて粉さいに)
ふ 県本熊 アつどんれ

ン

長 野県 -つどんhリン 県分大 めサつごんふ

岐阜 県 ~つ庚杉 県崎宮 }つゆ辛
い

は

静 岡県 ド
)の 踝親 マ、ソ=リキ習

愛知 県 たばつしき秀
~ 県縄沖 "コ材

三 重県 ぶ-つよ,し甕

事
業
の
実
施

各
都
道
府
県
を
会
員
と
す
る
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、

実
行
委
員
会
が
所
要
の
負
担
金

(
一
県
九
〇
万
円
)
を
徴

収
の
う
え
、
一
括
し
て
道
路
管
理
者
と
の
協
議
、
入
札
、

契
約
、
支
払
等
の
業
務
を
行
う
。

事
務
局
は
会
長
県
で
あ
る
新
潟
県

･
設
立
総
会

二
月
一
六
日

東
京
都
内

･
入
札
、
契
約

二
月
二
五
日

･
裾
付
設
置
完
了

五
月
二
八
日

な
お
、
設
置
後
の
維
持
管
理
は
道
路
法
第
二
四
条
に
基

づ
く
道
路
管
理
者
へ
の
承
認
申
請
後
、
付
さ
れ
た
覚
書
は

設
置
後
に
実
行
委
員
会
が
解
散
す
る
こ
と
か
ら
、
会
員
へ

周
知
の
う
え
受
認
し
て
も
ら
う
。

;8 1首符セ 解.7



今
回
発
行
さ
れ
た
平
成
三
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
は
、
平
成
四
年
四
月

一
日

現
在
の
道
路
交
通
管
理
の
状
況
及
び
平
成
三
年
度
中
の
道
路
交
通
管
理
の
実
績

に
つ
い
て
計
数
的
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
四
年
度
中
に
取
り
ま
と
め
を
終
え
、
予
定
通
り
発
行
さ
れ
た
の
で
、
そ

の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

｣

調
査
の
目
的

道
路
交
通
管
理
統
計
調
査
は
、
建
設
省
道
路
局
道
路
交

通
管
理
課
が
全
国
の
道
路
管
理
者
の
協
力
を
得
て
、
全
国

の
道
路
法
上
の
道
路
に
つ
い
て
道
路
交
通
管
理
の
実
態
と

そ
の
変
化
を
適
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
経
済

社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
道
路
の
実
態
に
即
し
た
望

ま
し
い
道
路
管
理
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
す
る
た

め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
実
施

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ー
タ
を
収
集

･
整
理
す
る
こ

と
を
一
義
的
な
目
的
と
し
て
い
る
。

｢
一
調
査
依
頼
先

全
国
の
道
路
と
そ
の
管
理
の
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る

た
め
、
全
て
の
道
路
管
理
者
に
調
査
を
依
頼
す
る
必
要
が

あ
る
。
実
際
に
は
、
道
路
交
通
管
理
課
長
が
、
道
路
関
係

四
公
団

(日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神

高
速
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
)、
名
古
屋
高

速
道
路
公
社
、
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
、
北
海
道
開

発
局
、
沖
縄
総
合
事
務
局
、
各
地
方
建
設
局
、
各
都
道
府

県
、
各
指
定
市
の
担
当
部
長
あ
て
に
依
頼
し
て
お
り
、
指

定
市
以
外
の
市
町
村
に
関
し
て
は
、
管
轄
の
各
都
道
府
県

で
取
り
ま
と
め
て
報
告
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し

て
い
る
。

三

調
査
の
対
象

調
査
対
象
道
路
と
そ
の
調
査
機
関
は
表
1
の
通
り
で
あ

る
o道

路
運
送
法
に
よ
る
一
般
自
動
車
道
等
は
、
道
路
法
に

基
づ
く
道
路
で
は
な
い
の
で
、
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
調
査
対
象
は
、
道
路

法
に
基
づ
き
指
定
ま
た
は
認
定
さ
れ
、
道
路
管
理
者
が
管

理
し
て
い
る
全
て
の
道
路
で
あ
る
。

平
成
三
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課



表

調査対象道路種別 調 査 機 関

魁
等

内
外

国
絡
路

路

車
連
道

区
区

道

道

動
国
遠

道
定
定

県
道

料

目
四
高

国
指
指

府
村

有

遠
州
市

般

道
町

般

高
本
部

一

都
市

一

議

動

上

繖
礬
な

靴
は
都鍬妻

漱

縞
,
‘

鱗
癩壽
等

団
阪

公
団路鷹
襲
嬬

橋
公

団
絡
路

公
連
道

道
四
高
公

道
建
に
道
道
指
道
道
府
の

本
州
都
路

海
方
定
海
海
(
本
方
道
る

日
本
首
道

北
地
規
北
北
市
目
地
都
す

四

調
査
項
目

の

道
路
管
理
の
組
織
及
び
人
員
の
状
況

②

道
路
管
理
延
長
、
沿
道
状
況
別
延
長
等
の
状
況

③

道
路
管
理
用
車
両
の
保
有
状
況

の

道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況

⑮

道
路
災
害
の
発
生
状
況

◎

道
路
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
及
び
活
動
状
況

の

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
状
況

③

異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
通
行
規
制
状
況

③

車
重
計
等
の
設
置
状
況

⑩

特
殊
車
両
指
導
取
締
状
況

⑪

通
行
で
き
る
車
両
の
重
量
の
制
限
、
高
さ
の
制
限

及
び
幅
の
制
限
を
行
っ
て
い
る
道
路
の
現
況

⑬

原
因
別
渋
滞
の
発
生
状
況

⑬

異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
警
戒
体
制
及
び
緊
急
体

制
発
動
状
況

五

道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

道
路
交
通
管
理
統
計
は
、
基
本
的
に
は
デ
ー
タ
を
整
理

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

様
々
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
内

容
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
一
助
と
な
る
よ
う
に
い
く
つ
か

の
デ
ー
タ
を
解
説
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

団

道
路
管
理
延
長
、
沿
道
状
況
別
延
長
等
の
状
況

(表
2
参
照
)

道
路
管
理
延
長
、
沿
道
状
況
別
延
長
、
道
路
法
四
四
条

の
沿
道
区
域
延
長
、
除
雪
区
間
延
長
、
維
持
修
繕
費
を
道

路
種
別
ご
と
に
総
括
表
に
ま
と
め
、
各
々
の
管
理
者
別
内

訳
を
全
て
掲
載
し
て
い
る
。

な
お
、
沿
道
状
況
別
延
長
は
、
建
設
省
が
実
施
す
る

｢全
国
道
路
交
通
情
勢
調
査

(セ
ン
サ
ス
と

に
お
け
る

区
分
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
道
路
の
現
況
を
把
握
す
る
た
め
の

デ
ー
タ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
道
路
交
通
管
理
の

実
績
を
知
る
場
合
の
基
礎
デ
ー
タ
で
も
あ
る
。

平
成
四
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
道
路
管
理
延
長
の

状
況
を
見
る
と
、
全
国
の
道
路
管
理
延
長
は
、
一
、
一
三

八
、
八
六
二
･
三
如
と
な
っ
て
お
り
、
道
路
種
別
で
は
、

市
町
村
道
が
九
五
六
、
0
一
九
･
二
如
と
総
延
長
の
約
八

三
･
九
%
を
占
め
、
以
下
都
道
府
県
道
、
一
般
国
道

(指

定
区
間
外
)
の
順
で
続
い
て
お
り
、
昨
年
度
以
前
と
大
き

な
変
化
は
な
い
。

栩

道
路
管
理
上
の
組
織
及
び
人
員
の
状
況

(表
3
参
照
)

各
道
路
管
理
者
は
、
実
際
は
そ
の
下
に
あ
る
組
織
及
び

職
員
を
用
い
て
道
路
の
管
理
を
行
う
。そ
こ
で
、ど
の
程
度

の
人
員
と
組
織
の
規
模
及
び
数
で
道
路
が
管
理
さ
れ
て
い

る
か
を
把
握
し
、
適
正
な
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
組

織
及
び
人
員
を
決
定
し
て
い
く
際
の
参
考
資
料
と
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
資
料
と
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
員
と
組
織
の
規
模
及
び
数
と
道

路
管
理
の
実
績
と
の
相
関
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

道
路
監
理
員
の
任
命
状
況
を
み
る
と
、
昨
年
度
が
計
二

九
、
一
三
二
人
な
の
に
対
し
今
年
度
は
三
四
、
一
九
〇
人

と
、
全
体
と
し
て
急
激
に
伸
び
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
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表 2 道路の管理延長、 沿道状況別延長等の状況 (平成 4年 4月 1日現在)
道路管理延長等 総括表

項 目

道路種別

道路管理
延長(km)

(a )

沿道状況別延長 (km) 道路法44条
の沿道区域
延長(kの

除雪区間

延長(kの

平成3年度
維持修繕費

(千円)1 2 3 4

高速自動車国道 5,054 9 239.7 375,1 2,090.5 2,349.6 0.0 0.0 184 069,276

本州四国連絡橋 108.4 0.0 2,4 50,6 55,4 0.0 0.0 4,329,755

都市高速道路 470.3 396.6 47.6 26.1 0.0 0.0 0.0 64,555,910

一般

国道

指定区間内 20,153.0 2,986 4 2,929.1 lo,097.7 4,140.1 0.0 9,976,6 217,993,164

指定区間外 26,281.7 1,967.6 3,726.1 lo,018.8 10,569.2 1,738.9 10,608.0 82,205,935

都道府県道 l28,631.8 9,795.8 13,887.0 55,047.0 49,901 9 6,863.3 49,786.1 266,062,457

市町村道 956,019.2 16,455.3 164,343.9 343,666,031

艘

料

路

一

有

道

(日本道路公団) 669,2 87.9 64.7 148.0 368.6 0.0 0.0 22,080,378

土木部企業局 305.3 1.4 4.0 14,6
･ 285.3 0.0 144.3 1,275,284

地方道路公社 l,168 5 29.5 55.5 327.5 756.0 8.1 3197 11,923,322

合 計 1,138,862.3 l5あ04.6 21,091,4 77,820,9 68,426 2 25,065.6 235,178.6 1,196,405,888

注 1 . 沿道状況別延長は、 建設省で実施する ｢全国道路交通状況調査｣ における区分で次のとおり。
1市街部 (人口集中地区)、 2市街部 (その他)、 3平地部、 4山地部

2 . 除雪区間の延長は、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (昭和31年法律第72号)
第 3条第 1項の規定に基いて指定された道路のうち主に積雪を理由として指定された道路及び単独事業で
除雪を行っている道路の区間の延長である。

3. 維持修繕費は、平成3年度 (決算額)における橋梁補修、舗装補修その他の修繕費及び維持費の合計額で
ある。 ただし、 諸費または事務費 (人件費、旅費、庁費及び工事雑費) 及び指導監督事務費を除く。

表3 道路監理員任命数とパトロールカー保有台数

項 目

管理者

道路管理延長

(km)

道路監理員
任命数

(人)

道路監理員 L人
当たりの管理延
長

(km)

パトロールカー
保有台数

(台)

パトロールカー
1台当たりの管
理延長

(km)

日 本 道 路 公 団
本州四国連絡橋公団
都市高速道路公団等
地 方 建 設 局 等
都 道 府 県
指 定 市
市 町 村
県 公 社 等

5,724.l
108,4
470.3

20,153.0
151,581,9
50,762.3

908,588.5
1,473,8

3,244
164
703

2,747
10,586
1,774
14,507

465

1.8
0.7
0.7
7.3
14.3
28.6
62,6
3,2

724
26
16l
574
955
290

2,723
147

7.9
4.2
2,9

35,1
158.7
l75.0
333.7
10.0

計 1,138,862.3 34,190 33,3 5,600 203.4

(注) 道路監理員とは、道路法71条 5頃の規定により、 道路監理者がその職員のうちから命じた者をいう。
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監
理
員
一
人
当
た
り
の
管
理
延
長
は
短
く
な
っ
た
が
、
都

市
高
速
道
路
公
団
等
で
は
○
･
七
如
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

市
町
村
で
は
六
二
･
六
虹
と
格
差
が
大
き
い
。

0

道
路
管
理
用
車
両
の
保
有
状
況

(表
3
参
照
)

道
路
管
理
の
重
要
な
手
段
と
し
て
、
道
路
管
理
用
車
両

が
あ
る
。
こ
の
保
有
状
況
は
道
路
管
理
の
状
況
と
密
接
な

相
関
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、

一
台
当
た

り
の
管
理
延
長
は
都
市
高
速
道
路
公
団
等
で
二
･
九
蜘
で

あ
る
の
に
対
し
、
市
町
村
で
三
三
三

･
七
如
と
、
や
は
り

格
差
が
大
き
い
。
指
定
市
や
市
町
村
で
は
パ
ト
ロ
ー
ル

カ
ー
一
台
当
た
り
の
管
理
範
囲
が
広
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、

管
理
が
よ
り
困
難
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

回

道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況

(表
4
参
照
)

道
路
情
報
板
、
気
象
観
測
装
置
、
緊
急
連
絡
装
置
の
道

路
種
別
別
及
び
道
路
管
理
者
別
の
設
置
状
況
を
集
計
し
て

い
る
。

道
路
情
報
板
の
設
置
状
況
を
み
る
と
、
依
然
と
し
て
表

示
板
に
よ
り
表
示
す
る
c
型
が
多
く
、
四
0
%
を
占
め
て

い
る
。
特
に
都
道
府
県
道
で
は
六
九
%
、
市
町
村
道
で
は

五
六
%
を
占
め
て
い
る
。

一
方
、
都
市
高
速
道
路
等
で
は
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
型
の

A
型
が
圧
倒
的
に
多
く
、
む
し
ろ
C
型
が
例
外
で
あ
る
。

ま
た
、
道
路
情
報
板
の
道
路
管
理
延
長
に
対
す
る
平
均
設

置
間
隔
を
計
算
す
る
と
、
都
市
高
速
道
路
等
が
約
○
･
六
m

と
最
も
短
く
、
つ
づ
い
て
本
州
四
国
連
絡
橋
と
日
本
道
路
公

団
の
一
般
有
料
道
路
が
約
一
･
二
m
と
な
っ
て
い
る
。

路
側
通
信
シ
ス
テ
ム

(路
側
に
設
置
さ
れ
た
小
出
力
の

中
波
放
送
機
に
よ
り
微
弱
な
専
用
電
波
を
発
射
し
、
車
載

の
カ
ー
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
道
路
交
通
情
報
を
随
時
提
供
で

表 4 道路情報管理施設等の設置状況 (平成 4年 4月 1日現在)
- . 道路情報板等 総括表

別種設

別

施

種繊

道 路 情 報 板 警
報
表
示
板

基

車両監視装置 (台) 路
側
通
信
シ
ス
テ
ム

道
路
交
通
遮
断
装
置

A

型

B

型

C

型

ん-ゴロ

車
両
監
視
用

テ
レ
ビ

交 通 量
測 定 器

料
金
所

そ
の
他

高速自動車
国 道 郷 脚 634 鸚 “期 需 碗 鯲 俎 騨
本 州 四 国
連 絡 橋 脳 25 nU 鵠 ⑩“ ⑲

“ 鋭 蜷 QU 騨
都 市 高 速
道 路 等 785 nV 42 827 ⑩“ の細 458 捌 27 霧

…般
国
道

定
内問

指
区 纖

･
868 画 凝 の蜘 ⑲鰤 nU 745 邱 籍

定
外間

指
区 鰡 501 雌 郷 鯲網

④
“ nU 21 にU 鼾

都道府県道
郷 鰓 緘 熾 @獨

⑥
“ nU oo ワf 鍵

市 町 村 道
91 25 146 262 ④“ ⑥“ nU 25 nU 届

一般
有
料
道
路

日本道路公団
園 219 鴉 565 の脇 ◆鯰 40 182 ハU 噌

土木部企業局
在q 12 28 44 ③“ ⑥

0 41-▲
1具 nU 鼾

地方道路公社
234 191 149 574 ⑭

“ “瑯 331 栃 腿 霊
合 計

硼 繃 総臘 必榔 “繊 鰡 祕 162 還

き
る
シ
ス
テ
ム
)
に
つ
い
て
み
る
と
、
都
道
府
県
道
に
七

区
間
設
置
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
公
団
等
の
道
路
、
一
般

国
道
及
び
地
方
道
路
公
社
の
一
般
有
料
道
路
の
み
に
集
中

し
て
お
り
、
延
長
か
ら
考
え
る
と
、
都
市
高
速
道
路
等
が

ものを内書きで示す。 道 み 路 景
に伴って設置しているものを内書きで示す。、↓事故･ 雪崩等の発生を表示し･それ以外の目的のためには機胤 ない装置で 噂 簗 斗

,
し注意を喚起する点滅灯等を併置したものをいうo が 中 般 七

注 1. 施設は道路管理者所有に係るもので、 警察等他機関に保管せしめているものを含む。
2 . 道路情報板の種別は、 A 型……原則としてオーバーヘッド型式であるもの、 B 型……原則として路側に

設置し、 表示幕により表示するもの、 C 型……原則として路側に設置し、 表示板により表示するもの。
但し、 表示方式が電光式であるものは、 オーバーヘッド型、 路側設置型を問わず、 A 型として分類。

3 . 〔 〕 は遠隔操作できるものを内書きで示す。
4 . < > はトンネルの管理に伴って設置しているものを内書きで示す。
5 . 警報表示板とは、 トンネル事故、 雪崩等の発生を表示し、 それ以外の目的のためには機能しない装置で、

　
　
　

　　
　
　

る
置
置

0
の
い

あ
設
設

す
外
を

で
に
側

示
以
の

式
側
路

で
れ
も

型
路

、

き
そ
た

　　　

　

　

、

き
そ
た

て
型

書

、
し

し
ド

内
し
置

と

ッ

を
示
併

別
へ

の
表
を

原

一

も
を
等

…
バ

o
る
生
灯

…
一
す
い
発
滅

型
オ
示
て
の
点

C

、
で
し
等
る

、
は
き
置
崩
す

の
の
書
設
雪
起

も
も
内
て

、
喚

る
る
を

っ
故
を

ず
あ
の
伴
事
意

示
で
も
に
ル
注

表
式
る
理
ネ
し

り
光
き
管
ン
対

よ
電
で
の
卜
に

に
が
作
ル

、
者

幕
式
操
ネ
は
転

示
方
隔
ン
と
運

表
示
遠
ト
板
に

、
表
は
は
示
部

し

、
〕
>
表
上

置
し

報
常

設
但
〔
<
警
通

隔
ン
と
運

9

遠
ト
板
に

セ

は
は
示
部

-丁

〕
>
表
上

道

報
常

〔
<
警
通

　
　
　

　



非
常
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
よ
り
質
･
量
と
も
に
都
市
高
速
道
路
等
に
お
け
る

情
報
提
供
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

警
報
表
示
板
の
設
置
状
況
は
、
大
体
道
路
情
報
板
の
傾

向
と
同
様
で
あ
る
が
、
高
速
自
動
車
国
道
で
目
立
っ
て
多

い
。
こ
れ
は
、
危
険
箇
所
が
都
市
高
速
道
路
よ
り
多
い
た

め
と
思
わ
れ
る
。
市
町
村
道
や
都
道
府
県
道
で
は
、
総
延

長
が
長
く
危
険
箇
所
も
多
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
情

報
提
供
の
よ
り
一
層
の
充
実
が
望
ま
れ
る
。

車
両
監
視
装
置
や
気
象
観
測
装
置
等
の
道
路
情
報
収
集

機
器
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
が
高
速
自
動

車
国
道
や
都
市
高
速
道
路
で
多
く
設
置
さ
れ
、
後
者
が
都

道
府
県
道
や
市
町
村
道
に
お
い
て
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
高
速
自
動
車
国
道
や
都
市
高
速
道
路
で
は
交
通
量
、

交
通
流
の
状
況
の
適
確
な
把
握
が
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
都
道
府
県
道
や
市
町
村
道
で
は
気
象
状
況
に
関
す

る
デ
ー
タ
の
収
集
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

回

道
路
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
及
び
活
動
状
況

(表
5
参
照
)

道
路
モ
ニ
タ
ー
と
は
、
広
範
囲
か
つ
迅
速
に
情
報
の
収

集
及
び
提
供
を
行
う
た
め
に
、
暴
風
･
豪
雨
･
豪
雪
等
に

よ
り
道
路
災
害
の
発
生
す
る
恐
れ
の
高
い
箇
所
等
に
お
い

て
道
路
情
報
の
収
集
及
び
通
報
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
道
路
標
識
等
の
設
置
、
取
り
外
し
を
依
頼
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
道
路
管
理
者
に
よ
り
道
路
情
報

表 4 - 2 . 気象観測装置等 総括表

観設施

別鰤

気 象 観 測 装 置 災害予知装置 (台)
雨 量 計

気

温

雪

路
面

凍
結

風

規
程

障
害

落
石
報
知
器

雪
崩
報
知
器

地

辷

計

道 路 管 理 者
そ
の
他

テ
レ
メ

ー
タ
ー

自
記
式

簡
易
式

計

高速自動車
国 道 礬鍵 ①

1 惣 ⑥
0 鼎 礬 聽 嗽 離 期

o
圀
2 構

本 州 四 国
連 絡 橋 ⑧

“
の
1

⑥
o 鰹 ⑩

0 磨 騨 騨 聽 鰡 回
o

回
o 礬

都 市 高 速
道 路 ⑨

“
⑤
“

⑩
o

⑤
“

⑨
0 磨 鰡 孵 鸚 増 ゆ

0
回
o

=
1

一
般
国
道

定
内問

指
区 靜霧 ⑨

5 ⑩m
⑥
“ 聽 惣 霧 礬 腰 ゆ

4
期
o

=
8

定
外間

指
区 ⑧

“
⑬
“

⑧
節 ⑧竣 解 糖 霊 礬 閣

,
=
3

圀
2

回
o 惚

都道府県道 艀礬 ⑲
92 鰡鰡 礬 糖 解 m

“ 咽 銘
2

馴
o 笹

市 町 村 道 縱溜 ③
170 ぼ綻 盤 纂 回

, 籍 哩 鬮
o

鬮
o 犀

一般
有
料
道
路

日本道路公団 ⑩
“

⑲
“

②
4

⑧
“

⑨
0 囃 翳 鵯 鑿 =

1
回
o

回
o 稗

土木部企業局 ⑨
1

⑥
“

③
7

⑨
“

⑩
0 彎 明 礬 礬 牌 ゆ

0
期
o 礬

地方道路公社 岬 ⑧
“

②
5 鰡 ⑩

“ 胛 報 鬘 孵 軽 m
o

回
o 騨

A
□ 鰡鰡 ⑧

320 ㈱繍 鰡繃 爵 離
職 隠 霊 図

8
栩
2 烹

注 1. 施設は道路管理者所有に係るもので、 警察等他機関に保管せしめているものを含む。2 , ( ) は異常気象時における通行規制の実施の判定のために用いているものを内書きで表す。3 . 〔 〕 は遠隔操作できるものを内書きで示す。



連
絡
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
者
を
い
う
。

そ
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
平
成
四
年
四
月
一

日
現
在
、
一
般
国
道

(指
定
区
間
内
)
で
一
級
モ
ニ
タ
ー

人
一
人
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
一
、

一
三
三
人
、
一
般
国
道

(指
定
区
間
外
)
で
一
級
モ
ニ
タ
ー
一
九
三
人
、
二
級
モ

ニ
タ
ー
九
〇
五
人
、
都
道
府
県
道
で
一
級
モ
ニ
タ
ー
五
四

三
人
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
一
、
六
四
六
人
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
モ
ニ
タ
ー
の
通
報
回
数
に
つ
い
て
は
、

一
級
モ

ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
道
の
一
、
一
九
八
回
が

最
も
多
く
、
つ
い
で
一
般
国
道

(指
定
区
間
内
)
の
五
五

三
国
、
一
般
国
道

(指
定
区
間
外
)
の
四
七
二
回
と
な
っ

て
お
り
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
般
国
道

(指
定

区
間
内
)
の
八
、
0
三
六
回
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
都
道

府
県
道
の
三
、
三
〇
五
回
、
一
般
国
道

(指
定
区
間
外
)

一
、
一ニ
一
五
回
と
な
っ
て
い
る
。
内
訳
は
、
気
象
に
伴
う

も
の
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

モ
ニ
タ
ー
一
人
当
た
り
の
通
報
回
数
を
見
る
と
、
一
般

国
道

(指
定
区
間
内
)
の
二
級
モ
ニ
タ
ー
が
七
･
一
回
、

一
級
モ
ニ
タ
ー
が
六
･
八
回
と
多
く
、
他
は
二
回
前
後
と

な
っ
て
い
る
。

モ
ニ
タ
ー
の
通
報
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
通
行
規
制
回

数
を
み
る
と
、
一
般
国
道

(指
定
区
間
内
)
の
通
行
注
意

が
四
二
三
回
、
都
道
府
県
道
の
通
行
止
め
が
三
五
八
回
、

通
行
注
意
が
二
六
〇
回
と
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
で
実

施
さ
れ
た
全
通
行
注
意
ま
た
は
通
行
止
め
の
一
四
%
、
一

九
%
、

一
○
%
と
な
っ
て
お
り
、
情
報
収
集
に
お
い
て
モ

5 道路モニターの設置及び活動状況 (平成 4年 4月↑日現在)5

醸

表

紙
日
一

項

剛繊

モニター数 (人) 平 成 3 年 度 モ ニ タ ー の 通 報 回 数 (回) に
通

繊
迭
)

の期
徊

タ
き
制

ニ
づ
規

モ
基
行級

多

1

に

級

一タ
ノ二

2

モ
計

1 級 モ ニ タ ー 2 級 モ ニ タ ー

嬉 気 象 交通事故 その他 計 嬉 気 象 交通事故 その他 計 通行注意 通行止

高速自動車
国 道 nU AV nV nV n〕 nu n〉 AV nU nU n〉 ハU nV Û

⑥
0

本 州 四 国
連 絡 道 路 nU nU nU nV n〉 nv nV n〉 nU nU nV nU nU nU

⑥
0

都 市 高 速
道 路 nU AV nU nV nU ハV n〉 nV nU nU nV nU nU AV

⑨
0

一
般
国
道

定
内間

指
区 視 廊 躍 RU 357 21 169 553 168 彌 598 鰡 纖 423 ②

,
定
外間

指
区 193 郷 嬬 36 279 郎 139 472 164 778 24 349 廳 97 ⑧

“
府
道

道部
県 542 廊 郷 216 ㈱ 79 273 臘 474 彌 99 944 郷 260 搬
市町村道

ワー 927 934 バ畦 メ坤 nV no u 107 78 "1-
707 893 16 ⑤

“

一
般
有
料
道
路

離躰
姻 n〉 nV AV nU nU nU nU nU AV

･
nU nU nV nV nU

⑨
0

離坏燭 nU nU nU ny nU nV nU nU AV nV Û nU nV nU
⑨
0

繊離紡鍋 12 QU 21 AV ny AV nU nU nV nV nU nU nU nU
⑨
0

合 計
郷 鰄 螂 262 拗 118 584 怨 郷 瘢 722 鰡繍 796 ⑩㈱

注 1.モニターの数については、平成4年4月 1日現在、その他のものについては、平成3年度の実績である。
2.道路モニターとは、広範囲かつ迅速に情報の収集及び提供を行うことを目的として道路管理者により道路情報連絡員として委嘱された者をいう。
3. 1級モニターとは、道路情報の連絡のほか、道路情報板の操作を行う者をいい、 2級モニターとば、道路情報の通報のみを行う者を言う。
4.通行注意とは、危険があるため道路の通行上注意しなければならない旨を標識をもって表示することをいう。
5.通行止欄 ( )は、片側通行止を内書きで示す。
6.通行止とは、通行止、車両通行止その他の道路管理者が行うことのできる通行止を総称し、道路標識をもって表示することをいう。
7.指定区間外国道及び都道府県道における千葉県、石川県及び福井県のモニター数は、共に相互の分を含む。



ニ
タ
ー
が
果
た
し
て
い
る
役
割
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。

倦

道
路
災
害
の
発
生
状
況

(表
6
参
照
)

落
石
、
地
滑
り
等
で
道
路
の
通
行
規
制
を
伴
う
も
の
の

う
ち
、
自
然
現
象
を
主
因
と
す
る
も
の
を
集
計
し
て
い
る
。

市
町
村
道
で
の
発
生
件
数
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
一
〇

○
如
当
た
り
の
発
生
件
数
を
計
算
す
る
と
、
市
町
村
道
が

約
一
･
五
回
で
あ
る
の
に
対
し
、
都
道
府
県
道
や
一･般
国

道

(指
定
区
間
外
)
は
各
々
約
三
･
一
回
、
三
･
五
回
と

二
倍
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
地
域
で
の

防
災
対
策
が
急
が
れ
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
道
で
の
発
生

件
数
の
内
訳
で
規
制
区
間
外
の
件
数
が
多
い
こ
と
に
も
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
都
市
高
速
道
路
は
0
回
、

高
速
自
動
車
国
道
は
一
〇
〇
如
当
た
り
約
0
･
四
回
と
大

変
少
な
い
。
本
州
四
国
連
絡
橋
は
一
〇
〇
如
当
た
り
約

一
･
八
回
と
な
っ
て
い
る
。

の

異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
通
行
規
制
状
況(衷

7
参
照
)

ま
ず
、
豪
雨
、
地
震
、
豪
雪
等
の
自
然
災
害
を
原
因
と

す
る
通
行
注
意
回
数
及
び
通
行
止
回
数
を
、
道
路
管
理
者

別
に
規
制
区
間
外
と
区
間
内
に
分
け
て
集
計
し
、
道
路
種

別
に
内
訳
を
示
し
て
い
る
。

平
成
三
年
度
は
、
通
行
注
意
回
数
で
は
、
高
速
自
動
車

国
道
が
六
三
、
七
七
八
回
と
全
体
の
約
八
八
%
を
占
め
、

圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

通
行
止
回
数
で
は
、
総
通
行
止
回
数
一
○
、
一
三
八
回

の
う
ち
、
市
町
村
道
が
三
、
七
九
四
回
、
都
道
府
県
道
が

表6 道路災害の発生状況6

醸

　

　
災害種別 落 石 等 盛土法面崩壊等 右横拂壁等 地 すべり 洗 掘 小 計

内
等

間
数

区
件
別

制
別
種

規
外
繊

繃
内

規
制

区
間
外

計
規
制

区
間
内

規
制

区
間
外

計
規
制

区
間
内

規
制

区
間
外

計
規
制

区
間
内

規
制

区
間
外

計
規
制

区
間
内

規
制

区
間
外

計
規
制

区
間
内

規
制

区
間
外

計

高速自動車
国 道 nU QU qu nU 自生 月畦 nU nU n…U nU n乙 OG nU nU nV nU 第 施

本 州 四 国
連 絡 橋 nU nV nU nU リム リム nU nU ハU nU n〕 n〉 nU nU AV nU り& n乙
都 市 高 速
道 路 AV nU nU nU AV ハV nU ハU AV nU nU nU nv ハU AV nV nU nV

定
内

定
外

間

間

指
区

指
区

一
般
国
道

れ 綿 60 26 簿 琉 nU QU QU nU n′△ り乙 “性 り乙 hD 51 即 臘

147 136 283 103 119 222 稀 邱 臘 = 野 視 “ 24 41 瀬 354 撤

都道府県道
畑 725 廊 413 郷 鱗 176 387 563 稀 卸 126 れ 179 知 廊 加 纖

一
般
有
料
道
路

鱗
団

跡
公 nU nb RU nV リム り& nV nu AV AV nU nU nv nv QU QU

部
局

木
業

土
企 RU 0O ぬU QU リム にJ nu nU nU nU nU nU n〉 nU nU OU ゑ性 蜷

方
鍋

地
鵡 24 ･奮1一

25 0g 月怯 ワー nU nU nU nV nU nU nU nU nY " にU 鉈

市 町 村 道
斑 緘 纖 138 臘 駕 腹 繊 廊 れ 約 411 25 鰡 廊 ㈱ 鰡蹴

合 計
712 嬬 ㈱ 686 鰤 鰔 294 郷 筏 蝋 421 572 m 蹠 廓 鰡麟鯲注1.道路災害とは、台風、豪雨、地震、波浪その他の自然現象を主な原因として発生した災害であって、次の各号の一に該当する通行規制を伴うものをい

う。交通事故その他人為による災害は含まない。
①災害の発生に伴い通行止 (片側通行止を含む。②において同じ。)の通行規制を実施したもの
②事前に通行止通行規制を実施している間に発生した災害であって、①と同規模のもの
2.規制区間内とは、 ｢異常気象時における道路通行規制要領｣ (44,4溝道政発第16号及び第16号の2)第2に規定する異常気象時通行規制区間または

｢道路管理の強化について｣ (45.9.l8道路政発第84号及び第84号の2)記2に規定する特殊通行規制区間をいい、規制区間外とは、規制区間内以外

　　
通
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に

い
行

、
化

伴
通
は
強

o

に
止
と
の
う

生
行
内
理
い
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通
間
管
を

の
に
区
酪
間

害
前
制
道
区

災
事
規
｢
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②

･



三
、
七
六
五
回
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
で
約
七
五
%
を
占

表 7 異常気象時における通行規制状況 (平成 3年度)
鋤 通行規制状況
l . 通行注意回数総括表

原因
管理者 豪 雨 艘 厳 雪 地吹雪 醐 路面凍結 霧 強 風 畿 河川氾濫 その他 計

高速自動車
国 道

｣い 0 n〉 0 0 nY 0 0 0 nv 0 0 0
外ハ･ 33,049 17 7,808 0 0 4,578 9,229 6,321 0 0 776 63,778
訓庁･ 33,049 “ 7,80l 0 nV 4,578 9,228 6,321 ハ〕 0 776 S3,778

本 州 四 国
連 絡 橋

Jい 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外れ･ 23 nU ( 0 ハ〉 1 32 65 nU 0 0 121
訓紺･ 23 0 ( 0 0 1 32 65 0 0 0 121

都 市 高 速
道 路 等

“い 0 nU ( 0 nU 0 0 0 nY 0 0 0
“夕･ 49 0 ‘t 0 1 5 6 0 0 0 64
計闘･ 49 nU - nU l 5 6 n〉 0 0 64

一
般
国
道

定
内問

指
区

吠r 337 0 3 - 0 570 210 7 9 0 19 L 183
▲9′･ 54 l 38 0 l,175 169 21 7 0 17 l,810計M･ 391 l 39 0 1,745 379 28 l6 0 36 2,993

定
外間

指
区

伴いr 93 0 g ( 0 59 0 5 7 0 0 195
▲“′･ 26 0 4′ ( 0 88 0 7 0 0 0 168
"官･ 119 0 7" - 0 147 0 12 7 0 0 363

都道府県道
““ 553 0 8{ - 2 184 nV リム QU n〉 AV 椰
L9′･ 197 0 13l - 0 179 nv 乾 nY n〉 547
訃]･ 750 0 20‘ - 2 363 nY 34 Qu n〉 総

市 町 村 道
Jr 151 0 { - 0 22 nV 約 nY ハ○ にJ 194
｣“′L 1,487 1 2‘ - 0 54 nV 脚 概 郎 雌ニ封･ 1,638 l 2‘ - 0 76 nV 即 -I.-

44 鋭 臘
一
般
有
料
道
路

鷲錮
牀
獅

導いr 0 0 ( - 0 nU n〉 nU n〉 n〉 nU nU
参′, 896 1 14: - 0 視 郛 239 nV n〉 nY 纖ぬ封･ 896 1 14( - 0 視 郛 239 n〉 ハ〉 nV 纖部

局
木
業

土
企

疏r 0 0 - 0 り" nV nU nY n〉 nU り&
ムゲ、 0 0 0 - 0 製 nV nU nV nY nU 34
三百- 0 0 0 - 0 船 nv ハV nv nv nU 郎

方
鋼

地
繊

dr 10 0 15 - 0 147 273 聯 nV nY 円 685
ムゲ, 17 0 9 - 0 約 18 20 斡 nv nU 規
訃M- 27 0 24 - 0 鱒 291 鯲 斡 n〉 閨 ㈱

合 計
““ 1,144 0 143 - 2 984 ㈱ 脚 25 RU 郛 鯛▲9′L 35,798 20 8,537 0 鰓 鰓 鯛 蜷 鰓 鋤鱗コ甘- 36,942 20 8,680 2 榔鰔 鯛 鵺 44 郷臘

め
て
い
る
。

通
行
規
制
状
況
を
原
因
別
に
見
る
と
、
通
行
注
意
回
数
、

通
行
止
回
数
と
も
に
、
豪
雨
に
よ
る
も
の
の
割
合
が
最
も

多
く
、
通
行
注
意
回
数
の
約
五
一
%
、
通
行
止
回
数
の
約

六
七
%
を
占
め
て
い
る
。

2. 通行止回数総括表

管理者
原因 豪 雨 地 震 豪 雪 地吹雪 甑 路面凍結 霧 強 風 波 浪 河川氾濫 そ の 他 計

速
車
道

動
高
自
国

内 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ㈱ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0
外 ( 21) 63 ( 0) l (26) 201 ( 0) 0 ㈱ ( 1) 8 ( 4) 145 ( 0) 64 ( 1) 5 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 53) 487
計 ( 21) 63 ( 0) l (26) 201 ( 0〉0 ◎ ( 1) 8 ( 4) 145 ( 0) 64 ( 1) 5 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 53) 487

州
国
橋絡

本

四
運

内 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ◎ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0
外 ( 1) 1 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ⑲ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 5 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 1) 6
計 ( 1) l ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ⑨ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 5 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 1) 6

市
速
等路

都
高
道

内 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ⑲ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0
外 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 1 ( 0) 0 ⑲ ( 0) l ( 1) 3 ( 0) 6 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 1) u
計 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 1 ( 0) 0 @ ( 0) 1 ( 1) 3 ( 0) 6 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 1) ll

一
般
国
道

擬
鱗
内

内 ( 9) 109 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 酬 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 2) 9 ( 4) 8 ( 0) 0 (10) l2 ( 25) 138
外 ( 37) 82 ( 0) 0 ( 1) 3 ( 0) 0 御 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 28) 51 ( 1) 6 ( 0) 0 (16) 21 ( 83) 163
計 ( 46) 191 ( 0) 0 ( 1) 3 ( 0) 0 @ ( 0) 0 ( 0) 0 ( 30) 60 ( 5) 14 ( 0) 0 (26) 33 ( 108) 301

定
間

指
区
外

内 ( 41) 419 ( 0) 0 ( 0) 1l ( 0) 0 ◎ ( 0) 26 ( 0) 0 ( l2) 43 ( 1) 5 ( 0) 3 ( 6) 60 ( 60) 567
外 ( 47) l72 ( 0) l ( 0) 3 ( 0) 0 ◎ ( 0) 10 ( 0) 0 ( 40) 149 ( 0) 12 ( 0) 5 ( 7) 337 ( 94) 689
計 ( 88) 591 ( 0) l ( 0) 14 ( 0) 0 ◎ ( 0) 36 ( 0) 0 ( 52) 192 ( 1) 17 ( 0) 8 (13) 397 ( 154) 1,256

府
道

道都
県

内 ( 177) 1,558 ( 0) 0 ( 3) 28 ( 0) 0 鯛鯛◎鱗鰄鰄鰔鰊外 ( 302) L 336 ( 0) 0 ( 0) 18 ( 0) 9 ⑲鰄⑨鰊鰔彌鯰㈱計 ( 479) 2,894 ( 0) 0 ( 3) 46 ( 0) 9 ⑲鋤㈱纖鰄悌銭鱗市町村道
内 ( 7) 178 ( 0) 0 ( 0) 1 ( 0) 0 ㈱籤⑲鋤硼鰔繍偏外 ( 497) 2,728 ( 0) 0 ( 0) 31 ( 0) 0 ⑭嬬㈱嬬鯰鰄鯛嬬計 ( 504) 2,906 ( 0) 0 ( 0) 32 ( 0) 0 ◎鋼餓鯰飼鋤鯛鱈一

般
有
料
道
路

本
路
団

日
道
公

内 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ･･( 0) 0 ◎◎剱餓 " ㈱◎⑲外 ( 2) 28 ( 0) 0 ( 1) 24 ( 0) 0 …餓鰡鰔㈱㈱⑲鰔計 ( 2) 28 ( 0) 0 ( 1) 24 ( 0) 0 ⑨餓鬱鰔㈱◎⑲鰔木
企
局

土
部
葉

内 ( 0) 12 ( 0) 0 ( 0) 37 ( 0) 0 ⑲⑲㈱◎⑲㈱ @ ㈱外 ( 0) 8 ( 0) 0 ( 0) u ( 0) 0 @ 鰍酬鰍⑲“◎鱗計 ( 0) 20 ( 0) 0 ( 0) 48 ( 0) 0 @ 鰍鯛鯛◎ @ ㈱佛方
略
団

地
道
公

内 ( 1) 48 ( 0) 0 ( 0) 20 ( 0) 0 ⑲鋤◎鑓㈱繃餓鰄外 ( 2) 19 ( 0) 0 ( 0) 7 ( 0) 0 …繃◎鋭鰯◎◎燐計 ( 3) 67 ( 0) 0 ( 0) 27 ( 0) 0 ◎鍋硼嬬◎㈱鰈鍋合 計
内 ( 235) 2,324 ( 0) 0 ( 3) 97 ( 0) 0 ◎ 鱗◎鱗鯛餓獺鰔外 ( 909) 4,437 ( 0) 2 (28) 299 ( 0) 9 …伽鯛鰔鰔鰔繃鰐計 (14 44) 6,761 ( 0) 2 (31) 396 ( 0) 9 鯛鰔緘鍼鰔鯛鰔鯛上 ｢内｣ は通行規制区間内、 ｢外｣は通行規制区間外のことである。

2. ( )内の数値は、片側通行止を実施した回数である。
3.規制区間内 ･外の意味は、囮の注 2と同じ。

　　 　　　　　 　　　



砲

異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
警
戒
体
制
及
び

緊
急
体
制
発
動
状
況

(表
8
参
照
)

道
路
管
理
者
別
に
、
異
常
気
象
時
等
に
対
し
、
道
路
局

長
通
達

｢異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
道
路
交
通
情
報
連
絡

活
動
要
領
に
つ
い
て
｣
及
び

｢豪
雪
災
害
時
に
お
け
る
道

路
交
通
確
保
の
た
め
の
緊
急
措
置
要
領
に
つ
い
て
｣
の
要

領
に
し
た
が
っ
て
当
該
体
制
に
入
っ
た
回
数
を
集
計
し
て

い
る
。

2, 緊急体制 総括表

原 因
道路管理者 豪 雨 強 風 豪 雪 地 震 雪 崩 その他 計

日 本 道 路 公 団 ( 14) l4 ⑲鱗⑲⑲餓 ( 29) 31

本州四国連絡橋公団 ( 0) 0 ⑲餓⑲⑲⑲ ( 0) - 0

都市高速道路公団等 ( 0) 0 ⑨⑲⑲⑲⑲ ( 0) 0

地 方 建 設 局 等 ( 25) 33 鯛伽⑲⑲餓鰔都 道 府 県 ( 149) 236 銚銚 @ ⑲鎌餓指 定 市 ( 2) 3 伽⑲⑲◎觴窃市 町 村 ( 26) 29 黛鰊⑨剱◎鰔計 ( 216) 3l5 銚鰄⑨⑲鰄鰊(注) ｢その他｣ は、 路面凍結、濃霧、 高潮等によるものである。

警
戒
体
制
に
関
し
て
は
、
都
道
府
県
が
二
、
三
七
〇
回

で
全
体
の
約
七
三
%
を
占
め
て
い
る
。
原
因
別
に
は
、
豪

雨
が
約
七
三
%
で
つ
い
で
豪
雪
と
な
っ
て
い
る
。
緊
急
体

制
に
関
し
て
も
、
都
道
府
県
が
三
〇
六
回
と
約
七
二
%
を

占
め
、
原
因
別
に
は
、
豪
雨
が
約
七
四
%
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
降
雨
･
降
雪
等
を
原
因
と
す
る
も
の
が
多
い

こ
と
が
分
か
る
。

@

特
殊
車
両
指
導
取
締
状
況

(表
9
参
照
)

道
路
法
四
七
条
違
反
に
係
る
特
殊
車
両
指
導
取
締
状
況

に
つ
い
て
み
る
と
、
指
導
取
締
総
回
数
は
七
、
六
八
八
回

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
日
本
道
路
公
団
が
二
、
一
四

四
回
、
都
市
高
速
道
路
公
団
が
四
、
一
四
五
回
、
両
者
で

約
八
二
%
を
占
め
て
い
る
。
指
導
取
締
延
時
間
に
つ
い
て

も
、
両
者
で
約
八
一
%
を
占
め
て
い
る
。

違
反
車
両
に
対
す
る
措
置
件
数
で
は
、
総
指
導
警
告
件

数
が
、
七
九
、
二
三
三
件
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
都

市
高
速
道
路
公
団
等
が
七
一
、
五
一
九
件
と
全
体
の
約
九

0
%
を
占
め
て
お
り
、
日
本
道
路
公
団
の
警
告
件
数
と
合

わ
せ
る
と
全
体
の
約
九
七
%
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
措
置
命
令
に
つ
い
て
み
.る

と
、
総
件
数
二
｢

三
一
九
回
の
う
ち
日
本
道
路
公
団
の
措
置
命
令
件
数
は
一

三
、
八
三
七
回
で
約
六
五
%
を
占
め
て
お
り
、
都
市
高
速

道
路
公
団
等
を
加
え
る
と
約
九
一
%
を
占
め
る
こ
と
と
な

る
o特

殊
車
両
の
指
導
取
締
が
高
速
道
路
等
を
中
心
に
な
さ

れ
て
お
り
、
一
般
道
で
は
実
施
が
困
難
で
あ
る
実
情
が
示

さ
れ
て
い
る
。

違
反
の
内
訳
を
み
る
と
、
無
許
可
の
車
両
に
よ
る
違
反

の
中
で
長
さ
に
よ
る
違
反
が
最
も
多
く
、
無
許
可
違
反
の

総
件
数
一
一
八
、
二
七
一
件
の
う
ち
五
五
、
二
四
〇
件
で

約
四
七
%
を
占
め
、
以
下
総
重
量
、
最
大
軸
重
の
順
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
許
可
条
件
違
反
を
み
る
と
、
総
件
数

=
、
七

表 8 異常気象時等における警戒体制及び緊急体制発動状況
(平成3年度)

1 . 警戒体制 総括表 (単位 ;回)

道路管理者
原因 豪 雨 颯 賭 孃 甑 その他 計

日本道路公団 総 nU 脚 り乙 nU ワー 227

本州四国連絡橋公団 にU QU AV nU nU nU 00
都市高速道路公団等 nU にU QU nU Û B謂地方建設局等 275 器 芻 12 AV 32 375

都道府県 脚 184 218 RU 第 57 加指定市 芻 QJ nU nU nU リム 製

市町村 143 12 44 “彗 nU n乙 205

地方道路公社 nV nV nU nU AV nU nU
計 猟 241 473 芻 26 109 燃



表 9 特殊車両通行取締状況 (平成 3年度実績)
指導取締回数等 総括表

項 目

道路管理者

指導取締
回 数

(回)

指導取締
延 時 間
(時間)

指導取締
延 人 数

(人)

対象車両

(台)

法47条違反車両 (台) 法47条違反車両への措置 (件)

無 許 可 許可条件
違 反

合 計 指導警告 措置命令 合 計
告 発

許 可
取 消起訴された

もの
有罪が確定
したもの

日本道路公団 ( 1,156)
1,908

( 3,778)
7,846 21,336 50,608 28,075 1,914 29,989 5,145 11,454 16,599 0 0 0

本 州 四 国
連絡橋公団

( 0)
290

( 0)
1,512 2,013 291 291 nU 291 245 33 278 nV 0 nU

都 市 高 速
道路公団等

( 347)
4,145

( 806)
10,113 37,565 75,478 53,977 2,279 56,256 71,519 5,557 77,076 nU ハU 11

地方建設局等
( 1,024)
1,042

( 2,792)
2,913 13,872 16,932 1,931 2,020 3,951 2,062 1,889 3,951 ハU nU 1

都 道 府 県
( 34)

40
( 68)

80 369 309 14 58 72 69 3 72 0 0 0

指 定 市
( 2)

2
( の

7 42 40 AV 4 10 10 0 10 0 0 0

般
有
料
道
路

日本道路
公 団

( 184)
238

( 615)
948 3,153 7,957 2,887 425 3,312 178 2,383 2,561 0 0 0

土 木 部
企 業 局

( " ( 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方道路
公 社

( 0)
0

( 0)
0 nU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市 町 村
( 9)

25
( 42)

64 132 84 1 4 5 5 0 5 0 0 0

合 計
( 2,756)
7,688

( 8,108)
23,483 78,482 151,699 87,182 6,704 93,886 79,233 21,319 100,552 0 0 2

注. L ( ) は、 警察との合同取締に係るものを内書きで示す。
2 . 対象車両とは、指導取締中に計量等を行った特殊車両の台数である。
3 . 道路法違反車両の欄の無許可とは、 特殊車両通行許可証を得ていないもの、 許可条件違反とは、 許可は得ているにもかかわらず許可証記載の諸元や条件に違

反しているものをいう。
4 特に取締りのために行われたものについてのみ計上したものであり、 料金所ブースにおける取締のような通常業務に付帯するものについては計上していない。

仇 1台の車両で 2件以上 (例. 総重量と通行経路) の違反がある場合は全ての件数を計上する。

6 . 指導警告、 措置命令の欄の数値については、 原則として、指導警告書~ 措置命令書のかたちで処分が行われたものの数値である。



○
五
件
の
う
ち
諸
元
違
反
が
七
、
五
九
一
件
と
最
も
多
く
、

全
体
の
約
六
五
%
を
占
め
て
い
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
と
交
通

の
安
全
を
確
保
す
る
立
場
か
ら
、
警
察
等
関
係
機
関
と
の

緊
密
な
連
携
の
も
と
に
、
こ
れ
ら
違
反
車
両
の
取
締
り
を

よ
り
一
層
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
平
成
三
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要
に
つ

い
て
紹
介
し
た
o

我
が
国
は
、
国
土
の
四
分
の
三
が
山
地
で
あ
り
、
豪
雨
、

豪
雪
等
が
多
く
、
道
路
を
良
好
な
状
態
に
保
ち
、
道
路
交

通
の
安
全
を
確
保
す
る
に
は
、
非
常
に
困
難
な
自
然
条
件

の
下
に
あ
る
。
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
特
異
な
自
然
現

象
に
よ
っ
て
災
害
の
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
箇
所
に
つ
い

て
日
頃
よ
り
異
常
の
有
無
を
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
っ
て
正

確
に
把
握
し
、
ま
た
異
常
気
象
時
等
に
お
い
て
は
、
状
況

を
適
確
に
把
握
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
情
報
収

集
体
制
の
整
備
、
関
係
機
関
と
の
協
力
を
一
層
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
大
型
車
両
の
増
加
や
、
自
動
車
輸
送
需
要
の
増

大
に
対
し
て
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
お
い
つ
か

な
い
と
い
う
現
況
の
下
で
は
、
既
存
の
道
路
を
良
好
な
状

態
に
保
つ
た
め
過
積
載
対
策
等
の
車
両
取
締
が
不
可
欠
で

あ
り
、
取
締
体
制
、
関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化
を
図
る

こ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
の
情
報
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
道
路

利
用
者
の
道
路
情
報
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
ま
す
ま
す
高
度

化
、
多
様
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
、

従
来
の
情
報
提
供
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ

ら
に
高
度
な
も
の
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

経
済
社
会
情
勢
の
現
実
と
変
化
に
合
わ
せ
て
、
道
路
の

実
態
に
即
し
た
望
ま
し
い
道
路
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

道
路
管
理
者
は
絶
え
ず
検
討
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
調
査
に
よ
っ
て
道
路
交
通
管
理
の

現
状
を
正
確
に
把
握
し
、
課
題
を
認
識
す
る
こ
と
が
非
常

に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な

重
要
性
に
鑑
み
、
こ
れ
か
ら
も
道
路
交
通
管
理
統
計
調
査

を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
の
で
全
国
の
道
路
管
理
者
の

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

最
後
に
、
本
調
査
に
ご
協
力
を
頂
き
、
す
で
に
平
成
四

年
度
の
調
査
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
全
国
の
担
当

者
の
方
々
に
、
こ
の
誌
面
を
お
貸
り
し
て
御
礼
を
申
し
上

げ
、
本
稿
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。

.
-
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一

は
じ
め
に

我
が
国
の
道
路
整
備
は
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
目
覚
ま

し
く
進
展
し
、
経
済
発
展
と
国
民
生
活
の
向
上
に
大
き
く

貢
献
し
た
が
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
る
道

路
交
通
需
要
は
、
道
路
整
備
の
進
捗
を
上
回
っ
て
著
し
く

増
加
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
都
市
部
を
中
心
に
幹
線
道
路
の
沿
道
に
お

い
て
は
、
騒
音
･
大
気
汚
染
等
に
係
る
環
境
問
題
が
惹
起

し
て
い
る

(図
1
、
2
)。

良
好
な
沿
道
環
境
の
保
全
･
形
成
の
た
め
に
は
、
道
路

計
画
や
道
路
構
造
等
の
道
路
整
備
の
面
に
お
い
て
も
十
分

配
慮
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
併
せ
て
幹
線
道
路
と
沿
道

の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
幹
線
道
路
の
沿

道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
沿
道
整
備
事
業
や
高

速
自
動
車
国
道
等
の
沿
道
住
宅
に
対
す
る
防
音
工
事
助
成

な
ど
の
各
種
施
策
を
講
じ
て
い
る
も
の
の
、
沿
道
環
境
の

に
お
い
て
自
動
車
交
通
騒
音
が
著
し
い
た
め
生
活
環
境
に

保
全
は
、
依
然
と
し
て
道
路
行
政
に
と
っ
て
大
き
な
課
題

甚
だ
し
い
影
響
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
防
音
工
事
の
助

で
あ
る
。

戒
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

二

防
音
工
事
助
成
制
度
の
概
要

②

移
転
助
成

沿
道
環
境
問
題
の
解
決
に
は
発
生
源
対
策
、
道
路
構
造

ま
た
、
特
に
騒
音
が
著
し
く
、
防
音
工
事
に
よ
っ
て
は

沿
道
環
境
問
題
の
解
決
に
は
発
生
源
対
策
、
道
路
構
造

上
の
対
策
、
交
通
規
制
等
各
種
の
施
策
を
総
合
的
に
講
ず

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
こ
れ
ら
の

施
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
緊
急
的
な

措
置
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
等
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
一
年
か
ら
沿
道
住
宅
へ
の
防
音
工
事
助
成
等
を
実
施
し

て
い
る

(昭
和
五
一
.

七
,

一
一
一
建
設
省
都
市
局
長
、
道

路
局
長
通
知

｢高
速
自
動
車
国
道
等
の
周
辺
に
お
け
る
自

動
車
交
通
騒
音
に
係
る
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
L
)。

=

防
音
工
事
助
成

こ
れ
は
、
高
速
自
動
車
国
道
並
び
に
日
本
道
路
公
団
、

首
都
高
速
道
路
公
団
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
管
理
す

る
自
動
車
専
用
道
路
の
周
辺
に
あ
る
住
宅
の
う
ち
、
夜
間

防音工事の効果が小さく、
住宅所有者が移転を希望

　
　

　

　
　

　
　

が
転

が
設

き

　
　

　
　
　

効
が

の
公

あ利用計画があるとき

(参考) 防音工事助成等のしくみ

効

が

の
公

あ

み

物
積

り

に

が
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刃

防
音
工
事
助
成
通
達
(引
通
達
)⑫
改
正
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
環
境
対
策
室
課
長
補
佐

鴨
下

和
義



騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
又
は
軽
減
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
所
有
者
等
が
住
宅
の
移

転
又
は
除
却
を
す
る
場
合
で
、
公
団
に
対
し
て
そ
の
助
成

の
申
出
を
行
っ
た
場
合
は
、
移
転
又
は
除
却
に
要
す
る
費

用
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

綣

跡
地
買
取
り

さ
ら
に
、
移
転
跡
地
に
つ
い
て
土
地
所
有
者
か
ら
買
取

り
の
申
出
が
あ
り
、
当
該
土
地
に
公
共
施
設
等
の
利
用
計

　

　
　

　

　　　

　
　

環
&

腰
は

　

　
　

のすべて 4時間帯のいずれか 4時間帯のすべてが超過　　 　　　　　　が達成 が達成 (31.8% ) . (54.6% )

室 ※ 灘時間帯捌きくさ時撒き凝礬雙襲稼萢れかが(68.1% )
(29.1% )

4時間帯のすべてが超過(2,7% )

図 1 環境基準の達成状況及び要請限度の超過状況

画
が
あ
る
と
き
に
は
、
公
団
は
当
該
土
地
を
買
い
取
る
も

の
で
あ
る
。

回

実
績

平
成
四
年
度
末
ま
で
の
、
本
制
度
に
よ
る
防
音
工
事
助

成
等
の
実
績
は
、
約
四
六
、
一
〇
〇
件
、
助
成
額
と
し
て

は
六
九
八
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

三

制
度
改
正
の
概
要

=

概
要

点

点

点

点

占
…

点

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

Q

Q

国
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道
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市
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注)ID搦ZZ圀 4時間帯のすべてが環境基準を達成している測定点の副合
切匡誣霊園 4時間帯のいずれかが環境基準を超過しているが･ 4時間

帯のすべてが妥執限度以下である測定点の割合
{釧巨霊讓罰 4時間帯のいずれか又はすべてが劉筋目度を超過している

測定点の副合

図 2 道路の種類別環境基準の達成状況及び要請限度の超過状況
出典 :図 1 ,2とも｢平成 3年自動車交通騒音実態調査報告｣(環境庁)

沿
道
環
境
の
保
全
の
た
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
各
種
施
策

を
進
め
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
沿
道
の
土
地
利
用
の
転
換
を

促
進
す
る
施
策
を
拡
充
し
、
道
路
交
通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る

障
害
を
防
止
し
、
併
せ
て
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
と
良
好

な
市
街
地
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
今
般
、
防
音
工
事
助
成
通
達

に
お
い
て
も
、
沿
道
土
地
利
用
の
転
換
を
促
進
す
べ
く
、

既
に
防
音
工
事
助
成
を
受
け
た
住
宅
で
あ
っ
て
も
、
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
住
宅
の
所
有
者
が
移
転
又
は
除
却
を

希
望
す
る
場
合
は
、
公
団
は
、
そ
の
所
有
者
等
に
対
し
て
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
移
転
又
は
除
却
に
要
す
る
費
用

を
助
成
で
き
る
こ
と
と
す
る
通
達
改
正

(平
成
五
年
六
月

一
人
日
付
け
)
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
行
わ
れ
た
防
音
工

事
助
成
に
よ
る
住
宅
の
価
値
の
増
加
分
に
つ
い
て
の
残
存

価
値
相
当
額
は
移
転
助
成
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
に
比
べ
移
転
助
成
の
対
象
が
拡

大
し
、
高
速
自
動
車
国
道
等
の
沿
道
か
ら
住
宅
が
移
転
し

や
す
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
非
住
居
系
の
土
地
利
用
へ
の

転
換
が
進
み
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
当

該
移
転
跡
地
に
つ
い
て
、
買
取
り
の
要
望
が
あ
っ
た
と
き

は
、
従
来
の
と
お
り
、
当
該
土
地
に
公
共
施
設
等
の
利
用

計
画
が
あ
る
と
き
に
は
、
公
団
は
当
該
土
地
を
買
い
取
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
本
制
度
は
、
高
速
自
動
車
国
道
等
の
防
音
助

道行セ 93.7 'Z



成
制
度
の
先
発
制
度
で
あ
る
、
飛
行
場

(公
共
用
飛
行
場

及
び
防
衛
施
設
)
の
制
度
を
参
考
と
し
た
改
正
で
あ
る
。

②

｢
一
定
の
要
件
｣
に
つ
い
て

移
転
助
成
の
対
象
の
判
断
基
準
と
な
る

｢
一
定
の
要

件
｣
に
つ
い
て
は
、
各
公
団
の
実
施
要
領
等
に
お
い
て
定

め
る
こ
と
と
な
る
が
、
既
存
の
移
転
助
成
制
度
の
対
象
が

夜
間
騒
音
七
〇
ホ
ン
爲
以
上
の
木
造
住
宅
で
あ
り
、
今
回
、

こ
れ
と
要
件
を
異
に
す
る
事
由
が
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、

既
存
の
要
件
と
同
じ
く
夜
間
騒
音
七
〇
ホ
ン
囚
以
上
の
木

造
住
宅
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

団

残
存
価
値
の
控
除
に
つ
い
て

防
音
工
事
助
成
済
み
の
住
宅
の
移
転
助
成
を
行
う
際
に
、

防
音
工
事
に
よ
る
価
値
増
加
分
の
残
存
価
値
を
ど
の
様
に

評
価
す
る
か
が
、
難
し
い
問
題
と
な
る
。

防
音
工
事
の
助
成
は
、
税
法
上
は
、
｢自
動
車
交
通
騒

音
に
よ
り
住
宅
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
た
住
宅
｣
に
対

し
て
、
｢当
該
建
物
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
最
小
限

必
要
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
充
て
る
た
め
助
成
｣
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
住
宅
の
所
有
者
が
積
極
的
に
利
益
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
非
課
税
扱
い
と
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、
窓
を
防
音
サ
ッ
シ
に
し
た
り
、
換
気
扇
を
消
音

型
に
し
た
り
、
壁
に
遮
音
材
を
い
れ
た
り
す
る
程
度
の
工

畢
は
、
補
修
工
事
と
観
念
さ
れ
、
建
物
の
耐
用
年
数
が
伸

び
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
防
音
ド
ア
、
防
音
サ
ッ
シ
な
ど
は
、
移
転
先

2

公
団
は
、
1
の
防
音
工
事
に
よ
っ
て
は
、
自
動
車
交
通
騒

音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
を
防
止
し
又
は
軽
減
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
住
宅
の
所
有
者
が
、
当
該
住
宅
を

移
転
し
又
は
除
却
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
団
に
対
し
助
成

の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
等
に
対
し
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
移
転
又
は
除
却
の
工
事
等
に
通

常
要
す
る
費
用

(以
下

｢移
転
費
用
等
｣
と
い
う
。)
を
助

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

公
国
か
当
該
住
宅
に
対
し
既
に
1
の
防
音
上
事
に
対
す
る
助

成
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
公
団
は
、
移
腕
贄
拝
等
か
ら
防

音
工
事
に
よ
る
建
物
等
の
価
値
増
加
分
に
係
る
磯
字
価
格
羽

当
額
を
除
い
て
助
成
す
る
も
の
と
す
る
℃
な
お
、
公
団
は
当

該
住
宅
の
所
在
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
高
速
自
動
車
匡
道
等

と
調
和
し
た
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
土
地
所
有
者
の
協
力

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

改

正

後迷
自
動
車
匡
道
等

な
お
、
公
団
は
当

係
る
磯
字
価
格
稠

腕
贄
拝
等
か
ら
防

の
場
合
に
お
い
て

る
よ
う
、
土
地
所
有
者
の
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
団
は
当
該
住
宅
の
所
在
す
る
土
地

2

公
団
は
、
1
の
防
音
工
事
に
よ
っ
て
は
、
自
動
車
交
通
騒

音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
を
防
止
し
又
は
軽
減
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
住
宅
の
所
有
者
が
、
当
該
住
宅
を

移
転
し
又
は
除
却
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
団
に
対
し
助
成

の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
等
に
対
し
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
移
転
又
は
除
却
の
工
事
等
に
通

常
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

改

正

前

の
静
穏
な
と
こ
ろ
で
は
不
必
要
で
あ
り
、
重
い
だ
け
の
過

剰
設
備
と
な
り
、
か
え
っ
て
建
物
全
体
と
し
て
見
た
場
合

は
、
価
値
減
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

敢
え
て
価
値
増
を
積
算
す
る
と
す
れ
ば
、
｢新
材
料
費

ー
旧
材
料
費
｣
と
な
る
が
、
こ
れ
は
微
々
た
る
額
と
な
る

と
と
も
に
、
除
却
費
を
積
算
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、

防
音
工
事
の
有
無
で
金
額
に
差
異
を
生
じ
る
こ
と
は
な
く
、

価
値
増
を
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
通
常

の
場
合
は
空
調
器
具

(ク
ー
ラ
ー
及
び
換
気
扇
)
に
つ
い

て
残
存
価
値
を
算
定
し
た
う
え
、
移
転
費
用
等
の
助
成
額

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
、
残
存
価
格
率
表
は
、
減

価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
係
わ
る
大
蔵
省
令
及
び
前

述
の
飛
行
場
の
例
を
参
考
と
し
て
、
各
公
団
に
お
い
て
定

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

以
上
が
、
今
般
の
通
達
改
正
の
概
要
及
び
考
え
方
で
あ

る
が
、
本
論
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
防
音
工
事
助
成

等
の
措
置
は
、
あ
く
ま
で
も
緊
急
的
措
置
と
し
て
室
内
居

住
環
境
を
良
好
な
状
態
に
保
持
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で

あ
り
、
屋
外
の
環
境
を
良
好
に
保
全
す
る
た
め
の
抜
本
策

で
は
な
い
。

今
後
、
自
動
車
構
造
の
改
善
、
交
通
規
制
の
強
化
、
道

路
構
造
の
改
善
等
の
各
種
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り

(｢騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
｣

(昭
和
四
六
年
五
月
二
五
日
閣
議
決
定
)
第
六
参
照
)、

こ
れ
ら
の
施
策
の
早
急
な
実
施
に
よ
る
騒
音
問
題
の
解
決

が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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｢道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
に
つ
い
て

｢流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一部
を
改
正
す
る
法
律
｣

｢特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の

基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
｣
に
つ
い
て

道
路
法
令
研
究
会

一

は
じ
め
に

今
般
、
違
法
駐
車
対
策
、
過
積
載
対
策
の
強
化
、
運
転

免
許
制
度
の
一
部
変
更
等
を
内
容
と
し
た

｢道
路
交
通
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
L
(平
成
五
年
法
律
第
四
三
号
)

が
、
平
成
五
年
五
月
一
一
一日
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

と
す
る
。
)。

本
稿
で
は
、
道
路
管
理
上
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
車

輪
止
め
装
置
の
取
付
け
の
措
置
と
過
積
載
対
策
の
強
化
を

中
心
に
そ
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

改
正
の
概
要

川

車
輪
止
め
装
置
の
取
付
け
に
つ
い
て

従
来
よ
り
の
"
取
り
締
ま
り
、
レ
ッ
カ
ー
移
動
等
の
対

策
に
よ
っ
て
は
対
応
が
困
難
で
や
む
を
得
な
い
場
合
に
、

違
法
駐
車
車
両
に
車
輪
止
め
装
置
を
取
付
け
る
措
置
を
と

る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
駐
車
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
、

当
該
措
置
が
導
入
さ
れ
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1

公
安
委
員
会
は
、
違
法
駐
車
行
為
が
常
態
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
道
路
の
区
間
で
あ
っ
て
、
車
輪
止
め

装
置
の
取
付
け
の
措
置
に
よ
っ
て
違
法
駐
車
行
為
の

防
止
を
図
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
を
車
輪
止
め
装
置

取
付
け
区
間
と
し
て
指
定
、
そ
の
旨
道
路
の
区
間
に

表
示
す
る

(第
五
一
条
の
二
第
一
項
)。

2

警
察
署
長
は
、
車
輪
止
め
装
置
を
取
付
け
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
車
輪
止
め
装
置
を
取
付
け
る
旨
を

広
報
す
る
よ
う
に
努
め
る

(同
条
第
四
項
)。

3

当
該
区
間
内
に
お
い
て
、
警
察
署
長
は
、
道
路
又

は
交
通
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
違
法
駐
車
行
為
を
防

止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
車

輪
止
め
装
置
を
取
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

(同
条
第

二
項
)。

4

警
察
署
長
は
、
車
両
の
所
有
者
等
か
ら
当
該
車
両

を
移
動
し
よ
う
と
す
る
旨
の
申
告
を
受
け
た
と
き
は
、

車
輪
止
め
装
置
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(同
条
第
六
項
)。

5

警
察
署
長
は
、
申
告
を
受
け
て
取
り
除
く
ほ
か
、

に
つ
い
て

｢道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
に
つ
い
て
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二
四
時
間
以
内
に
取
り
除
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
の
場
合
、
四
時
間
は
再
度
取
付
け
る
こ
と

が
で
き
な
い

(同
条
第
七
項
、
第
三
項
)。

6

4
、
5
の
ほ
か
、
警
察
署
長
は
、
や
む
を
得
な
い

と
認
め
る
事
情
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は

道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安

全
と
円
滑
を
図
る
た
め
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
車

輪
止
め
装
置
を
取
り
除
く

(同
条
第
八
項
)。

②

過
積
載
対
策
の
強
化

警
察
官
に
、
車
両
の
停
止
、
積
載
物
の
重
量
測
定
、
過

積
載
車
両
に
対
す
る
措
置
命
令
の
権
限
を
与
え
た
ほ
か
、

罰
則
の
強
化
等
が
な
さ
れ
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1

警
察
官
に
、
積
載
違
反
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
車
両
を
停
止
さ
せ
、
積
載
物
の
重
量
を
測
定
す
る

等
の
権
限
が
与
え
ら
れ
た

(第
五
八
条
の
二
)。

2

警
察
官
に
、
運
転
者
に
対
し
以
下
の
措
置
を
と
る

旨
命
令
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
(第
五
八
条
の
三
)。

の
過
積
載
状
態
を
解
消
す
る
た
め
の
応
急
措
置

②
応
急
措
置
が
不
可
能
な
場
合
、
過
積
載
の
程
度

等
を
勘
案
し
て
支
障
が
な
い
と
き
は
、
区
間
、

経
路
、
危
険
防
止
措
置
等
を
指
示
の
う
え
、
運

転
を
続
行
し
た
う
え
で
過
積
載
状
態
を
解
消
す

る
旨
の
措
置

3

2
の
措
置
命
令
を
受
け
た
車
両
の
使
用
者
が
、
過

積
載
防
止
の
た
め
必
要
な
連
行
管
理
を
行
っ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
公
安
委
員
会
が
、
当
該
車

両
の
使
用
者
に
対
し
、
運
転
者
に
運
転
前
の
重
量
確

認
を
行
う
旨
指
導
･
助
言
を
行
う
等
の
措
置
を
と
る

よ
う
指
示
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
(第
五
人
条
の
四
)。

な
お
、
指
示
後
一
年
以
内
に
過
積
載
が
あ
っ
た
場

合
、
三
月
以
内
の
運
転
停
止
命
令
可

(第
七
五
条
の

二
第
二
項
)。

4

車
両
の
使
用
者
等
、
車
両
の
連
行
を
直
接
管
理
す

る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
も
、
過
積
載
の
要
求
を
行

う
こ
と
等
が
禁
止
さ
れ
た

(第
五
人
条
の
五
)。

5

過
積
載
運
転
に
よ
る
死
亡
事
故
が
免
許
の
仮
停
止

事
由
に
追
加
さ
れ
た

(第
一
〇
三
条
の
二
第
一
項
第

三
号
)。

6

過
積
載
運
転
者
に
対
す
る
罰
則
等
が
強
化
さ
れ
た
。

例
･
過
積
載
運
転
…
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円

以
下
の
罰
金
↓
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
二
〇
万

円
以
下
の
罰
金

(第
二

八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
)

･
過
積
載
運
転
"
反
則
金
限
度
額

大
型
自
動
車
…
二
万
円
↓
八
万
円

二
倍
以
上
の
過
積
載
を
反
則
金
の
対
象
か
ら
除
外

G

そ
の
他

現
行
で
は
、
原
付
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
み
に
つ

い
て
な
さ
れ
て
い
る
講
習
の
義
務
づ
け
を
、
普
通
免
許
、
三

輪
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
更
新
し
よ
う
と
す
る
者
に

拡
大
す
る
、
優
良
運
転
者
に
つ
い
て
免
許
更
新
期
間
を
五
年

に
延
長
す
る
等
運
転
免
許
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
非
着
用
運
転
者
へ
の
罰
則
が
新

設

(五
万
円
以
下
の
罰
金
)、
速
度
違
反
に
係
る
反
則
金

限
度
額
の
引
上
げ
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

三

お
わ
り
に

今
回
の
改
正
の
中
で
も
、
車
輪
止
め
装
置
の
取
付
け
、

過
積
載
対
策
に
係
る
措
置
命
令
等
は
、
特
に
道
路
管
理
と

も
密
接
に
関
係
す
る
と
思
料
さ
れ
る
。
警
察
当
局
、
道
路

管
理
者
間
の
連
携
が
図
ら
れ
、
交
通
の
安
全
、
円
滑
と
適

切
な
道
路
管
理
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

【

は
じ
め
に

｢流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
｣
と
は
、

都
心
の
区
域
に
流
通
業
務
施
設

(ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
、

卸
関
連
施
設
、
倉
庫
等
)
が
過
度
に
集
中
し
、
流
通
機
能

の
低
下
と
自
動
車
交
通
の
渋
滞
を
き
た
し
て
い
る
状
況
に

あ
る
大
都
市
に
つ
い
て
、
流
通
業
務
施
設
の
既
成
市
街
地

周
辺
部
へ
の
集
約
化
に
よ
り
流
通
機
能
の
向
上
･
道
路
交

滋 道行セ 93,7

｢流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣に
つ
い
て



< 参考> 流通業務市街地の整備に関する法律

(現行)

は東京都、大

(政令で指定)

< 主務大臣> ･建設大臣

･経済企画庁長官

･農林水産大臣

･通商産業大臣

･運輸大臣

スキーム図

(改正案)

基本方針の策定 (主務大臣)
都市ごとに流通業務施設 ･流通業務地区に関する
基本的事項を定める。

(主務大臣の承認)

基本方針の策定 (都道府県知事)
流通業務市街地を整備すべき都市及び当該都市における
流通業務施設整備に関する基本的事項を定める

< 現行立地可能施設>

①トラックターミナル等 ②卸売市場

③倉庫、貯蔵槽等 ④荷捌き場等

⑤運送業、卸売業及び倉庫業の事務所、店舗

⑥金属板の切断等の工場 ⑦自動車駐車場等

⑧自動車修理工場 ⑨政令で定める施設

(追加施設)

･⑧の事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所

(製造業、小売業等の事業者の設置する配送センター等)

･流通加工工場

(物質の流通の過程における簡易な加工事業用の工場)

流通業務団地の決定 (知事)

計画の主務大臣認定

(建設、農林水産、通産、運輸大臣)

処分

流通業務施設の建設

産業基盤整備基金の責務保証

太字が改正部分

対象都市は大都市の他、自動車交通の渋滞を来してい

る地方都市、広域利便性の高い都市に拡大し、基本方

針の中で知事が定めるものとする

流通業務団地造成事業の施行

地方公共団体、住宅 ･都市整備公団、
地域振興整備公団

基本指針の策定 (主務大臣)
全国一本で基本的事項を定める

流通業務効率化基盤整備事業

･流通業務地区内で第3セクター等

が行う流通業務の効率化に資する

と認められる事業

通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
都
市
機
能
の
維
持
･
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
一
年
に
制
定

さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
現
在
ま
で
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、

既
成
市
街
地
の
周
辺
の
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
が
行
わ

れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
年
の
貨
物
自
動
車
交
通
の

増
加
、
物
流
関
連
施
設
の
立
地
の
広
域
化
、
物
流
形
態
の

多
様
化
･
高
度
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、
先
般
の
第
一
二

六
回
国
会
に
お
い
て

｢流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
が
可
決
･
成
立
し
、



去
る
五
月
二
六
日
に
平
成
五
年
法
律
第
五
三
号
と
し
て
公

布
さ
れ
、
所
要
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

二

改
正
の
概
要

=

対
象
都
市
の
拡
大

流
通
業
務
市
街
地
整
備
の
対
象
都
市
を
現
行
の
｢東
京

都
、
大
阪
市
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
大
都
市
｣
(お
お
む

ね
人
口
四
〇
万
人
以
上
の
三
〇
都
市
を
指
定
)
か
ら
自
動

車
交
通
の
渋
滞
等
を
き
た
し
て
い
る
都
市

(大
都
市
、
地

方
都
市
を
問
わ
な
い
。
)、
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
周
辺
の

広
域
的
な
利
便
性
の
高
い
地
方
都
市
に
拡
大
す
る
。

圀

流
通
業
務
施
設
の
設
備
に
関
す
る
基
本
方
針
の
策
定

権
限
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
権
限
委
譲
等

地
方
公
共
団
体
が
主
体
的
に
整
備
に
取
り
組
め
る
よ
う
、

現
行
法
で
は
主
務
大
臣

(建
設
大
臣
、
経
済
企
画
庁
長
官
、

農
林
水
産
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
)
が
都

市
ご
と
に
基
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
も

の
を
改
め
て
、
都
道
府
県
知
事
が
都
市
ご
と
に
基
本
方
針

を
策
定
す
る
も
の
と
し
、
主
務
大
臣
は
基
本
的
な
指
針

(全
国
で
一
本
)
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
の
策
定
し
た

基
本
方
針
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

回
流
通
業
務
地
区
内
の
立
地
規
制
の
緩
和

物
流
形
態
の
多
様
化
･
高
度
化
に
対
応
し
た
流
通
業
務

市
街
地
の
整
備
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
流
通
業
務
地
区
内

に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
、
メ
ー
カ
ー

等
の
配
送
セ
ン
タ
ー
、
物
資
の
流
通
の
過
程
に
お
け
る
簡

易
な
加
工
の
事
業
用
の
工
場
を
追
加
す
る
。

回

流
通
業
務
効
率
化
基
盤
整
備
事
業

流
通
業
務
地
区
内
で
第
三
セ
ク
タ
ー
等
が
行
う
流
通
業

務
の
効
率
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業

(物
資
の
輸

配
送
の
共
同
化
等
)
で
あ
っ
て
建
設
大
臣
等
に
よ
る
計
画

の
認
定
を
受
け
た
も
の

(流
通
業
務
効
率
化
基
盤
整
備
事

業
)
を
行
う
者
に
対
し
、
産
業
基
盤
整
備
基
金
に
よ
る
債

務
保
証
等
の
助
成
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
中
山
間
地
域
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
農
林

業
生
産
に
お
い
て
大
き
な
地
位
を
占
め
る
と
と
も
に
、
国

土
や
環
境
の
保
全
等
の
多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、

他
方
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪

く
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利
で
あ
る
等
の
た
め
、
過
疎

化
、
高
齢
化
の
進
展
等
が
顕
著
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
活

力
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
、
中
山
間
地
域
の
活
力

を
回
復
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し

つ
つ
、
地
域
の
重
要
な
事
業
で
あ
る
農
林
業
の
活
性
化
を

図
る
と
と
も
に
、
農
林
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用

等
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た

め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
五
年
法
律

第
七
二
号
)
は
、
農
林
業
を
中
心
と
し
た
事
業
の
活
性
化

の
た
め
の
基
盤
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
中
山
間
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
振
興

を
図
り
、
も
っ
て
住
み
よ
い
農
山
村
の
育
成
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
五
年
六
月
一
六
日
に
、
公
布

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(施
行
期
日
は
公
布
の
日
か
ら

起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
法
の

概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

法
の
概
要

=

対
象
地
域

｢特
定
農
山
村
地
域
｣
(第
二
条
第
一
項
)

①

地
勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪
く
、
農
業
の
生
産
条

件
が
不
利
な
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
土
地
利
用
の
状

況
、
農
林
業
従
業
者
数
等
か
ら
み
て
農
林
業
が
重
要

な
事
業
で
あ
る
地
域

(具
体
的
要
件
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
る
。)

②

主
務
大
臣
が
公
示
(第
二
条
第
四
項
)
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｢特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の

基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
し
に
つ
い
て



乾

基
盤
整
備
計
画
の
作
成

(第
四
条
)

特
定
農
山
村
地
域
の
市
町
村
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か

し
て
、
農
林
業
等
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

計
画
事
項
は
、

①

農
林
業
そ
の
他
の
事
業
の
活
性
化
の
目
標

②

農
林
業
等
活
性
化
基
盤
整
備
促
進
事
業
の
実
施
に

関
す
る
事
項

③

②
に
関
連
し
た
農
林
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
及
び

開
発
並
び
に
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な
道

路
等
の
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

※

｢道
路
の
整
備
｣
と
し
て
は
、
農
林
業
等
活
性

化
基
盤
施
設
の
導
入
に
伴
い
必
要
と
な
る
連
絡
道

の
新
設
又
は
隣
接
道
路
の
改
良
等
が
想
定
さ
れ
る
。

国
農
業
経
営
の
改
善
及
び
安
定
の
た
め
の
計
画
の
認
定

及
び
資
金
の
確
保

(第
五
条
、
第
六
条
)

地
域
ぐ
る
み
で
の
新
規
作
物
の
導
入
そ
の
他
生
産
方
式

の
改
善
に
よ
る
農
業
経
営
の
改
善
･
安
定
を
促
進
す
る
た

め
、
農
業
者
の
組
織
す
る
団
体
が
構
成
員
の
た
め
に
作
成

す
る
計
画
に
つ
い
て
の
市
町
村
に
よ
る
認
定
制
度
を
創
設

す
る
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
の
認
定
を
受
け
た
計
画
の
実

施
に
必
要
な
資
金
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

回

農
林
業
等
活
性
化
基
盤
施
設
設
置
事
業
計
画
の
認
定

及
び
課
税
の
特
例

(第
七
条
、
第
一
五
条
)

農
林
業
等
活
性
化
基
盤
施
設
の
設
置
を
行
お
う
と
す
る

者
の
作
成
す
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
市
町
村
に
よ
る
認

定
制
度
を
創
設
す
る
。

認
定
を
受
け
た
事
業
計
画
に
係
る
活
性
化
基
盤
施
設
に

は
、
税
制
上
の
特
例
措
置

(特
別
償
却
)
が
講
じ
ら
れ
る
。

倦

所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
作
成
等

(第
八
条
"
第

一
一条
)

①

②
の
市
町
村
は
、
③
及
び
@
の
認
定
を
受
け
た
者

の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と

き
そ
の
他
農
林
地
所
有
権
移
転
等
促
進
事
業
を
行
お

う
と
す
る
と
き
は
、
農
業
委
員
会
の
決
定
を
経
て
、

所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
を
作
成
す
る
。

②

こ
の
計
画
は
、
農
地
転
用
又
は
市
街
化
調
整
区
域

内
の
開
発
行
為
に
係
る
権
利
移
動
を
含
む
と
き
に
は
、

都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
農
地
転
用
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
都
道

府
県
知
事
は
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
農
業
会
議
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

市
町
村
は
、
こ
の
計
画
を
公
示
す
る
も
の
と
し
、

当
該
公
告
時
に
所
有
権
の
移
転
等
の
効
果
が
生
じ
る
。

※

公
告
が
あ
っ
た
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
所
有
権
の
移
転
等
が

行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
農
地
法
上
の
許
可
不

要
、
市
街
地
調
整
区
域
に
係
る
開
発
許
可
の
特

例

(農
地
法
、
都
市
計
画
法
を
改
正
)
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倦

森
林
組
合
法
の
特
例

(第
一
二
条
)

基
盤
整
備
計
画
の
達
成
の
た
め
、
一
定
の
手
続
き
を
経

て
、
森
林
組
合
は
、
受
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
な
う
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

々

土
地
改
良
法
の
特
例

(第
一
四
条
)

基
盤
整
備
計
画
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
定
の
林
業
用
施

設
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
事
業
の
実
施
に
伴
う
共
同
滅

歩
に
よ
り
そ
の
用
地
を
う
み
出
せ
る
こ
と
と
す
る
。

倦

国
等
の
援
助

(第
一
七
条
)

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
基
盤
整
備
計
画
の
達
成
に

資
す
る
た
め
、
計
画
の
実
施
に
必
要
な
事
業
を
行
な
う
者

等
に
対
す
る
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
の
実
施
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

回

主
務
大
臣

(第
二
三
条
)

国
土
庁
長
官
、
農
林
水
産
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
建

設
大
臣
及
び
自
治
大
臣



特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の
促進に関する法律のしくみ

趣 旨
地勢等の地理的条件が悪い中山間地域 (特定農山村地域) において、 地域の特性に即した農林業そ

の他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ずることにより、 これらの事業の
振興を図り、 豊かで住みよい農山村の育成に寄与する。

法律案の概要
(1) 主務大臣 : 国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣、自治大臣
(2) 対象地域 : 特定農山村地域

…… 地勢等の地理的条件が悪く、 農業の生産条件が不利であり、 かつ、 農林業が
重要な事業である地域 (要件は政令で定める。)

(3) 法に基づく措置

特定農山村地域の市町村は、 農林業等の事業の活性化のための基盤の整備に関する計画 (農
林業等活性化基盤整備計画) を策定

〈計画事項〉 ① 農林業等活性化基盤整備促進事業
② 関連する農林業生産基盤の整備 ･開発、 産業振興に必要な道路その他の

公共施設の整備 等

② 農林業等活性化基盤整備促進事業き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

市町村は、基盤整備計画に基づき、農林業等活性化基盤整備事業を実施

中 ( i ) 農林業等活性化基盤施設の整備の促進　　 　 　 　　　　　　　 　 　
地域特産物の生産 ･販売、 都市等との地域間交流の推進、 就業機会の増大等に必要な施設

の整備を促進 (例 ;農産物加工施設、地域特産物展示販売施設、農林業体験実習施設)

　　　　　　　　 　:-- (ii) 所有権移転等促進計画

農林地の農林業上の効率的 ･総合的利用及び農林業等活性化基盤施設の円滑な整備のため
農林地等について所有権の移転等を市町村が一括処理 (農林水産省令 ･建設省令で定めると
ころにより、 計画を承認 ･公告)
→ 農地法の許可不要、閏発許可の特例 (農地法、都市計画法を改正)
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｢道
の
日
｣
と
は

建
設
省
で
は
、
昭
和
六
一
年
度
よ
り
八
月
一
〇
日
を

｢道
の
日
｣
と
し
て
い
ま
す
。

｢道
の
日
｣
が
八
月

一
〇
日
に
定
め
ら
れ
た
の
は
、
①

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
(八
月

一
日
ー
三

一
日
)
の
期

間
中
で
あ
る
こ
と
、
②
大
正
九
年
八
月
一
〇
日
に
我
が
国

で
最
初
の
道
路
整
備
に
つ
い
て
の
長
期
計
画
で
あ
る
第
一

次
道
路
改
良
計
画
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ

り
ま
す
。

｢道
の
日
｣
の
制
定
に
つ
い
て

｢道
の
日
｣
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
七
年
三
月

五
日
の
道
路
審
議
会
の
建
議
に
お
い
て
、
｢今
後
の
道
路

整
備
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
国
民
の
理
解
と
協
力
が

そ
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
道
路
整
備
の
目
標
を

わ
か
り
や
す
い
指
標
で
国
民
の
関
心
を
高
め
る
努
力
が
必

要
で
あ
る
。｣
と
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
、
昭
和
六
一
年

一
月
二
八
日
に
は
、
全
国
道
路
利
用
者
会
議
か
ら
、
｢明

日
を
目
指
し
た
道
路
づ
く
り
･
円
滑
な
道
路
整
備
･
道
路

管
理
を
推
進
し
、
道
路
財
源
の
確
保
等
を
図
る
た
め
に
は
、

国
民
の
理
解
と
協
力
が
そ
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

『道
の
日
』
を
設
け
、
あ
ら
た
め
て
道
の
意
義
･
重
要
性

に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
道
路
愛
護
の
精
神
を
高
め
る
こ

と
を
目
指
し
た
日
と
す
る
。｣
と
の
提
言
が
な
さ
れ
ま
し

て、
毒

弼
V

、、
.
･′
/

r道の日』(8 n
]H

ハ
U

4I
川I
▲

ロ
月

た
。こ

れ
ら
を
受
け
て
、
建
設
省
で
は

｢道
の
日
｣
の
制
定

に
向
け
検
討
を
続
け
、
昭
和
六
一
年
度
か
ら
八
月
一
〇
日

を

｢道
の
日
｣
と
し
、
道
路
の
意
義
･
重
要
性
に
対
す
る

国
民
の
関
心
と
道
路
愛
護
の
精
神
を
高
め
る
た
め
、
国
民

的
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。
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｢道
の
日
｣
の
行
事
に
つ
い
て

建
設
省
を
中
心
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
四
公

表 ｢道の日｣ 中央行事の主な内容

昭和61年

鴬鴬
の
庭蛔猟鯉幟球壤

′
期棘鑪

念満
鰓

制
約割

増譲
昭和62年 疑

の
に
)

｣
道

で
即道線聰霜

ま
湾

た
か
｢
ほ事鮒汐

佛颯々庁鋤
日
の

の
本
彰

道
目
頭

昭和63年

嫌獨滅ン多“為彌
一
‘鹸鱗泌平成元年

蹴覇岬鱗Nスオコ
、1ノ

画
賞

企
入

ス
が

一
ス空為較閻

コ

平成2年 [□珍教議難入凱ー□夢
)

(
ど穣念一

記
サ

1
一
ン

日
コ潔

平成3年 よ勤彰謝郡獺少坪ヨ粁離
やめ者騰灘

平成4年 よ鋤
ム
等
ウ

県
ジ

府
ポ髓

の
館
上K鑑を平道珍秒盪

べ
)

イ
等副

藤
動
物

建設省道路局道路総務課



団
、
関
係
団
体
等
は
、
関
係
省
庁
の
協
力
を
得
つ
つ
、
相

互
に
連
携
を
と
っ
て

｢道
の
日
｣
の
運
動
に
参
加
し
て
い

ま
す
。
そ
の
結
果
、
パ
レ
ー
ド
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
道
路

清
掃
な
ど
毎
年
全
国
各
地
で
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

と
り
わ
け
中
央
に
お
い
て
は
、
｢道
の
日
｣
の
趣
旨
に

賛
同
し
た
道
路
関
係
団
体
に
よ
り

｢道
の
日
｣
実
行
委
員

会

(高
橋
国
一
郎
会
長
)
が
組
織
さ
れ
、
東
京
を
中
心
と

し
た
行
事
の
実
施
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

(表

1
、
参
照
)。

平
成
五
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
に
つ
い
て

八
年
目
に
当
た
る
本
年
度
は
、
次
の
よ
う
な
中
央
行
事

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

開
催
日

場

所

名

称

概

要

八
月
七
日
田
一
0

“
○
0
l

一
六
…
○
○

代
々
木
公
園
B
地
区

(東
京
渋
谷
)

か
ん

ど
う

｢道
の
日
｣
記
念

感

･
道
フ
ェ
ア
'鯛

代
々
木
公
園
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
利

用
し
、
全
国
四
七
都
道
府
県
参
加
に
よ
る

物
産
展
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

生
鮮
食
料
品
や
日
常
品
の
九
割
以
上
が
道

路
を
利
用
し
て
運
ば
れ
る
こ
と
等
、
生
活

に
密
着
す
る
道
路
の
役
割
に
つ
い
て
P
R

し
ま
す
。
こ
の
物
産
展
は
、
本
年
度
で
三

回
目
を
迎
え
る
恒
例
行
事
で
あ
り
、
例
年

た
い
へ
ん
好
評
を
博
し
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
昨
年
は
、
五
七
三
品
目
に
及
ぶ
出
展

が
あ
り
、
二
万
二
、
○
○
0
人
を
超
え
る

参
加
者
で
終
日
賑
わ
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
本
年
度
は
、酒
井
法
子
(人
気
女

性
ア
イ
ド
ル
)
の
コ
ン
サ
ー
ト
や
、
ふ
る
さ

と
特
選
品
の
抽
選
会
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
、
ふ
る
さ
と
帰
省
道
路
情
報
の
提
供
等
、

参
加
し
て
楽
し
い
｢道
の
日
の
お
祭
｣
に
な

る
よ
う
演
出
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。



一

は
じ
め
に

東
京
外
か
く
環
状
道
路
は
、
東
京

都
大
田
区
の
東
京
湾
岸
道
路
か
ら
、

神
奈
川
、
東
京
、
埼
玉
の
東
京
都
心

か
ら
約
一
五
如
の
地
域
を
通
り
、
千

葉
県
市
川
市
の
東
京
湾
岸
道
路
に
至

る
延
長
八
五
師
の
環
状
道
路
で
あ
る
。

こ
の
道
路
の
役
割
は
、
放
射
方
向

の
幹
線
道
路
を
相
互
に
連
絡
し
、
都

心
部
に
向
か
う
交
通
を
円
滑
に
分
散

す
る
と
と
も
に
都
心
に
向
か
う
必
要

の
な
い
交
通
を
バ
イ
パ
ス
さ
せ
、
首

都
圏
の
交
通
混
雑
の
緩
和
や
都
市
間

の
円
滑
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
図

る
こ
と
に
あ
る

(図
ー
)。
そ
の
詳

細
は
、
本
誌
平
成
四
年
八
月
号
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
東
京
外
か

く
環
状
道
路
(｢外
か
ん
｣
)
の
う
ち
、

埼
玉
県
和
光
市
か
ら
三
郷
市
ま
で
の
供

用
開
始
区
間
に
つ
い
て
、紹
介
す
る
。

供
用
開
始
区
間
の

｢外
か
ん
｣
は
、

自
動
車
専
用
部
と
一
般
部
が
併
設
さ

れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
自
動
車

専
用
部
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動
車

国
道

(和
光
市
か
ら
東
北
自
動
車
道

接
続
部
ま
で
は
、
東
北
自
動
車
道
、

東
北
自
動
車
道
か
ら
常
磐
自
動
車
道

間
は
、
常
磐
自
動
車
道
)
と
し
て
、

ま
た
、

一
般
部
に
つ
い
て
は
、

一
般

国
道
二
九
八
号
と
し
て
整
備
さ
れ
て

い
る
。

二

供
用
開
始

｢外
か
ん
｣
の
事
業
は
、
昭
和
四

五
年
に
一
般
国
道
二
九
人
号
の
新
設

と
し
て
、
戸
田
市
内
の
用
地
買
収
か

ら
着
手
し
、
昭
和
四
八
年
に
は
、
川

口
市
安
行
地
先
で

｢外
か
ん
｣
の
モ

デ
ル
道
路
の
工
事
に
着
手
し
た
。

そ
の
後
、
順
次
工
事
を
実
施
し
、

平
成
四
年
三

月
二
七
日
に
開
通
式

の
運
び
と
な
っ
た
。

開
通
式
は
、
建
設
省
関
東
地
方
建

緑濃い空間の創出
贓嬢国道298号 峨

建設省関東地方建設局道路部路政課

川口｣C 室概LC

京都

東京湾 三越控談な櫟熟議錢圈
----･- その他主翼邇艷供用区間
- -…その他主要道路未供用区間
○ 一般国道
○ 首部高速組路

奈川

図 l r外かんJ の全体計画図



　　　　　　　　 　　 　　　　　
1 ｢外かん｣ 供用開始

　
　

　
　
　
　　　

　　讓毒

写真 2 空から見る ｢外かん｣ (上下)

(川口ジャンクション付近)

設
局
と
日
本
道
路
公
団
の
共
催
で
、

荒
川
に
か
か
る
幸
魂

(さ
き
た
ま
)

大
橋
上
で
一
般
国
道
二
九
人
号
と
高

速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
、
同
時
に

行
わ
れ
た

(写
真
1
)。

供
用
開
始
さ
れ
た
区
間
は
、
一
般

国
道
二
九
人
号
に
つ
い
て
は
、
埼
玉

県
和
光
市
か
ら
千
葉
県
市
川
市
ま
で

の
間
四
三
･
人
知
の
う
ち
埼
玉
県
和

光
市
新
倉
地
先
か
ら
埼
玉
県
三
郷
市

谷
口
地
先
間
で
、
綾
瀬
川
放
水
路
併

設
区
間
の
一
部
を
除
く
二
一
･
二
如

で
あ
る
。
以
前
に
部
分
供
用
済
の
区

間
を
併
せ
る
と
供
用
済
延
長
は
、
二

四
如
と
な
る
。
ま
た
、
自
動
車
専
用

部

(高
速
自
動
車
国
道
)
に
つ
い
て

は
、
埼
玉
県
和
光
市
の
和
光
I
･
C

か
ら
三
郷
市
の
常
磐
自
動
車
道
ま
で

の
二
六
･
七
知
で
あ
る

(写
真
2
)。

三

｢外
が
ん
｣
の
道
路
施
設

等
の
特
長

1

｢外
か
ん
｣
の
環
境
対
策

供
用
開
始
さ
れ
た
区
間
の

｢外
か

ん
｣
は
、
標
準
幅
員
六
二
m
で
、
道

路
の
両
側
に
幅
員
二
0
m
の
環
境
施

鰤
鷲
通
行
帯

サ
ー
ビ
ス
道
路

緑
地
帯

車
道

鯲　

中
央
分
離
帯n行

車
道

“

図

道同

断　標

サ
ー
ビ
ス
道
路

2図

設
帯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

環
境
施
設
帯
は
、
道
路
の
沿
道
の

騒
音
や
大
気
汚
染
を
防
止
し
、
良
好

な
生
活
環
境
を
保
全
･
形
成
す
る
た

め
設
置
さ
れ
て
お
り
、
緑
地
帯
･

サ
ー
ビ
ス
道
路
･
歩
道
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
る

(図
2
)。

緑
地
帯
に
は
、
シ
ラ
カ
シ

･
ヒ
マ

ラ
ヤ
ス
ギ

･
ツ
バ
キ

･
サ
ツ
キ
類
等

の
高
木
や
中
･
低
木
が
植
え
ら
れ
て

お
り
、地
域
に
緑
を
提
供
し
て
い
る
。

2

親
し
み
と
潤
い
の
あ
る
道
路

学
校
、
住
宅
団
地
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
等
が
近
接
し
、
日
常
的

に
多
く
の
人
々
の
利
用
が
想
定
さ
れ

る
地
域
に
つ
い
て
は
、
歩
道
は
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
舗
装
と
し
、
横
断

歩
道
橋
の
橋
而
も
化
粧
タ
イ
ル
で
絵

が
描
か
れ
、
親
し
み
を
も
た
れ
る
よ

う
配
慮
し
て
あ
る

(写
真
3
･
4
･

5
)0

　
　

　
　

　

-ト

行

｢

首

部用　車　
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写真5 横断歩道橋の橋面

植
樹
帯
に
は
数
多
く
の
高
、
中
低

木
を
混
合
植
栽
し
、
暖
か
み
と
潤
い

の
あ
る
空
間
、
緑
濃
い
空
間
を
創
り

出
し
て
い
る

(写
真
6

･
7
)。

ま
た
、
和
光
市
と
戸
田
市
の
境
を

流
れ
る
荒
川
に
か
か
る
幸
魂

(さ
き

た
ま
)
大
橋

(
一
四
八
五
･
一
如
)

写真 4 横断歩道橘高欄

は
、
二
径
間
連
続
斜
張
橋
で
、
そ
の

主
塔
部
に
は
夜
間
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
、

桁
部
に
は
最
新
素
材
の
光
フ
ァ
イ

バ
ー
照
明
を
設
置
し
、
光
の
ラ
イ
ン

に
よ
っ
て
、
｢外
か
ん
｣
の
シ
ン
ボ

ル
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
演
出

を
し
て
い
る

(写
真
8
)。

写真 7

6 r外かん｣ 歩道とサービス道路

写真 8 ライトアップした幸魂大橋



3

他
事
業
と
の
一
体
的
整
備

道
路
の
整
備
に
合
わ
せ
て
、
一
級

河
川
綾
瀬
川
と
中
川
を
結
ぶ
綾
瀬
川

放
水
路
が
約
三
･
三
如

｢外
か
ん
｣

と
一
体
整
備
さ
れ
て
い
る

(図
3
)。

ま
た
、
草
加
市
旭
町
に
は
、
環
境

施
設
帯
の
地
下
空
間
を
利
用
し
、
降

雨
に
よ
る
水
害
を
防
止
す
る
た
め
の

貯
留
槽
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

懇
糎
通
行
帯

サ
ー
ビ
ス
道
路

稀

サ
ー
ビ

帥

.ん
,

緑
地
帯

22,00
(自動車専用部)

鞠
議道　

車
道
塾国

緑
地
帯

サ
ー
ビ
ス
道
路

鸚
誣
通
行
帯

図 3 標準横断図 (綾瀬川放水路区間)

四

｢外
が
ん
｣
の
道
路
管
理

①

｢外
か
ん
｣
は
、
一
般
国
道
と
高

速
自
動
車
国
道
が
一
体
で
整
備
さ
れ

て
い
る
。

緑
地
帯
は
、
両
道
路
の
施
設
と
し

て
機
能
す
る
等
、
道
路
管
理
を
行
っ

て
い
く
う
え
で
は
、
各
道
路
施
設
の

管
理
者
と
管
理
の
た
め
の
費
用
負
担

割
合
を
明
確
に
し
適
切
な
道
路
管
理

が
行
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
建
設
省
関
東
地
方
建
設

局
長
と
日
本
道
路
公
団
東
京
第
一
建

設
局
長
間
で
併
設
区
間
に
か
か
る
管

理
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。

②
ま
た
、
｢外
か
ん
｣
に
は
、
六
二

万
本
を
越
え
る
多
種
多
様
な
樹
木
が

植
え
ら
れ
て
お
り
、
良
好
な
道
路
環

境
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
樹
木
の
管
理
に
は
、
多
く
の

費
用
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
関
東
地
方
建
設
局
で
は
、

平
成
四
年
度
か
ら

｢大
規
模
緑
地
の

省
力
的
な
管
理
手
法
に
関
す
る
調
査

委
員
会
｣
を
設
け
、
大
規
模
緑
地
の

効
果
的
な
管
理
手
法
に
つ
い
て
、
先

進
的
な
事
例
の
調
査
等

｢外
か
ん
｣

に
見
合
っ
た
管
理
方
法
の
検
討
を

行
っ
て
い
る
。

③
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
管
理
す

る
道
路
の
状
況
を
常
に
把
握
し
、
安

全
に
通
行
で
き
る
よ
う
定
期
的
な
パ

ト
ロ
ー
ル
が
不
可
欠
で
あ
る
。
通
常
、

道
路
の
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
道
路
の
上

下
車
線
を
各
一
回
行
っ
て
い
る
が
、

｢外
か
ん

(
一
般
国
道
二
九
八
号
)｣

の
場
合
は
、
緑
地
帯
を
挟
ん
で
サ
ー

ビ
ス
道
路
･
歩
道
が
設
置
さ
れ
て
い

る
の
で
、

一
回
で
行
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
た
め

｢外
か
ん
｣
の
パ

ト
ロ
ー
ル
は
、
車
道
部
に
つ
い
て
は

毎
日
行
い
、
サ
ー
ビ
ス
道
路
及
び
歩

道
部
に
つ
い
て
は
、
別
途
週
二
回

行
っ
て
い
る
。

五

地
域
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

道
路
を
建
設
す
る
上
で
も
、
管
理

す
る
上
で
も
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
理

解
は
欠
か
せ
な
い
。

｢外
か
ん
｣
の
道
路
整
備
及
び
管

理
を
担
当
し
て
い
る
北
首
都
国
道
工

事
事
務
所
で
は
、
昭
和
四
九
年
か
ら

地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
紙

｢く
ら
し
と
道
路

(副
題
プ
リ
ム

ロ
ー
ド
)｣
を
発
行
し
、
地
域
の
皆

さ
ん
の
理
解
が
得
ら
れ
ま
す
よ
う
努

め
て
い
る
。

六

お
わ
“り
に

遠
く
か
ら

｢外
か
ん
｣
を
見
る
と
、

自
動
車
専
用
部
に
設
置
さ
れ
た
遮
音

壁
が
目
を
引
く
。
丸
み
を
帯
び
て
お

り
、
色
彩
も
落
ち
着
い
た
色
で
、
初

め
て
見
た
人
は
、
道
路
の
遮
音
壁
だ

と
は
気
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か

と
田
き
つ
0

環
境
施
設
帯
の
木
々
は
、
四
季
の

移
り
変
わ
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

地
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
道
路
、

道
路
交
通
機
能
上
重
要
な
役
割
を
果

た
す
道
路
、
｢外
か
ん
｣
が
、
早
期

に
全
線
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
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一

宮
城
県
の
紹
介

宮
城
県
は
西
を
栗
駒
山
、
船
形
山
、

蔵
王
の
山
々
な
ど
の
標
高
一
、
五
〇

0
m
以
上
の
奥
羽
山
脈
に
よ
っ
て
山

形
･
秋
田
両
県
に
接
し
て
い
ま
す
。

ま
た
北
東
部
と
南
部
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
北
上
、
阿
武
隈
の
両
高
地
が

走
っ
て
お
り
、
北
は
岩
手
県
、
南
は

福
島
県
に
接
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
山
地
の
間
を
、
北
か
ら
は
北
上
川
、

南
か
ら
は
阿
武
隈
川
、
西
か
ら
は
鳴

瀬
川
、
名
取
川
が
流
れ
、
我
が
国
の

食
糧
基
地
で
あ
る
県
北
低
平
地
な
ど

の
広
大
な
仙
台
平
野
を
育
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
東
は
太
平
洋
に
面
し
、

牡
鹿
半
島
を
境
に
北
部
は
複
雑
な
リ

ア
ス
式
海
岸
が
続
き
、
南
部
は
砂
浜

の
続
く
平
坦
な
海
岸
線
と
な
っ
て
い

ま
す
。
人
口
は
お
よ
そ
二
二
七
万
人

で
、
中
部
に
位
置
す
る
仙
台
市
と
そ

の
周
辺
に
お
よ
そ
半
分
が
集
中
し
、

奥
羽
山
脈
が
連
な
る
山
間
部
と
、
県

北
の
海
岸
部
の
町
村
で
人
口
が
少
な宮 城 県 の 交 通 網

く
な
っ
て
い
ま
す
。

県
内
の
交
通
は
、
県
の
中
央
部
を

南
北
に
東
北
新
幹
線
と
東
北
自
動
車

道
が
走
っ
て
お
り
、
ま
た
、
山
形
自

動
車
道
も
開
通
し
、
仙
台
市
と
首
都

圏
及
び
他
の
県
庁
所
在
地
間
を
結
ぶ

高
速
交
通
道
路
網
は
ほ
ぼ
完
成
し
、

仙
台
市
周
辺
へ
の
人
口
集
中
が
さ
ら

に
進
む
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、

県
下
七
一
市
町
村
の
う
ち
、
約
七
割

が
人
口
減
少
市
町
村
で
あ
り
、
高
齢

化
が
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、

こ
れ
ら
の
市
町
村
と
地
方
中
心
都
市

及
び
仙
台
市
を
結
ぶ
地
域
間
幹
線
道

路
の
整
備
が
さ
ら
に
重
要
性
を
増
し

て
き
て
い
ま
す
。
特
に
、
仙
台
市
か

ら
、
県
下
第
二
の
都
市
で
あ
る
石
巻

市
を
経
て
、
人
口
減
少
が
目
立
つ
県

北
部
海
岸
部
と
を
結
ぶ
三
陸
縦
貫
自

動
車
道
は
、
鋭
意
工
事
が
行
わ
れ
て

お
り
、
開
通
し
て
い
る
一
部
区
間
で

は
利
用
も
好
調
な
こ
と
か
ら
、
そ
の

早
期
完
成
と
延
伸
が
地
元
市
町
村
の

悲
願
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に

も
、
仙
台
市
と
県
南
部
海
岸
部
を
結

ぶ
仙
台
東
道
路
及
び
常
磐
自
動
車
道
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や
、
県
北
高
速
自
動
車
道
な
ど
、
県

下
の
市
町
村
と
仙
台
市
を
短
時
間
で

結
ぶ
高
速
自
動
車
道
の
整
備
が
待
た

れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
地
方
中
心
都

市
間
及
び
市
町
村
間
を
結
ぶ
幹
線
道

路
と
し
て
は
、
国
道
一
七
路
線
一
、

○
六
九
如
、
県
道
二
、
0
八
0
m

(現
道
対
応
延
長
。
県
道
の
路
線
数

は
、
主
要
地
方
道
追
加
指
定
に
伴
い
、

現
在
整
理
中
)
が
あ
り
、
東
北
地
方

建
設
局
仙
台
工
事
事
務
所
、
宮
城
県

及
び
仙
台
市

(政
令
市
)
が
整
備
及

び
管
理
し
て
い
ま
す
。
県
の
管
理
延

長
は
、
国
道
六
〇
〇
如
、
県
道
｢

九
一
〇
臘
の
合
計
二
、
五
一
〇
蝋
で

あ
り
、
県
下
八
土
木
事
務
所
で
管
理

に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、

奥
羽
山
脈
、
県
北
低
平
地
、
そ
し
て

三
陸
リ
ア
ス
式
海
岸
を
走
る
一
般
国

道
三
九
人
号
を
御
紹
介
し
ま
す
。

二

一
般
国
道
三
九
八
号
の

あ
ら
ま
し

一
般
国
道
三
九
人
号
は
、
本
県
石

巻
市
を
起
点
、
秋
田
県
本
荘
市
を
終

点
と
す
る
実
延
長
二
三
四
如
の
路
線

で
す
。
昭
和
五
六
年
政
令
第
一
五
三

号
で
一
般
国
道
に
指
定
さ
れ
、
翌
年

四
月
一
日
に
施
行
、
平
成
四
年
政
令

第
一
〇
四
号
で
、
秋
田
県
湯
沢
市
か

ら
同
県
本
荘
市
に
延
伸
さ
れ
て
い
ま

す
。
主
要
地
方
道
湯
沢
築
館
志
津
川

線
、
主
要
地
方
道
女
川
志
津
川
線
及

び
主
要
地
方
道
石
巻
女
川
線
が
一
般

国
道
に
昇
格
し
た
も
の
で
、
昇
格
時

と
今
日
を
比
較
す
る
と
、
平
均
交
通

量

(
一
二
時
間
)
が
二
、
七
八
四
台

か
ら
三
、
二
八
七
台
に
増
加
し
、
改

良
率
が
八
四
%
か
ら
九
四
%
へ
と
向

上
し
て
い
ま
す
。
経
路
は
、
県
北
西

部
で
、
秋
田
県
か
ら
奥
羽
山
脈
を
越

え
て
本
県
に
入
り
、
県
北
低
平
地
を

東
西
に
横
断
し
、
北
上
高
地
を
越
え

な
が
ら
太
平
洋
に
至
り
、
次
に
方
向

を
南
に
転
じ
、
三
陸
リ
ア
ス
式
海
岸

を
南
下
し
、
石
巻
市
に
到
達
し
ま
す
。

県
内
の
通
過
市
町
村
数
は
一
四
で
あ

り
、
地
域
の
経
済
･
生
活
を
支
え
る

生
命
線
と
し
て
非
常
に
重
要
な
交
通

機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
県
境
か
ら
石
巻
市
ま
で
、
国
道

三
九
八
号
の
沿
線
の
風
物
と
歴
史
、

道
路
改
良
の
経
緯
、
道
路
管
理
に
つ

い
て
、
御
紹
介
し
ま
す
。

三

県
境
道
路

国
道
三
九
八
号
は
、
栗
駒
国
定
公

園
の
中
を
、
奥
羽
山
脈
を
越
え
、
秋

田
県
雄
勝
郡
皆
瀬
村
か
ら
本
県
栗
原

郡
花
山
村
に
入
り
ま
す
。
県
境
は
、

標
高
七
四
一
m
の
花
山
峠
で
、
県
境

の
案
内
標
識
に
は
、
国
指
定
史
跡
で

あ
る
仙
台
藩
花
山
村
寒
湯
御
番
所
跡

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
県
に
入
っ

て
間
も
な
く
、
国
道
脇
の
看
板
を
目

印
に
、
山
道
を
歩
い
て
下
る
と
、
ラ

ン
プ
の
宿
が
一
軒
沢
に
面
し
て
佇
ん

で
い
ま
す
。
そ
こ
は
湯
浜
温
泉
で
す
。

県
境
付
近
の
国
道
は
、
湯
浜
街
道
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ナ
原
生
林

に
囲
ま
れ
、
野
鳥
の
さ
え
づ
り
に
耳

を
傾
け
、
清
々
し
い
空
気
を
胸
に
す

る
と
、
別
天
地
に
い
る
よ
う
な
錯
覚

を
覚
え
ま
す
。
新
緑
が
目
を
洗
う
春
、

涼
風
が
心
地
よ
い
夏
、
そ
し
て
山
々

が
錦
の
嬬
艶
を
織
り
な
す
秋
、
そ
れ

ぞ
れ
の
季
節
ご
と
に
、
多
く
の
人
た

ち
が
、
湯
浜
街
道
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
自
然
が
豊
か
で
美
し
い
ほ

ど
、
自
然
は
苛
酷
で
す
。
積
雪
は
多

く
、
五
m
か
ら
、
多
い
所
で

一
0
m

を
数
え
、
湯
浜
街
道
は
二

月
末
か

ら
四
月
末
ま
で
冬
季
約
五
カ
月
通
行

止
め
に
な
り
、
湯
浜
温
泉
も
閉
鎖
さ

れ
ま
す
。
閉
鎖
区
間
の
除
雪
が
始
ま

る
の
は
、
三
月
末
で
す
。
道
路
両
側

に
立
て
た
ポ
ー
ル
を
目
印
に
除
雪
し

て
い
き
ま
す
が
、
埋
ま
っ
て
い
る
こ

と
も
多
く
、
道
路
の
線
形
や
周
囲
の

地
形
を
熟
知
し
て
い
な
い
と
、
除
雪

は
困
難
で
す
。
除
雪
が
完
了
す
る
と

秋
田
県
と
協
議
し
、
道
路
を
開
通
さ

せ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
ま
だ
気

は
抜
け
ま
せ
ん
。
山
肌
の
道
路
斜
面

に
溜
ま
っ
た
雪
が
雪
崩
と
な
,る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
雪
が
消
え
る

ま
で
、
毎
日
慎
重
な
道
路
パ
ト
ロ
ー

ル
が
続
き
ま
す
。
特
に
、
五
月
の
連

休
期
間
中
は
、
多
く
の
方
が
訪
れ
る

の
で
、
事
故
が
お
き
な
い
よ
う
細
心

の
注
意
で
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
車
を
進
め
る
と
、
標
高

七
人
一
m
の
湯
浜
峠
に
つ
き
ま
す
。

栗
駒
山
の
大
パ
ノ
ラ
マ
が
広
が
る
絶
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好
の
展
望
地
で
あ
る
湯
浜
峠
に
は
、

道
路
開
通
記
念
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
道
路
は
、
昭
和
二
九
年
か
ら
県

で
改
良
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
が
、

厳
し
い
地
形
と
気
象
も
あ
り
、
工
事

が
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
昭
和
四
一

年
か
ら
自
衛
隊
の
協
力
を
得
て
、

や
っ
と
昭
和
五
三
年
に
開
通
し
た
こ

と
を
記
念
し
た
も
の
で
す
。
里
か
ら

遠
く
、
自
衛
隊
員
と
県
職
員
が
現
地

に
泊
ま
り
込
み
で
工
事
を
進
め
、
完

成
を
見
た
道
路
で
あ
り
、
建
設
に
携

わ
っ
た
方
々
の
御
苦
労
が
偲
ば
れ
ま

す
。

門　
〆

所
が
番

導

御
　　

　

　　

　

場
浜
峠
か
ら
約
九
如
進
み
、
冬
季

や
異
常
気
象
時
の
道
路
閉
鎖
用
の

ゲ
ー
ト
を
過
ぎ
る
と
、
仙
台
藩
花
山

村
寒
湯
御
番
所
跡
が
国
道
の
す
ぐ
脇

に
あ
り
ま
す
。
寒
湯
御
番
所
は
、
秋

田
藩
と
仙
台
藩
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝

の
関
所
で
、
全
国
で
も
珍
し
く
、
茅

葺
き
の
関
所
門
や
役
宅
が
現
存
し
て

い
ま
す
。
伊
達
政
宗
が
こ
の
地
方
を

統
轄
し
た
文
禄
･
慶
長
時
代
か
ら
二

六
〇
余
年
に
わ
た
り
、
他
領
へ
通
じ

る
人
々
を
検
断
し
た
場
所
で
、
昭
和

三
八
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
四
脚
の
関
所
門
に
は
鬼
面

が
配
さ
れ
、
人
の
行
き
来
や
交
易
を

厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
藩
制
の
歴
史

を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
御

番
所
の
隣
に
は
温
湯
温
泉
が
、
さ
ら

に
渓
谷
沿
い
に
し
ば
ら
く
歩
く
と
、

ラ
ン
プ
の
宿
の
湯
の
倉
温
泉
が
あ
り
、

登
山
客
、
釣
り
客
、
湯
治
客
な
ど
が

訪
れ
て
い
ま
す
。
宮
城
県
側
か
ら
御

番
所
ま
で
は
冬
季
で
も
通
行
は
可
能

で
あ
り
、
県
で
は
、
冬
季
の
安
全
確

保
の
た
め
、
除
雪
体
制
を
執
っ
て
い

ま
す
。
気
象
情
報
を
見
な
が
ら
、
融

雪
剤
を
散
布
し
、
ま
た
一
定
の
積
雪

に
な
る
と
除
雪
車
を
出
動
さ
せ
ま
す
。

除
雪
作
業
は
、
朝
一
番
の
バ
ス
が
動

き
出
せ
る
よ
う
、
深
夜
二
時
か
ら
三

時
に
か
け
て
始
め
ら
れ
ま
す
。

御
番
所
か
ら
花
山
湖
ま
で
の
国
道

は
、
御
番
所
か
ら
約
三
如
は
改
良
済

み
で
、
木
々
の
緑
を
浴
び
な
が
ら
快

適
な
走
行
を
楽
し
め
ま
す
が
、
残
り

の
区
間
は
渓
谷
沿
い
の
幅
員
が
狭
い

山
道
で
す
。
現
在
改
良
工
事
を
進
め

て
い
ま
す
が
、
早
期
の
完
成
が
望
ま

れ
て
い
ま
す
。
花
山
湖
は
、
花
山
村

の
中
心
に
あ
る
、
本
県
最
初
の
ダ
ム

で
で
き
た
人
造
湖
で
す
。
明
る
い
湖

面
は
、
春
夏
秋
冬
の
美
し
い
景
観
を

映
し
だ
し
て
お
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が

一
休
み
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

が
植
栽
、
手
入
れ
を
し
て
い
る
国
道

脇
の
花
々
が
、
や
す
ら
ぎ
を
与
え
、

旅
の
疲
れ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

四

県
北
低
平
地
を
走
る

花
山
村
と
別
れ
る
と
、
今
年
四
月

一
日
に
誕
生
し
た
国
道
四
五
七
号
と

一
部
重
用
し
、
一
迫
町
に
向
か
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
三
九
八
号
は
、
水
田

地
帯
で
あ
る
県
北
低
平
地
を
横
断
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
県
北
低
平
地

は
、
秋
に
な
る
と
、
サ
サ
ニ
シ
キ
や

ひ
と
め
ぼ
れ
な
ど
が
黄
金
色
の
実
り

の
稲
穂
を
垂
れ
、
本
県
が
農
業
県
で

あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。
主
要

県
道
栗
駒
岩
出
山
線
を
過
ぎ
る
と
、

ま
も
な
く
、
県
北
部
の
中
心
で
あ
る

築
館
町
に
入
り
ま
す
。
栗
駒
岩
出
山

線
は
、
平
泉
に
至
る
古
代
か
ら
の
脇

街
道
の
一
部
で
、
奥
州
藤
原
氏
が
利

用
し
、
ま
た
源
頼
朝
が
奥
州
征
伐
で

通
り
、
江
戸
時
代
に
は
俳
聖
芭
蕉
が

歩
い
た
道
で
す
。
築
館
町
は
、
奥
州

街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
町
で
、

現
代
で
も
国
道
四
号
、
東
北
縦
貫
自

動
車
道
築
館
イ
ン
タ
ー
、
ま
た
隣
接

の
志
波
姫
町
に
は
東
北
新
幹
線
の
く

り
こ
ま
高
原
駅
が
あ
り
、
県
北
部
の

交
通
上
の
要
衝
と
し
て
の
役
割
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、

平
成
二
年
に
県
北
二
四
市
町
村
の
請

願
駅
と
し
て
で
き
た
く
り
こ
ま
高
原

駅
は
、
三
九
八
号
を
ア
ク
セ
ス
道
路
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と
し
て
い
ま
す
が
、
新
幹
線
利
用
の

通
勤
客
で
約
五
〇
〇
台
収
容
の
無
料

駐
車
場
が
満
杯
に
な
る
ほ
ど
自
動
車

利
用
者
が
多
く
、
地
方
部
に
お
い
て

自
動
車
交
通
へ
の
依
存
が
高
い
こ
と

が
如
実
に
わ
か
り
ま
す
。
志
波
姫
町

を
経
て
、
若
柳
町
、
そ
し
て
迫
町
に

国
道
は
進
み
ま
す
が
、
若
柳
町
、
迫

町
の
道
路
案
内
標
識
の
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
は
、
白
鳥
を
イ
ラ
ス
ト
化
し

た
も
の
で
す
。
ま
た
、
迫
町
に
あ
る

麗
々
城
大
橋
は
、
白
鳥
を
デ
ザ
イ
ン

し
た
街
路
灯
が
あ
る
美
し
い
橋
で
、

町
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
白
鳥

が
こ
の
よ
う
に
地
域
に
根
付
い
て
い

る
の
は
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
よ
っ

て
水
鳥
の
生
息
地
に
指
定
さ
れ
た
伊

豆
沼
が
あ
る
か
ら
で
す
。
伊
豆
沼
は
、

釧
路
湿
原
に
次
ぐ
国
内
二
番
目
の
指

定
登
録
湿
地
で
、
国
道
三
九
八
号
の
,

南
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
二
二
〇
種

類
の
水
鳥
が
つ
ど
い
、
冬
に
は
三
万

羽
も
の
ガ
ン
、
カ
モ
、
白
鳥
が
越
冬

す
る
、
水
鳥
の
楽
園
で
す
。

内
陸
部
と
海
岸
部
を
結
ぶ
交
通
上

の
要
衝
で
あ
る
迫
町
か
ら
、
中
田
町

みやぎ道しるべ (東和町)

　
　　　
　　
　

　
　
　　　　

　
　
　　

＼

"

　
　
　
　

　　
　
　
　

を
経
て
、
米
谷
大
橋
を
渡
る
と
東
和

町
に
入
り
ま
す
。
三
九
八
号
は
こ
れ

か
ら
、
米
谷
大
橋
、
新
北
上
大
橋
、

東
西
内
海
橋
と
三
度
北
上
川
を
渡
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
米
谷
大
橋
は
、

昭
和
五
三
年
六
月
の
宮
城
県
沖
地
震

で
被
害
を
受
け
、
昭
和
五
六
年
に
現

在
の
橋
に
掛
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

前
身
は
、
株
式
組
織
に
よ
る
民
営
の

船
橋
と
し
て
明
治
三
人
年
に
作
ら
れ

た
古
い
歴
史
を
持
っ
た
橋
で
す
。
中

田
町
と
東
和
町
の
道
路
案
内
標
識
は
、

中
田
町
出
身
の
漫
画
家
石
ノ
森
章
太

郎
さ
ん
デ
ザ
イ
ン
の
カ
ッ
パ
で
す
。

カ
ッ
パ
は
、
昭
和
六
〇
年
に
四
町
で

作
っ
た
ミ
ニ
独
立
国

｢み
や
ぎ
北
上

連
邦
｣
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
り
、

四
町
で
は
、
競
争
と
協
調
を
合
言
葉

に
ユ
ニ
ー
ク
な
地
域
お
こ
し
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

道
路
案
内
標
識
の
デ
ザ
イ
ン
化
は
、

見
や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
道
路
標

識
を
整
備
す
る
た
め
、
｢み
や
ぎ
道

し
る
べ
事
業
｣
と
し
て
平
成
二
年
度

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
各
市
町

村
が
選
ん
だ
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
、
名

所
、
町
木
、
特
産
品
な
ど
を
デ
ザ
イ

ン
化
し
、
現
在
ま
で
約
三
九
〇
基
の

標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
市

町
村
の
個
性
が
わ
か
り
、
道
路
利
用

者
に
好
評
で
す
。

五

リ
ア
ス
式
海
岸
の
旅

東
和
町
か
ら
新
水
界
ト
ン
ネ
ル
を

抜
け
て
、
志
津
川
町
に
入
る
と
、
太

平
洋
を
望
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
水

界
道
路
は
、
志
津
川
町
か
ら
北
上
川

船
運
の
中
継
地
と
し
て
栄
え
た
東
和

町
米
谷
に
通
ず
る
道
で
、
享
保
の
頃

(
一
七
二
〇
年
頃
)
開
か
れ
、
明
治

一
九
年
に
ト
ン
ネ
ル
が
掘
ら
れ
、
現

在
の
ト
ン
ネ
ル
は
昭
和
五
六
年
に
完

成
し
て
い
ま
す
。
三
九
八
号
は
、
志

津
川
町
で
国
道
四
五
号
と
一
部
重
用

し
、
そ
の
後
、
南
三
陸
金
華
山
国
定

公
園
の
中
を
進
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。

北
上
町
に
か
け
て
は
海
岸
部
に
散
在

す
る
集
落
を
結
ん
で
い
ま
す
が
、
現

道
が
リ
ア
ス
式
海
岸
特
有
の
急
峻
な

地
形
の
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
ン

ネ
ル
、
高
架
橋
の
工
事
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
交
通
環
境
は
飛
躍
的
に
向

上
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
北
上
町
の
道

路
案
内
標
識
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
イ
ヌ
ワ
シ
で
す
。
三
九
八
号
は
、

新
北
上
川
の
河
口
を
左
手
に
、
イ
ヌ

ワ
シ
が
生
息
し
て
い
る
翁
倉
山
を
右

手
に
み
な
が
ら
、
新
北
上
大
橋
に
向

か
い
ま
す
。
新
北
上
大
橋
は
昭
和
五

一
年
に
架
橋
さ
れ
ま
し
た
が
、
架
橋

前
は
県
が
渡
船
を
運
営
し
て
い
ま
し

た
。
渡
船
は
、
毎
朝
七
時
の
始
発
か

ら
始
ま
っ
て
、
夕
方
六
時
半
が
最
終

で
、
毎
日
三
〇
往
復
の
連
行
で
し
た
。

渡
船
場
は
、
藩
制
時
代
か
ら
の
歴
史

が
あ
り
、
利
用
者
は
月
平
均
四
、
○
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新北上大橋 (手前は渡船場跡)

0
0
人
、
バ
イ
ク
は
約

一
、
0
0
0

台
、
自
転
車
九
〇
〇
台
で
、
屈
指
の

賑
わ
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
新
北
上

大
橋
を
越
え
る
と
、
間
も
な
く
昭
和

六
一
年
に
完
成
し
た
釜
谷
ト
ン
ネ
ル

が
見
え
て
き
ま
す
。
釜
谷
ト
ン
ネ
ル

は
、
海
と
山
で
囲
ま
れ
、
陸
の
孤
島

と
呼
ば
れ
て
い
た
雄
勝
町
と
、
石
巻

市
な
ど
を
最
短
時
間
で
結
ぶ
も
の
で
、

雄
勝
町
民
の
悲
願
が
結
実
し
た
も
の

で
す
。
雄
勝
町
の
道
路
案
内
標
識
の

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、
硯
で
す
。
六

〇
〇
年
の
伝
統
を
誇
る
雄
勝
硯
は
、

日
本
一
の
生
産
量
を
誇
り
、
伝
統
的

工
芸
品
と
し
て
通
産
大
臣
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
三
九
八
号
の
脇
の
雄

勝
硯
伝
統
産
業
会
館
に
は
、
釜
谷
ト

ン
ネ
ル
を
通
っ
て
多
く
の
方
が
訪
れ

て
い
ま
す
。
雄
勝
町
か
ら
女
川
町
に

至
る
区
間
は
、
リ
ア
ス
ブ
ル
ー
ラ
イ

ン
と
呼
ば
れ
、
つ
づ
ら
折
り
の
国
道

か
ら
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
島
々
や
、
天

候
に
よ
っ
て
刻
一
刻
と
変
化
を
見
せ

る
海
面
の
色
彩
が
楽
し
め
ま
す
。
ま

た
、
春
に
は
二
、
0
0
0
本
近
く
の

桜
が
沿
道
を
飾
り
、
見
事
な
景
観
美

を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
屈
曲
し
た
道

路
な
の
で
、
地
元
か
ら
は
改
築
の
要

望
が
さ
れ
、
一
部
着
工
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
完
成
後
に
は
多
く
の
観
光
客

が
訪
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
女
川
町
か
ら
石
巻
市
に
至
る
区

間
は
、
一
二
時
間
交
通
量
が
二
万
台

を
越
え
る
産
業
経
済
上
重
要
な
路
線

で
す
。
石
巻
市
は
、
江
戸
時
代
伊
達

政
宗
の
命
に
よ
り
北
上
川
が
改
修
さ

れ
、
江
戸
へ
運
ば
れ
る
産
米
が
集
ま

り
、
奥
州
随
一
の
大
湊
と
し
て
発
展

し
た
町
で
す
。
現
在
、
石
巻
市
内
で

は
、
政
宗
の
命
で
ロ
ー
マ
に
向
か
っ

た
慶
長
遣
欧
使
節
の
帆
船

･サ
ン
･

フ
オ
ン

･
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
号
L

が
五

〇
〇
ト
ン
の
実
物
大
の
木
造
船
と
し

て
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
県
で
は
、

大
航
海
に
乗
り
出
し
た
先
人
の
ス
ピ

リ
ッ
ツ
を
継
承
し
、
｢伊
達
な
ク
ニ

づ
く
り
｣
の
理
念
の
も
と
事
業
を
展

開
し
て
い
ま
す
が
、
均
衡
あ
る
県
土

づ
く
り
の
た
め
に
は
、
県
下
第
二
の

都
市
で
あ
る
石
巻
市
の
発
展
が
不
可

欠
で
す
。
折
し
も
、
石
巻
圏
が
地
方

拠
点
都
市
に
指
定
さ
れ
、
石
巻
圏
域

の
交
通
機
能
を
再
検
討
す
る
時
期
に

あ
り
ま
す
。
三
九
八
号
も
、
こ
の
新

た
な
観
点
か
ら
、
新
た
な
路
線
を
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

六

終
わ
り
に

国
道
三
九
八
号
は
、
県
北
の
四
土

木
事
務
所

(築
館
、
迫
、
気
仙
沼
、

石
巻
)
が
管
理
し
て
い
ま
す
。
管
理

業
務
は
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
、
ポ
ッ

ト
ホ
ー
ル
な
ど
の
修
繕
、
除
融
雪
、

災
害
復
旧
工
事
、
舗
装
補
修
、
標
識

設
置
、
通
行
規
制
、
占
用
工
事
の
許

ボランテ

濃
壽
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可
監
督
な
ど
、
多
種
多
様
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
い
ず

れ
の
業
務
を
と
っ
て
も
、
道
路
利
用

者
、
あ
る
い
は
地
域
住
民
の
方
々
の

理
解
な
く
し
て
は
、
仕
事
は
進
み
ま

せ
ん
。
本
県
に
お
い
て
は
、
地
域
の

方
々
の
道
路
愛
護
活
動
へ
の
参
加
を

支
援
す
る
た
め
、
愛
護
団
体
へ
の
奨

励
金
交
付
、
愛
護
活
動
中
の
傷
害
事

故
の
補
償
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
花
壇
の
植
栽
と

管
理
、
空
き
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
拾
い
、

路
肩
の
除
草
な
ど
の
輪
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。
今
後
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
方
策
を
拡

大
し
、
県
民
と
と
も
に
道
路
を
守
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。



3 2

月
･日

世

界

の
動

き

○
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
難
民
流
入
を
規
制
す
る
た
め
の
基
本
法

(憲
法
)
の
亡
命
規
定
改
正
案
を
賛
成
多
数
で
可
決
、
こ
れ
に
よ

り
基
本
法
-
六
条
の
寛
大
な
亡
命
規
定
は
、
政
治
亡
命
者
だ
け
に

厳
し
く
限
定
さ
れ
、
経
済
難
民
は
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
の
市
民
と
の
対

話
集
会
で
、
中
国
へ
の
最
恵
国
待
遇
更
新
問
題
に
つ
い
て

｢基
本

的
に
一
年
延
長
す
る
こ
と
を
決
め
た
｣
と
述
べ
た
。
延
長
の
理
由

に
つ
い
て
は

｢中
国
の
近
代
化
を
支
援
し
た
い
し
、
そ
れ
は
米
国

に
と
っ
て
の
大
き
な

(経
済
的
)
機
会
で
も
あ
る
｣
と
説
明
し
た
。

○
経
済
協
力
開
発
機
構

(O
E
C
D
)
が
主
要
加
盟
国
の
一
九
九

三
年
、
九
四
年
の
経
済
見
通
し
を
発
表
し
た
。
昨
年
一
二
月
の
見

通
し
を
、
お
お
む
ね
下
方
修
正
す
る
も
の
で
、
加
盟
国
全
体

(二

四
カ
国
)
の
実
質
経
済
成
長
率
は
九
三
年
が
一
･
二
%

(昨
年
一

二
月
の
見
通
し
一
･
九
%
)、
九
四
年
が
二
･
七
%

(同
二
･

九
%
)
に
落
ち
込
ん
だ
。
主
要
国
の
成
長
率
は
、
九
三
年
が
米
国

に
二
･
六
%

(同
二
･
四
%
)、
日
本
一
･
0
%

(同
二
･
三
%
)、

ド
イ
ツ
マ
イ
ナ
ス
ー
･
九
%

(同
一
･
二
%
)
で
、
米
は
上
方
修

正
。

○
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
総
選
挙
は
、
全
州
の
開
票
状
況
が
出
そ
ろ
い
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

(ラ
ナ
リ
ッ
ト
派
)
の
第
一
党
が
確
定
。

○
米
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
輸
入
車
メ
ー
カ
ー
と
輸
入
車
販
売
各
社

の
発
表
に
よ
る
と
、
五
月
の
米
国
内
乗
用
車
新
車
販
売
台
数
は
、

八
一
万
七
八
三
台
で
、
前
年
同
月
比

÷
三
%
増
。
三
カ
月
連
続

で
前
年
実
績
を
上
回
っ
た
。 事

項

“18

月
･日

国

内

の

動

き

0
一
九
九
三
年
三
月
期
決
算
に
よ
る
と
、
J
R
の
旅
客
六
社
と
貨

物
会
社
の
七
社
す
べ
て
が
、
経
常
減
益
と
な
っ
た
。
景
気
低
迷
に

伴
う
旅
客
、
貨
物
需
要
の
伸
び
悩
み
に
よ
る
も
の
で
、
経
常
減
益

は
八
七
年
四
月
の
分
割
･
民
営
化
以
来
初
め
て
。

○
厚
生
省
が
発
表
し
た

｢
一
九
九
二
年
人
口
動
態
統
計

(概
数
ど

に
よ
る
と
、
昨
年

一
年
間
の
出
生
数
は
、
三
一〇
万
八
、
九
七
七

人
で
、
前
年
を
約
一
万
四
、
三
〇
〇
人
下
回
っ
て
史
上
最
低
を
記

録
。
合
計
特
殊
出
生
率
比
一
･
五
〇
も
史
上
最
低
と
な
っ
た
。

0
一
九
九
三
年
度
補
正
予
算
が
、
参
院
本
会
議
で
否
決
さ
れ
た
も

の
の
、
衆
院
と
の
両
院
協
議
会
を
経
て
成
立
。
増
額
補
正
し
た
の

は
、
二
兆
一
、
八
八
七
億
円
で
、
こ
れ
に
よ
り
補
正
後
の
一
般
会

計
の
歳
入
歳
出
規
模
は
、
七
四
兆
五
、
四
三
五
億
円
に
な
っ
た
。

○
船
田
元
･
経
済
企
画
庁
長
官
が
、
月
例
経
済
報
告
閣
僚
会
議
で

｢景
気
は
、
お
お
む
ね
底
入
れ
し
た
｣
と
の
判
断
を
表
明
。
し
か

し
、
消
費
や
設
備
投
資
の
力
が
依
然
弱
く
、
政
府
の

｢景
気
回
復

宣
言
｣
は
、
七
月
以
降
に
持
ち
越
さ
れ
た
。

○
経
済
企
画
庁
が
発
表
し
た
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
今

年
一
j
三
月
期
の
国
民
総
支
出
は
実
質
ベ
ー
ス
で
前
期
の
九
二
年

一
〇
ー
一
二
月
期
に
比
べ
て
○
･
六
%
増
。
こ
の
結
果
、
九
二
年

度
の
G
N
P
の
実
質
成
長
率
は
0
･
八
%
に
と
ど
ま
っ
た
。

○
野
党
三
党
が
提
出
し
た
宮
沢
内
閣
不
信
任
案
が
衆
院
本
会
議
で

可
決
さ
れ
た
。
政
府
は
直
ち
に
臨
時
閣
議
で
衆
院
の
解
散
を
決
定
、

同
日
夜
、
衆
院
を
解
散
し
た
。 事

項

0黎
月
.日

道

路

行

政

の

動

き

○
平
成
五
年
度
補
正
予
算
が
成
立

･
道
路
事
業
関
係
は
総
事
業
費
一
兆
八
〇
億
円

○
国
土
庁
が
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画

(四
全
総
)
に
お
け
る

総
合
的
点
検
の
中
間
報
告
を
と
り
ま
と
め
た

･
東
京
一
極
集
中
問
題
な
ど
七
項
目
に
つ
い
て
報
告

○
東
京
高
裁
に
て
、
東
名
･
日
本
坂
ト
ン
ネ
ル
事
故
の
控
訴
審
判

決
･
日
本
道
路
公
団
の
控
訴
を
棄
却
し
て
、
同
公
団
に
対
し
総
額

約
二
億
一
、
九
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た

事

項
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ぴ
ろ
う

尾
篭
な
話
で
恐
縮
す
る
が
、
ご
辛
抱
い
た
だ
き

た
い
。
一
口
に
牛
飲
馬
食
と
言
う
よ
う
に
、
馬
は

飼
料
を
沢
山
食
べ
、
牛
は
多
量
の
水
を
飲
む
も
の

ら
し
い
。
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
た
も
の
は
そ
の

ま
ま
大
量
の
糞
や
小
便
と
な
っ
て
、
場
所
を
選
ば

ず
排
泄
さ
れ
る
。

私
が
小
学
生
の
頃
は
、
牛
馬
車
が
道
路
運
送
の

主
役
で
あ
っ
た
。
通
学
の
途
中
に
ち
ょ
っ
と
勾
配

の
つ
い
た
踏
切
が
あ
っ
た
。
遮
断
機
が
開
く
と
馬

の
轡
を
持
つ
敷
者
は
、
掛
声
で
気
合
を
入
れ
手

綱
で
馬
体
を
打
つ
。
馬
は
た
て
が
み
を
上
下
に
振

り
、
ひ
づ
め
の
先
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
路
面
に
つ

き
立
て
て
力
一
杯
に
荷
車
を
引
く
。
寒
い
冬
の
日

な
ど
馬
の
体
か
ら
湯
気
が
立
つ
。
と
同
時
に
苦
し

ま
ぎ
れ
か
大
量
の
糞
を
落
し
、
そ
の
糞
の
山
か
ら

も
同
じ
湯
気
が
立
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
馬

翼
の
始
末
は
踏
切
番
が
手
際
よ
く
処
理
し
て
い

た
。無
人
の
踏
切
で
は
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
残
り
、

や
が
て
雨
に
流
さ
れ
、風
に
吹
か
れ
て
飛
散
し
た
。

昭
和
三
〇
年
代
の
は
じ
め
、
ワ
ト
キ
ン
ス
調
査

団
が
来
日
し
た
。
そ
の
報
告
書
の
冒
頭
に
｢日
本

の
道
路
は
信
じ
難
い
ほ
ど
悪
い
。
工
業
国
に
し
て

こ
れ
ほ
ど
道
路
を
粗
末
に
し
た
国
は
な
い
｣
と
の

有
名
な
言
葉
が
あ
っ
た
。
こ
の
警
句
は
我
が
国
の

道
路
整
備
に
は
づ
み
を
つ
け
た
。
当
時
の
道
路
関

係
者
の
中
に
は

｢日
本
に
は
馬
車
の
時
代
が
無

か
っ
た
か
ら
･J

と
言
っ
て
、
人
と
車
の
分
離
を

考
え
な
か
っ
た
道
路
の
歴
史
の
長
さ
を
思
い
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
路
と
の
根
本
的
な
違
い
を
嘆
い

て
み
せ
た
。

ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
道
路
の
絵
に
馬
車
が
画
か

れ
て
い
る
。
馬
の
轡
を
取
る
人
が
前
に
居
な
い

馬
車
は
、
歩
行
者
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
。
だ
か

ら
ロ
ー
マ
の
道
路
は
歩
車
道
を
分
離
し
、
車
道
は

轍

が
め
り
込
ま
な
い
よ
う
石
で
舗
装
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
こ
の
考
え
方
が
そ
の
ま
ま
近
代
に
引

き
継
が
れ
、
自
動
車
時
代
に
対
処
で
き
た
と
言
う

の
で
あ
る
。
成
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。

三
年
前
の
秋
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
路
を
見
学
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
た
。
せ
わ
し
い
団
体
旅
行
の
日
程

だ
っ
た
が
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
と
ポ
ン
ペ
イ
で
古
い
道

路
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
首
都

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
旧
市
街
に
は
、
一
七
世
紀
の
建

物
が
並
び
、
狭
い
敷
石
の
道
路
が
石
造
り
の
家
並
を

区
画
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
で
は

ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
道
路
が
実
際
に
あ
っ
た
。
両
方

と
も
僅
か
の
時
間
だ
っ
た
が
、歩
い
て
み
た
。

そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
道
路
は

私
が
日
本
で
想
像
し
て
い
た
も
の
と
は
、
大
分

違
っ
て
い
た
。
先
ず
歩
道
の
中
が
狭
い
こ
と
。
歩

車
道
分
離
と
言
う
か
ら
歩
道
の
中
は
充
分
な
広
さ

が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
二
ヶ
所
の
道
路
と
も

大
人
の
肩
中
相
当
の
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
し
か
な

い
。
車
道
の
鋪
石
は
さ
す
が
に
し
っ
か
り
し
、
歩

道
は
一
段
高
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
中
で
は
歩

道
の
上
で
行
き
交
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら

く
歩
行
者
も
平
常
は
車
道
を
歩
き
、
馬
車
が
来
た

と
き
と
か
、
そ
の
馬
車
が
落
し
て
行
く
馬
糞
を
避

け
る
た
め
、
し
ば
し
歩
道
を
利
用
す
る
程
度
の
使

わ
れ
方
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
も
う
一
つ
の
特
長

は
両
方
と
も
道
路
が
縦
方
向
に
勾
配
が
つ
い
て
い

る
所
謂
ゆ
る
い
坂
道
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
沢
山
の
馬
が
沢
山
の
馬
翼
を
残
し
て
行
く
車

道
で
の
排
泄
物
処
理
は
、
水
で
流
す
の
が
手
っ
取

り
早
い
。そ
の
た
め
縦
の
水
勾
配
は
必
要
で
あ
る
。

車
道
は
時
に
下
水
の
役
目
を
果
た
し
た
。
そ
の
よ

う
な
と
き
、
歩
行
者
は
ど
っ
と
流
れ
て
来
る
汚
水

か
ら
身
を
か
わ
す
た
め
、
一
段
高
い
歩
道
を
利
用

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
馬
の
時
代
と
自
動

車
の
時
代
と
で
は
、
歩
道
の
使
わ
れ
方
は
違
っ
て

当
然
で
あ
る
。

(端
)

8 月号の特集テーマは r大規模プロジェクトと道路整備J の予定です。
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